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資料１ 

１．書類等の題名 

  「2040年を見据えた大学院教育のあるべき姿～社会を先導する人材の育成に向けた体

質改善の方策～」 

 

２．出典 

  文部科学省 中央教育審議会 

 

３．引用範囲 

●２．大学院教育が 2040 年の需要に応えるために 

（2040 年の社会の需要に応えていくために） 

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfi

le/2019/02/18/1412981_001r.pdf#page=11 

 

 

  ●３．大学院教育の改善方策 

⑧人文・社会科学系大学院の課題とその在り方 

   （人文・社会科学系大学院に対する社会のニーズ） 

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfi

le/2019/02/18/1412981_001r.pdf#page=48 

 

 

●３．大学院教育の改善方策 

③各課程ごとに求められる教育の在り方 

【博士課程】 

（社会の求める教育とのミスマッチの解消） 

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfi

le/2019/02/18/1412981_001r.pdf#page=25 
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資料２ 

１．書類等の題名 

  「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」 関係資料 

 

２．出典 

  文部科学省 中央教育審議会 

 

３．引用範囲  

●参考資料集【18歳人口の減少を踏まえた高等教育機関の規模や地域配置 関係資料

１】 

 18歳人口と高等教育機関への進学率等の推移 

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfi

le/2018/12/17/1411360_10_5_1.pdf#page=2 

 

 

●参考資料集【18歳人口の減少を踏まえた高等教育機関の規模や地域配置 関係資料

２】 

 「20～24歳」における都道府県間人口移動(※外国人移動者を含まない) 

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfi

le/2018/12/17/1411360_10_6_1.pdf#page=2 
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学校基本調査　博士課程　専攻分野別　大学院学生数（平成28年度～令和2年度）

学生数（全体） うち社会人

分野 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 　分野 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

社会科学 6120名 5953名 5861名 5661名 5589名 社会科学 2439名 2423名 2494名 2518名 2508名

工学 12966名 12690名 12729名 12807名 13255名 工学 3881名 3755名 3866名 3929名 4062名

家政学 220名 218名 219名 214名 209名 家政学 133名 131名 134名 139名 132名

（文部科学省学校基本調査　高等教育機関　学校調査　大学・大学院

　「専攻分野別　大学院学生数（平成28年度～令和2年度）」から作成）
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資料４ 

１．書類等の題名 

  「九州・沖縄地方成長産業戦略～九州・沖縄 Earth戦略～」 

 

２．出典 

  経済産業省 九州経済産業局 

 

３．引用範囲 

  ●Ⅲ．横断的取組（産業基盤） 

   （２）産業人材戦略  

https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/kyosoryoku/kyogikai/1807/senryaku.pd

f#page=25 

 

   

  ●Ⅱ．戦略分野 

https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/kyosoryoku/kyogikai/1807/senryaku.pd

f#page=3 

 

   

  ●Ⅲ．横断的取組（産業基盤） 

https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/kyosoryoku/kyogikai/1807/senryaku.pdf

#page=22 
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九州・沖縄地方成長産業戦略 

～九州・沖縄 Earth 戦略～  

 

Ⅰ．総論 

１．基本的考え方 

長引くデフレからの早期脱却と経済再生を図る「大胆な金融政策」、「機動的な

財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」の推進により、我が

国経済は「マイナス」から「プラス」へと転じ、九州・沖縄地域の経済も持ち直

してきているが、景気回復の実感は、地方や中小企業・小規模事業者には十分浸

透したとはいえず、経済の好循環を目指した戦略的な取組の実施が緊要の課題

となっている。 

このため、九州・沖縄地域において重点化すべき戦略産業分野を特定し、地域

資源を掘り起こして必要な戦略を定めるとともに、その具現化を促す取組を検

討し、実行することを目的として、九州・沖縄地方産業競争力協議会を 2013年

（平成 25年）11月に設置した。構成メンバーは、九州経済連合会会長を協議会

会長として、各県知事、政令市長、企業経営者等を委員に、国の各地方支分部局

長をオブザーバーとし、官民一体で検討を行った。協議会では構成員での議論に

加え、分科会の開催、各県によるヒアリング調査等を通じて地域経済を支える中

小企業等の生の声を集めた。 

本戦略は、政府の「日本再興戦略」を踏まえた上で、上記の趣旨に沿って、今

後、九州・沖縄地域において重点化すべき成長産業を明らかにし、その産業競争

力を飛躍的に高めていくために、地域において重点的に推進すべき取組や更な

る規制緩和を求める事項等について取りまとめたもので、2020年に向けた九州・

沖縄地域の成長産業戦略を示したものである。 

2014年（平成 26年）3月の戦略策定後 4年が経過し、急速な生産年齢人口の

減少による労働力不足、第４次産業革命の進展等、社会情勢の変化が生じている。 

政府においても Society5.0 の実現に向けた「未来投資戦略 2017」（2017 年 6

月）、「未来投資戦略 2018」（2018年 6月）が策定されたところ。 

こうした中、協議会委員や関係機関の意見を踏まえ、さらなる九州・沖縄地域

の産業競争力の強化に向け、戦略を改訂した。 

 

２．九州の現状と課題 

  九州・沖縄の総人口は国勢調査によれば 2000 年（平成 12 年）にピークを迎

え、全国よりも一足早く減少に転じている。2018 年（平成 30 年）3 月に公表さ

れた将来推計人口によると、九州・沖縄の人口は 2015 年比で 2040 年に 192 万

人、2045 年に 245 万人の減少が予測されている。こうした状況の中で、地域の
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い。 

 

 

Ⅱ．戦略分野 

 

１．クリーン分野 

2013年（平成 25年）の鉱物性燃料（石油、天然ガス等）の輸入額は 27兆 4,438

億円に達し、我が国の貿易赤字を過去最大となる 11兆 4,684億円に押し上げる

要因のひとつとなった。 

このため、再エネ等の利活用を拡大し、域内のエネルギー自給を高めるととも

に、省エネルギー関連技術の開発やその導入・普及を促進し、エネルギー使用効

率の向上に取り組むことにより、国富の流出を防ぐとともに、エネルギーセキュ

リティを高めることが極めて重要となっている。 

一方、基幹エネルギーである鉱物性燃料の果たすべき役割も依然として重要

である中、気候変動や環境破壊への懸念を踏まえ、より環境負荷の少ない高効率

でクリーンな火力発電技術の開発が世界的に求められており、域内企業等によ

る技術開発やビジネスモデルの先行が、グローバルな市場の開拓にも直結する

ことが見込まれる。 

こうした中、九州は、2012年（平成 24年）７月の再生可能エネルギー固定価

格買取制度（以下、FIT制度）導入以降、全国に比して再エネの導入が進展して

おり、FIT制度の認定を受け稼働している再エネ発電設備容量のシェアが全国で

も高い割合（全国シェア 18%）を占めるほか、海洋エネルギーや地熱等の適地が

多く、国内の他地域と比較して高いポテンシャルを有している。 

また、次世代クリーンエネルギーとして大きく期待される水素エネルギーに

ついては、北部九州に世界的研究開発拠点を有し、将来の水素エネルギーの実現

に向けて先導的な役割を果たしていることが大きな特徴となっている。 

さらに、九州では、半導体関連産業等によって培われてきたハード・ソフト等

の技術集積を活かした次世代の省エネルギー型部素材の開発やスマートコミュ

ニティに係る実証研究が進んでおり、これまでに蓄積された公害防止・環境浄化

技術を含め、クリーン分野において大きな可能性を秘めている。 

このような状況を踏まえ、九州においては、以下の項目に沿った取組により産

業の集積化・市場競争力の強化を図り、海外展開を含めた市場展開を推進するこ

とで、九州におけるエネルギー市場規模を現在の 0.5兆円から 2020年には 3兆

円に拡大するとともに、低廉な価格で必要なときに必要な量のクリーンなエネ

ルギーを安心して利用できる社会の実現を目指す。 
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（１）クリーンで経済的なエネルギーの供給拠点化 

① 水素エネルギー社会の先導  

A) 水素エネルギー関連産業の拠点化 

水素は、次世代のエネルギーシステムを構成する環境調和型の二次エネル

ギー源として大きく期待されている。特に一次エネルギーの海外依存度が高

い我が国にとって、副生水素のほか、太陽光、風力、バイオマスなどの再エ

ネからも生成可能で、電気エネルギーを変換して大規模かつ長期にわたって

貯蔵することができ、利用時に CO2を発生させない水素エネルギーの利活用

は非常に有益であると考えられている。一方、水素エネルギーの普及には、

大規模な需要創出とそれに応じたインフラ整備を進め、その導入から利用ま

でのコスト低減を図ることが極めて重要である。 

こうした中、福岡県では、水素エネルギー社会の実現に向け、産学官で「福

岡水素エネルギー戦略会議」を 2004年（平成 16年）に設立し、世界に先駆

けて水素の製造、輸送・貯蔵から利用まで一貫した取組を推進している。水

素分野の世界的研究機関である九州大学を中核とした研究開発、地域企業等

の水素エネルギー関連産業への新規参入に取り組むなど、水素関連では国内

随一の先端拠点地域となっている。加えて、九州においては、太陽光、風力、

バイオマスなどの再エネのポテンシャルが高く、これらを利用した地域・コ

ミュニティ単位での水素製造を行うことが可能と考えられる。また、北部九

州及び山口地域は、製鉄所や石油コンビナート等で発生する副生水素など水

素供給ポテンシャルを有していることから、双方の連携により大きな相乗効

果が期待できる。 

以上のような強みや取組を踏まえ、今後、将来的な海外展開を見通した上

で、北部九州の取組を九州各地においても展開し、広域的な水素需要の創出

を図ることにより、水素エネルギー社会の実現に取り組み、九州において関

連産業の集積を図っていく。 

 

A-1) 水素・燃料電池製品の普及 

次世代自動車のうち、特に燃料電池自動車（以下、FCV）に関しては、北部

九州での水素エネルギー利用社会の実現に向けた取組の中で、FCV・FCバス

の公道実験などを実施してきたところである。 

FCVは 2014年（平成 26年）12月から北部九州を含む４大都市圏を中心に

市販が開始され、また、2016年（平成 28年）3月に改訂された国の「水素・

燃料電池戦略ロードマップ」においては、FCV、水素ステーションの普及目

標が設定されており、FCV市場の開拓が緒につく九州において FCVの市場拡

大を図るためには FCV の普及と水素ステーション整備を一体的に推進する
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ことが重要である。九州においては官公庁や企業で FCVを率先導入するとと

もに、水素ステーション整備に向けた支援に取り組んでいく。 

また、福岡市においては、下水処理場のバイオガスから水素を製造する世

界初の水素ステーションが 2015 年（平成 27 年）3 月に稼働開始している。

これらの動向を踏まえ、副生水素の活用や再エネによる水素製造･供給の高

効率化に各県が連携して取り組んでいく。 

このように、九州全体で水素ステーションの整備を促進するとともに、試

験研究機関によるデータ集積を活用して規制見直しの促進やコストの低減

に努め、安全を確保しつつ、行政機関による許可を円滑に進めることも必要

である。 

   また、2009年（平成 21年）に市販開始された家庭用燃料電池（エネファ

ーム）は、2016 年（平成 28 年）3 月に改訂された国の「水素・燃料電池戦

略ロードマップ」において 2030年に 530万台の普及目標が設定されるなど、

現在、普及が進みはじめているところであり、九州における更なる普及拡大

に向けて取り組んでいく。 

 

② 次世代自動車の開発・生産拠点化 

日本再興戦略においては、2030 年までに国内新車販売に占める次世代自

動車の割合を 5割から 7割にすることや、安全運転支援システム、自動走行

システムの開発・環境整備等が盛り込まれている。他方、次世代自動車によ

る新たな市場の創出に関しては、世界的な開発競争・市場競争の激化が見込

まれる。 

自動車産業は九州の基幹産業として、大きな雇用を創出しており、地域へ

の経済波及効果が極めて大きい重要産業である。従って、今後市場がシフト

すると見られる次世代自動車については、九州全体での普及促進・域内市場

の拡大に取り組むと同時に、その生産拠点としてのみならず、開発機能をも

併せ持つ拠点として発展するためのポジションをしっかりと定着させてい

く必要がある。 

北部九州に立地する自動車メーカーの工場は、いずれも最新鋭の設備と高

度な生産技術を有しており、国内における拠点工場となっている。また、近

年では、2015 年（平成 27 年）8 月、ダイハツ工業㈱がエンジン等の先行技

術の開発拠点となるダイハツグループ九州開発センターを、2016 年（平成

28年）3月には、トヨタ自動車九州㈱が設計・開発部門と生産技術部門の連

携拠点となるテクニカルセンタ―を開設するなど、開発機能の集積も進んで

おり、北部九州は開発と生産が一体となったマザー機能を持つ先進拠点とし

て、その地位を高めている。これに加え、九州では、北九州産業学術推進機
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構自動車技術センターや九州大学大学院オートモーティブサイエンス専攻

学科、九州大学水素材料先端科学研究センター、水素エネルギー製品研究試

験センターなど、次世代自動車関連の研究・実証機関、人材育成機関等が多

数存在し、次世代自動車の開発・生産拠点としてのポテンシャルを有してい

る。 

今後、こうしたポテンシャルを活かし、九州において地域企業の開発・提

案力の向上や生産技術の高度化支援、産業人材の育成等を推進するとともに、

次世代自動車に関する自動車メーカー等の生産・研究開発機能の誘致を行い、

HV や PHV、EV、FCV、クリーンディーゼル車など環境対応車全般を対象とす

る次世代自動車の生産拠点・研究開発拠点としての競争力強化を図る。 

 

③ 地熱エネルギー関連産業の拠点化 

九州は、広範な地域に豊富な地熱資源を有し、日本最大の地熱発電所（八丁

原発電所 11万 kW）が立地するなど、地熱発電（温泉熱含む）の立地ポテンシ

ャルを有している。発電事業の計画、設備の設置、メンテナンスまで地熱発電

を総合的に実施する技術が蓄積されており、九州大学にも研究シーズが蓄積

している。近年バイナリー発電が民間で行われており、他にも九州内で多く

の地熱発電事業が動き始めている。 

また、九州には中山間地を含め、広範囲に農山漁村が点在するなど、安定し

た効率の良い分散電源等への潜在的ニーズが高く、新たな掘削を必要としな

い湯けむり発電や地中熱の利用など、地産地消による循環型エネルギー等の

活用モデルを導入することも期待される。 

地熱発電を進めるためには、熱資源の正確な把握、自然公園法や温泉法等

の各種規制との調整、地熱発電に関する地元の理解促進が重要である。この

ため、九州全域で地熱開発に向けた詳細調査の加速化、自治体等によるトラ

イアル発注の検討、産学官による研究開発の推進等を展開し、地熱利用先進

地域を目指す。さらに、産学官が一体となって発電事業の計画から設備の設

置、メンテナンスまで総合的に実施できる体制を構築するとともに、海外で

の地熱発電ビジネスの展開を目指す。 

 

④ 海洋エネルギー関連産業の集積拠点形成 

A) 洋上風力発電関連産業の集積拠点形成(日本版ブレーマーハーフェンの実現) 

世界の風力発電総設備容量は、これまで前年比 10%超の伸び率で順調に拡

大してきており、2016 年（平成 28 年）、48,675 万 kW に達している。一方、

日本の風力発電総設備容量は、そのうち 336万 kWと世界の 0.69％に留まっ

ており、今後の導入が期待されている。 
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製造業として捉えた場合、風力発電設備の製造には約 2万点（2,000kw級）

に及ぶ部品が必要と言われており、裾野が広く、高い雇用創出効果が期待で

きる産業である。高い安全性や信頼性が求められる軸受けや電機部品など、

国内企業が比較的優位性を持つ部分も多い。風力発電については、今後、大

型・大容量の洋上風力発電が増えていくことが予測され、そうした市場に近

接した地域においては、風車等の大型化に対応した効率的な海上輸送や港湾

インフラの機能強化、送電網の整備等が必要である。 

九州は、洋上風力発電において 35,910 万 kW（全国比 25.4%）の導入ポテ

ンシャル※１を持つと見込まれる非常に有望な地域であり、既に北部九州では、

長崎県において「ながさき海洋・環境産業拠点特区」の指定、北九州市にお

いて「グリーンエネルギーポートひびき」事業（風力発電産業アジア総合拠

点）により、洋上風力発電をコアとした関連産業の集積と新たなエネルギー

供給拠点形成に向けた取組が進められている。 

また、これらの地域では、実証実験の実施や事業者による洋上ウインドフ

ァームの構築検討など、全国に先駆けた取組が進んでいる。 

更なる発電事業者の誘致や関連企業の集積等、拠点構想の実現に向けては、

国において、事業化の課題となる一般海域における海域利用ルールの整備や

低コスト化に向けた技術開発を進めるとともに、大型風車等の生産・輸送に

対応した企業立地の促進や港湾インフラの機能強化を図り、近隣諸国に先行

した産業集積を進め、アジア市場の開拓を先導する戦略を持つことが必要で

ある。 

このため、必要な法整備や規制緩和、予算措置等について国に働きかける

とともに、受け皿となる具体的な港湾等のインフラの機能強化について検討

を進め、洋上風力発電産業により町の産業復興を果たしたドイツ・ブレーマ

ーハーフェンのような洋上風力発電関連産業の集積拠点化を目指す。 

※１：「平成 27年度 再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報整

備報告書」（環境省）における、着床式と浮体式をあわせた洋上風力

の導入ポテンシャル。 

  

B) 日本版 EMEC※２の形成 

日本周辺海域には、陸域以上の再エネのポテンシャルがあると期待されて

おり、政府は、内閣府に設置した総合海洋政策推進事務局を中心に、実用化・

事業化に向けた取組を一丸となって進めているところである。 

こうした中、洋上風力発電分野では、長崎県や北九州市において、全国に

先駆けて、事業者による洋上ウインドファームの構築検討など洋上風力発電

の事業化に向けた取組が進んでいる。また、その他の海洋温度差発電や潮流
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発電、波力発電、海流発電分野では、佐賀・長崎・鹿児島県の海洋再生可能

エネルギー実証フィールドを中心に、実証実験等が進められている。 

さらに、前述のとおり長崎県、北九州市において、両地区のポテンシャル

を活かした、洋上風力発電をコアとする関連産業の集積と新たなエネルギー

供給拠点形成に向けた取組が進められるなど、将来の海洋エネルギー産業の

集積が期待される。 

しかしながら、海洋エネルギーの普及については、洋上風力発電以外は商

業化に至っていないほか、機器の低コスト化、一般海域における海域利用ル

ールの明確化などの課題が存在する。  

こうした課題の解決に向けて、九州では今後、産業集積に向けた拠点整備

を進めるとともに、検討が進む事業化プロジェクトを実現させるなど、関連

企業や発電事業者の誘致に繋がる環境整備を進める。また、引き続き、実証

フィールドにおける研究開発を継続し、更なる実証実験の誘致に努める。 

※２:日本版 EMEC：欧州海洋エネルギーセンター（The European Marine 

Energy Centre）を参考に、実証実験のための海域を提供する実証フィール

ドを整備し、研究拠点化・産業集積を図る。 

 

⑤ 高効率火力発電の導入促進 

クリーンエネルギーによる低炭素社会を目指す一方、現在我が国発電電力

量の大半を占める火力発電（2016年度（平成 28年度）の総電力量約 9,078億

kWh のうち、約 90％が火力発電）において、その発電効率を高め、二酸化炭

素排出量の削減を図っていくことは極めて重要である。 

2015 年(平成 27 年)7 月に決定された「長期エネルギー需給見通し」では、

石炭火力発電について、高効率化を図り、環境負荷の低減と両立しながら、有

効活用を促進することとされた。石炭火力発電の高効率化や二酸化炭素排出

量の削減を進めるためには、IGFC（石炭ガス化燃料電池複合発電）などの次世

代技術を早期に確立し、実用化を図ることが重要視されている。 

こうした中、九州では北部九州を中心に、石炭ガス化複合発電技術やガス

タービン複合発電に燃料電池を組み合わせたトリプルコンバインド発電シス

テム等の研究開発、実証事業等が進められている。 

九州におけるこうした取組を促進し、既存火力発電設備のリプレイス等に

当たっての、高効率火力発電システム導入に向けた環境整備を図っていくと

ともに、石炭利用比率が高い中国やインド、さらには、今後の石炭需要の大幅

な増加が見込まれるインドネシア等 ASEAN 諸国への展開も有望であることか

ら、海外展開の可能性についても検討する。 
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（２）省エネルギー先導拠点の形成 

① スマートコミュニティの展開 

ＩｏＴ等の技術を活用して地域内のエネルギー需給を総合的に管理し、エ

ネルギーの利活用を最適化するスマートコミュニティの取組については、政

府の「未来投資戦略 2017」においても、革新的エネルギーマネジメントシス

テムの確立を目指し、制御技術確立や通信インフラ整備等に向けた実証、定

置用蓄電池の価格低減など様々な取組を進めることとされている。 

九州においては、北九州市の大規模社会実証事業（全国４地域）に加え、福

岡県みやま市の「みやま HEMSプロジェクト」や、鹿児島県いちき串木野市に

よるエネルギー地産地消の取組などが実施されている。 

スマートコミュニティにはＩｏＴや創エネ・省エネ・蓄エネなど様々な構

成要素が存在し、取組の成果を活かした、医療機器やインフラパッケージ（ビ

ジネスモデル）の国内・海外への展開も期待される。しかしながら、スマート

コミュニティには「ビジネスモデルを描くことが難しい」ことや、「事業の構

成要素が多く複雑であることから、全体像を描きにくく、事業計画を立てづ

らい」などが課題となっている。 

このため、九州において、地域内で電気・熱の融通を行う取組など、先導的

モデルの構築を引き続き推進する。その際、必要な予算措置や規制緩和等を

国へ要望する。 

  

② 省エネルギー向け次世代部素材の開発拠点化 

次世代有機光エレクトロニクスについて、九大 OPERA、熊本有機薄膜技術高

度化センター、九州先端科学技術研究所、i3OPERAを中心に、九州の大学、研

究支援機関、材料メーカー、装置・部材メーカー等の連携による実用化研究が

実施されている。九州各県には、有機 EL関連産業への参入が期待される素材

メーカーや半導体関連産業が集積していることから、次世代有機 EL素材の実

用化により、有機 EL材料生産や量産装置、有機 ELトランジスタ、有機 EL太

陽電池等の広域的産学官連携による共同研究開発への展開が期待される。 

また、九州では、パワー半導体において世界トップシェアの高い競争力を

持つ製品群を製造する大手メーカーや大学等が、次世代パワー半導体の研究

開発等を行っており、産業用機器や民生機器などへ幅広く導入されることで、

大幅な省エネの達成が期待される。 

このため、これらの次世代デバイスの研究開発の充実・強化や企業等の誘

致を図り、関連産業の拠点化を進める。 

 

（３）アジアにおける環境・エネルギー関連産業の先導 
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「公害克服の経験」を通じて培った環境関連技術等の蓄積や、アジアとの近

接性等の特徴を有する九州では、工業化が急速に進み環境問題が深刻化してい

るアジア各国に対し、当該分野での国際協力、企業の海外展開が進むことで、

新事業の創出と経済の活性化が期待されている。 

また、自然条件等により豊富な再エネ資源を有する九州は、全国の中でもい

ち早くその導入が進んでおり、更なる関連産業の集積が期待され、将来的には

アジア等への海外展開も見込まれるところである。 

九州には、資源リサイクル関連、水処理関連、畜産廃棄物処理関連の企業集

積が見られるなど、環境・リサイクル及びエネルギー産業が集積しており、環

境・リサイクル産業の振興を図るため、産学官の連携組織「九州環境エネルギ

ー産業推進機構（K-RIP）」や「アジア低炭素化センター」等が、ビジネスマッ

チング支援、研究開発支援、情報発信、販路拡大支援等を通じて、企業の新事

業創出や海外展開にかかる事業を積極的に展開している。 

今後、環境・リサイクル技術と再エネ関連技術との融合や、他分野への適応

の進展による新事業の創出が期待され、このような取組を通じて当該分野の国

際競争力を強化し、急速に拡大するアジア等海外需要を取り込むことが重要で

ある。 

他方で、海外展開を指向する中小企業は 1社単独での進出が難しく、現地の

環境課題に対応したトータルソリューションを提供するために、複数の企業が

連合体を組み、官民一体となって事業展開・売込みを図ることが必要である。 

このため、九州の自治体・支援機関等の広域的な連携を可能にするネットワ

ークの強化、モデル事業の推進、社会システム（エコタウン、水ビジネス等）

の技術輸出等、環境・エネルギー分野における総合的な海外展開支援活動のた

めの予算措置を含めた環境整備が求められる。 

 

 

２．医療・ヘルスケア・コスメティック分野 

高齢化の進展と医療需要の拡大により、医療ヘルスケア市場は今後ますます

拡大することが見込まれている。こうした状況の中、日本が誇る高いものづくり

力を活かした医療機器の創出、また個人・保険者・企業の自らの健康管理や予防

への意識・動機付けと公的保険に依存しない健康寿命延伸産業の育成が求めら

れている。 

 九州には、半導体関連産業が約 50年をかけ裾野の広い産業集積を形成し、実

装技術等から発展した精密加工、精密制御、センシング技術やロボット技術など

イノベーションの源泉となる多様な技術が蓄積しており、地域最大の強みとな

っている。こうした技術を活かして九州から始められた内視鏡手術や東九州に
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集積する血液・血管関連の治療分野など医療現場のニーズと直結した医療機器

等の開発が各地で進められており、さらなる医工連携、研究開発拠点との連携を

強め、市場の開拓を図る。 

 また、九州は、全国と比較して高齢化率や一人当たりの医療費が高く、医療・

介護需要のピークも相対的に早く訪れることが予想される。このような課題先

進地域という特性を踏まえ、チャンスへと転じるためには、他地域に先駆けて多

様なニーズに応える新しい産業を創出することが重要である。既に、セルフメデ

ィケーションを支援する特徴ある医療サービス連携事業などの萌芽がみられる

が、今後は加えて、潜在市場の掘り起こしと参入のためのグレーゾーンの解消、

遠隔医療等における ICT 技術の活用などを通じて、新たなサービスの創出を促

進する。 

このような状況を踏まえ、九州においては、以下の（１）～（４）項目に沿っ

た取組により、2020年に現状市場規模 1.5兆円を 2.6兆円に拡大するとともに、

国民の健康寿命が延伸する社会を目指す。 

さらに、九州には豊富な農林水産資源を活かした機能性食品・健康食品関連企

業や研究機関等が集積している。また、佐賀県唐津市を中心とした化粧品関連産

業の拠点形成を目指す取組も胎動しており、フランスの産業クラスターと連携

し、そのブランド力を活かして国内外での展開を図るなど新たな取組も進めら

れている。このような機能性食品産業や化粧品関連産業の振興は、ヘルスケア関

連産業の活性化にも繋がるものである。 

 

（１）健康長寿を目指した予防医療・健康増進サービスの産業創出 

高齢化の進展に伴い、医療費及び介護費の適正化の観点から、予防医療と在

宅支援の重要性が高まり、公的保険サービスを補完する医療・介護周辺サービ

スの果たす役割は、大きくなる見込みである。 

九州は、全国に比して医療需要のピーク期が早期に到来するなど課題先進地

域であり、セルフメディケーションを促進する特徴ある医療サービス連携事業

などが始動している。また、島嶼部や中山間地域の多さなど地域特性を踏まえ、

ICT システムを活用した地域医療支援の取組など意欲的企業が活動中であるも

のの、個人や企業経営者の疾病予防に対する意識の低さや医療行為との境界に

おける制度的な不明確さなどから、医療・介護周辺サービスはビジネスとして

の成功事例が少ないのが実態である。 

このため、次世代ヘルスケア産業協議会において策定予定のグレーゾーン解

消のためのガイドラインを活用し、医療・介護等の関連分野の新規参入・市場

拡大を推進するための啓発セミナーや、中小企業を核として、フィットネスク

ラブ、配食業、飲食店、住宅メーカー等によるコンソーシアムを組成し、疾病
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予防や生活支援を担う事業を創出する研究会を発足させる。また、産業界から

の個別相談に対応するため、知財、薬事、金融、販路開拓等専門人材の広域的

なネットワークを構築し、シームレスな支援体制の整備について検討する。 

さらに、多様な需要づくりと、需要に応えた供給力向上のため、企業、個人、

自治体等の先導的な取組を広く表彰する制度の創設や、意識・動機付けによる

潜在市場の掘り起こし、健康増進のためのまちづくりの推進等を通じて、セル

フメディケーションを促進し、「健康寿命が延伸する社会」の実現を図る。 

 

（２）医療機器分野への参入促進及び海外展開 

九州では、大分県と宮崎県を中心に我が国トップクラスの血液・血管関係機

器メーカーが立地するなど医療機器産業が集積しており、両県の産学官が連携

して看護や介護・福祉分野も含めた医療関連機器産業の拠点づくりを目指す

「東九州メディカルバレー構想特区」が展開されるなど、全国でも有数の先進

的取組が実施されている。また、他の地域においても、福岡県飯塚地域の医工

学連携や内視鏡手術ロボット等の開発を進める九州大学先端医療イノベーシ

ョンセンター、山口県のやまぐち医療関連成長戦略推進協議会の活動など、

様々な医工連携の取組が進められている。 

九州には、半導体後工程の実装技術から発展した精密加工、精密制御、セン

シング、小型・モジュール化などイノベーションの源泉となる多様な技術が蓄

積しており、同技術を活用してヘルスケア分野へ進出する動きが活発化してい

る。また、ロボット産業ではコア技術となる動力・制御の技術を活用し、顧客

ニーズに対応した産業用ロボットのカスタマイズ型ビジネスモデルを展開す

る動きがみられ、リハビリ機器など介護分野で研究開発が進展中である。 

一方、医療機器の開発を進めるためには、医療現場のニーズや薬事規制等の

情報の把握（伝達）が必要であり、中小企業にとって事業環境の未整備や人材

不足等克服すべき課題は多い。 

このため、九州ヘルスケア産業推進協議会と各地域が連携して、地域企業群

と医療現場、産業界と医学系大学等とのマッチングを図り、医療現場のニーズ

に即した新しい医療機器の開発や、他分野からの進出意欲の向上を促進すると

ともに、薬事規制の現状や関連法改正の動向説明、コーディネーターの派遣、

国の研究開発支援事業の活用等を通じて、九州全体の医療機器産業の競争力強

化を図る。また、介護・医療分野の従事者の負担軽減、サービスの質の向上等

につなげるため、介護・医療現場での介護ロボット等の活用に向けた開発等を

促進するとともに、将来的には医療機器の試験評価機関等の誘致を目指す。 

さらに、海外への展開を図るため、医療機器の品質保証のための認証プロセ

スの簡略化や臨床工学技士制度等のシステムの輸出について、国から諸外国へ
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の働きかけを求めるとともに、JICA等関係機関と協力し海外の医療関係人材の

交流の拡大を図る。 

 

（３）先進医療・治療分野における新産業の創出 

 重粒子線がん治療を行う「サガハイマット」や、陽子線がん治療などを行う

「メディポリス指宿」など、近年、九州には最先端の医療サービスを提供する

施設の整備が進んでいる。また、九州発のベンチャー企業による核酸医薬やが

んペプチドワクチン等の画期的な創薬開発も行われている。 

 しかし、創薬はハイリスクな分野であり、企業努力のみでは実現が極めて困

難である。創薬ベンチャーは、非臨床試験から臨床試験と極めて困難な課題を

克服する必要がある。中でも開発早期に企業が自由に使える非臨床試験施設は

全国的にもほとんどない状況である。 

 このため、自治体や大学が整備する産学共同利用の非臨床試験施設整備や運

営に対する支援制度の創設、AMED（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）

の事業等による研究開発費の確保を求めるとともに、ベンチャー企業や大学、

先端医療機関等などとの相互のネットワークを濃密にし、地域の革新的な創薬

開発支援体制の構築を目指す。 

 

（４）機能性・健康食品関連産業の活性化 

 機能性食品企業群が集積している九州は、実際に健康食品関連企業売上が

2,204億円と全国比率 19％を占めるなど、当該分野で高い優位性を有している。

特徴的な取組も展開されており、九州バイオクラスター推進協議会では、フラ

ンス食品クラスターと連携した機能性食品開発に着手し、最近では、機能性食

品の素材であるオメガ 3の効用に関する科学的根拠の利活用や利用のためのノ

ウハウ、ブランドマークの導入等の取組が進められている。 

また、2015 年（平成 27 年）4 月、科学的根拠をもとにした機能性表示制度

が開始されており、機能性食品・健康食品産業の高付加価値化・活性化を図る

ためには、食品機能表示（ヘルスクレーム）にどう対応するかが求められてい

る。 

このため、政府の規制緩和の動向を見極めつつ、九州の食品関連企業でも取

り組めるような現実的かつ経済的な手法を検討することが重要である。さらに、

これらの機能性食品開発の取組は、ヘルスケア分野との連携が有効であり、健

康の維持増進のための機能性食品、病後・要介護者の病院食、介護食等の需要

も増えることが想定される。このため、医療・介護機関と連携して、九州の機

能性素材等を活用した高齢者食、介護食の開発と利用拡大を積極的に支援する。 
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（５）九州の地域資源等を活かした化粧品関連産業の振興 

2013 年（平成 25 年）4 月、フランスコスメティックバレーと佐賀県唐津市

との間に連携協力協定が締結され、それを踏まえ、同年 11 月には、化粧品関

連産業の集積と雇用の創出を目指すジャパン・コスメティックセンターが設立

された。唐津市を中心とする北部九州は、フランスの化粧品関連企業にとって、

日本企業とのビジネスマッチングやアジア市場への展開拠点として期待され

る環境であり、オーガニック化粧品の原料となり得る素材が豊富に存在するこ

とも魅力の一つである。 

一方で、化粧品関連分野は薬事法等の影響を受ける規制産業とも言え、ここ

10 年で韓国が輸出額を 10 倍に増やした中で、日本は 2 倍にしか増加していな

いなど、成長産業となり得ていない。 

このため、九州の安心安全な農林水産物とフランスのブランド力との組み合

わせによる化粧品を創出し、アジアを中心とした新興市場への輸出等により、

化粧品関連産業が北部九州における新たな地域産業となるよう振興を図る。 

 

 

３．農林水産業・食品分野 

 国土面積の 11％を占める九州の農業は、産出額ベース（2016年（平成 28年）

で全国の 20％に当たる１兆 8,204億円を産出し、域内の需要のみならず、関西、

関東地域等への供給を担う食料供給基地となっている。部門別のシェアをみる

と、肉用牛を中心とした畜産の産出額が域内の産出額の 44％を占めるほか、米

をはじめとする穀類が 10％、野菜・果樹が 33％となっており、米を主作とする

我が国特有の農業構造に対して、国内他地域に比べ、いち早く多様な品目への展

開が進んでいる。 

 また、林業産出額（2015 年（平成 27年）1月～12月）も全国の 20％を占める

875億円、海面漁業・養殖業産出額（2015年（平成 27年）1月～12月）におい

ても、全国の 24％を占める 3,510 億円で、多彩な魚介類が水揚げされ、養殖も

盛んに行われている等、九州は、我が国の食料供給基地等としての役割を果たし

ている。 

このようにポテンシャルの高い九州においては、米を中心とした土地利用型

農業の構造改革・生産性向上とともに、新興国の経済成長等を踏まえた需要構造

の変化に対応した国内農産物の需要拡大に戦略的に取り組み、購買力の向上の

著しいアジア圏への近さという立地優位を十分に活用して、農業の成長産業化

につなげる必要がある。 

このような状況を踏まえ、政府の農林水産業・地域の活力創造プランにおいて

農業・農村全体の所得を今後 10 年間で倍増させることや 2019 年までに農林水
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産物・食品の輸出額を１兆円に倍増する目標が掲げられており、九州においても

これらの目標を目指し、以下の項目に沿った取組により、世界に冠たる高品質な

農林水産物・食品を生み出す豊かな農山漁村社会の構築を図る。 

  

（１）海外市場への展開促進及び新規ニーズへの対応強化（市場拡大） 

新興国の経済成長等により、世界の食市場の規模が大幅に拡大すると見込ま

れる中、2013 年（平成 25 年）末には「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録

されるなど、世界における我が国の農林水産物・食品の評価が高くなっており、

日本の食文化・食産業の海外展開（Made BY Japan）を図っていく必要がある。 

九州各県においても、従来から関東、関西地域等へのトップセールスや県産

品フェア開催のみならず、福岡県では、独自の輸出会社を設立し、各地の農産

物等の輸出拡大を図るなど、海外市場に向けたプロモーションや商談会への出

展など個別販売のアプローチを強めてきたところである。2017年（平成 29年）

7月には、宮崎県及び鹿児島県、11月には熊本県において、九州農業成長産業

化連携協議会と JETRO の共催で、海外バイヤーを招聘した「食品輸出商談会」

を開催するなど、新たな輸出の掘り起しを行っている。 

また、農林水産物・食品の輸出にあたっては、品質面での差別化以外の条件

として、輸出先国からの HACCP要求、ハラール認証等をクリアする必要がある。

例えば、鹿児島県・宮崎県において米国向けの HACCP条件を備えた食肉処理シ

ステムが構築されるなど取組が進んでいるところである。 

さらに、福岡県において、ご当地ラーメンに向く小麦として「ラ－麦」のブ

ランド化が進んでいる他、国内の新規需要確保に向けて、「６次産業化・農商工

連携ビジネスマッチング」の開催など、県域を越えた連携が進められている。

また、栗の「ぽろたん」、柑橘の「みはや」等の新たな特性を有する新品種の導

入、甘草（カンゾウ）など薬用作物への品目転換など取組の萌芽がみられると

ころである。 

この他、林業では、貿易統計（2017年（平成 29年）1～12月）を見ると、丸

太の輸出は全国の輸出額（約 128億円）に対し、九州からおよそ 80％（約 102

億円）を輸出している。また、九州の各産地が連携・協力し、「九州材」の積極

的な活用を推進するとともに、丸太の輸出増を高級材や家具など、加工品の輸

出につなげようとする動きもある。また、水産業では、貿易統計（2016年（平

成 28 年）1 月～12 月）を見ると、ブリの輸出は全国の輸出額（約 135 億円）

に対し、九州からおよそ 82%（約 111 億円）を輸出するなど、国際的な魚食ブ

ームや日本食ブームの一翼を担っており、さらに、海外において高値で取引さ

れる生鮮魚介類などを輸出している事例もみられる。 

このような取組をさらに加速化するため、各個別産品・産地の強みや比較優

27



位を尊重しつつ、輸出促進等を踏まえた地域間連携に向け、九州として共有可

能な課題の設定と協力体制を構築する必要がある。 

このため、地方産業競争力協議会の枠組みもフル活用し、既存の商社活用な

ども含め域内連携による九州一体となった農林水産物輸出拡大の可能性を検

討する。また、国の事業も活用しつつ、HACCP、ハラール等の認証施設の拡大、

輸出促進業務に精通した人材の育成、新規作物を中心に国内外の需要者とのマ

ッチングを軸とした個別産地の競争力の強化、6 次産業化の先導事例として新

規業態を育成・強化する。 

 

（２）国内外の販路開拓・最適生産のために必要な体制の構築に向けた取組 

九州の農業生産については、産品の多様性や周年性（年間を通じて所得を確

保できる作物）に強みがある反面、国内主要消費地から遠いこと等を背景とし

て、消費者・実需者（量販店、外食産業、食品加工業者等）との安定的・戦略

的な契約関係の構築や、実需と結び付いた戦略的な産地形成の面で改善の余地

がある。 

このため、品目転換等を伴う新たな産地形成の取組において、実需者等を巻

き込んだコンソーシアム方式を推進するとともに、九州に活動拠点を有する食

品製造・流通事業者との間で、きめ細かなビジネス改善モデル構築を図るため、

これらの在九実需者と農業サイドとの意見交換の開催や域内農業生産動向に

関する情報提供を行う。また、農業の大規模化が進む中、建築資材の国内調達

が図られるような研究開発に取り組む必要もある。 

 

（３）九州ブランドの創設 

九州ブランドの創設に関しては、最終的には物販業である農林水産業分野に

おいては、過去に「九州男児」（九州統一銘柄米）等の試行がなされたものの、

事業継続に至らず、現時点で、九州全域として共同で取り組む事項の合意がな

されていない。 

また、各県における農林水産物のブランド化やアジア需要の開拓のため、香

港等のオープンマーケットへのトップセールスやミッション派遣を行ってい

るが、その際、輸出先からは細かいロットごとにブランド名が変わることにつ

いて、買いにくさを指摘する声が上がっているなどの最近の状況も踏まえる必

要がある。 

さらに、農林水産業・食品分野における「九州ブランド」の創設に向けては、

比較的小ロットでイメージ戦略を含めた試行が可能な分野から検討を進める

ことが必要であり、例えば、飲食関係においては「九州弁当」、「九州定食」、「九

州食品セット」の提案などを進めつつ、新規市場となる輸出向けでの九州パッ
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ケージの検討を進め、その後の戦略的な産地形成によるロット確保や海外市場

への本格展開を視野に入れていくことが重要である。 

このため、民間企業等における、「九州 Bento」等のモデル商材の検討、輸出

先での「九州」単位での露出モデル（民間企業主導など）の検討を進める。ま

た、個別プロモーションやバラエティ展開の後に続く、ロット展開が可能な生

産品目等について、各県農業生産サイドにおける戦略展開について検討を進め

る。2014 年（平成 26 年）2 月に香港で開催した経緯を踏まえ、海外市場の更

なる展開を図るため、「オール九州農水産物トレードフェア」の開催、クール・

ジャパン施策を活用した輸出促進等を進める。さらに各地域の特徴的な野菜や

果物、魚介類等を活用した機能性食品の開発を進める。 

  

（４）物流・輸送システムの強化 

 物流システムについては、関東・関西地域向けにおいては、九州の産出額の

国内シェアが農産物で 2割に対して、食品加工で１割という差が存在すること

から、域内加工度を高めること、海運・鉄道利用などのモーダルシフトによる

コスト低減、また、輸出向けについては、輸送コスト軽減とともに生鮮品の空

輸を船舶輸送に切り替える際の条件整備などが課題である。 

 このため、農産物の域内加工度を上げる取組について、各産地の取組を収集

し、情報発信を行う。また、生鮮農産物の船舶輸送化等に向け、国土交通省港

湾局の補助制度を活用した農水産物の輸出促進に資する港湾施設の整備や鮮

度保持技術の開発・実証を推進する。 

 

（５）事業規模の拡大及び安定供給体制の構築 

 稲作等の土地利用型農業については、北海道を除く全国において、十分な生

産効率を達成するための農地集積・集約化（小区画・隣同士の農地を単一の耕

作者に集めること）が進んでいない。また、水田、酪農、肉用牛、果実等につ

いて、既存の産地や農業経営の持続性を確保しつつ、需要に合った供給体制を

確保する必要がある。 

 このため、各県に設置された農地中間管理機構を中心とした担い手への農地

集積施策を強力に推進するほか、需要に対応した生産を拡大するための水田フ

ル活用、経営所得安定対策や収入保険制度等の展開を図る。また、既存の農業

大学校や日本農業経営大学校、中小企業大学校等の教育研修拠点を活用し、意

欲ある農業人材の育成を図るとともに、人的交流による研鑽を積む拠点として

の役割を加え、農業の ICT化促進やビジネスマッチングの拠点としても活用を

図る。また，林業においても不在山主や零細山主の課題があり，農地集積のよ

うな仕組みについて研究する必要がある。 
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（６）大規模施設園芸による生産性向上の取組 

 施設園芸の分野では、担い手の減少や施設の老朽化が進み、急速な産地縮小

に伴う生産量の減少が懸念されており、生産性向上が喫緊の課題となっている。 

 このような中、国は、オランダの施設園芸を日本型にアレンジした高収益型

施設園芸のモデルとして「次世代施設園芸拠点」を整備するなど、施設園芸の

収益性を向上するための取組を全国的に推進しており、九州内では大分・宮崎

に拠点施設が整備されている。 

 このため、九州各県において、ＩＣＴを活用した環境制御技術などにより生

産性の向上に取り組む大規模施設園芸等の事例を収集し、各県で共有するとと

もに、その技術等を活用することで「日本の食料基地・九州」として安定生産

供給体制の構築を図る。 

 

（７）農山漁村の振興 

 都市と農山漁村の交流の活性化により、九州での観光振興に寄与するととも

に、グリーン・ツーリズムに関連したシンポジウムの開催を通じ、食も含めた

九州の農山漁村の魅力に係る統合イメージを発信する。 

 また、農業・農村の多面的機能に着目した日本型直接支払制度の推進を図る

とともに、空き家や廃校等遊休資源の活用や地域活動の推進を支える必要な人

材の確保など必要な措置を講ずることや九州での広域ネットワークを推進す

ることにより、地域コミュニティの再生や農山漁村の活性化を図る。 

 

 

４．観光分野 

 観光は経済的な波及効果の高い産業であり、我が国の力強い経済を取り戻す

ための極めて重要な成長分野である。今後、人口減少・少子高齢化の進展が見

込まれる中、交流人口の拡大により国内需要を喚起するとともに、急速に成長

するアジアをはじめとする世界の観光需要を取り込むことにより、地域経済の

活性化、雇用機会の増大などにつなげていくことが重要である。 

 九州においては、九州観光に関するプロモーションを官民が一体となって進

める九州観光推進機構が設立されており、国内の源泉数の 3割を超えるシェア

を誇る温泉をはじめ、各地に豊富な観光資源も有している。しかしながら、北

海道等と比較すると旅行者が抱く九州に対する統一したブランドイメージは

確立しておらず、国内外に向けて効果的な情報発信を行うことが課題となって

いる。このため、2013年（平成 25年）5月の九州地域戦略会議において、「観

光産業を九州の基幹産業とする 10 年」と題し決定された「第二期九州観光戦

略」では、九州への訪日外国人数について、2010 年（平成 22 年）の 100 万人
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から 2023年には４倍超の 440万人、観光消費額については、2010年（平成 22

年）の 2.1 兆円から 2023 年には 1.5 倍超の 3.5 兆円にするなど、国を上回る

目標が設定された。その後、近年のインバウンド観光需要の増加や、ラグビー

ワールドカップ 2019、2019女子ハンドボール世界選手権大会や東京 2020オリ

ンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020大会」と表記）などの大

規模国際大会を契機とし、今後、ますます増加していくインバウンド観光の需

要を見据え、2017 年（平成 29 年）5 月の九州地域戦略会議において、目標数

値を上方修正し、2023年には訪日外国人数を 786万人、観光消費額を 4兆円と

するなど、観光産業が九州の基幹産業となることを目指すための積極的な目標

が新たに設定された。 

また、九州では、総合特別区域法に基づき「九州アジア観光アイランド総合

特区」の指定を受け、通訳案内士法による「九州地域通訳案内士」を養成し、

外国人観光客受入れのための環境整備を進めているところであるが、ラグビー

ワールドカップ 2019、2019女子ハンドボール世界選手権大会や東京 2020大会

の開催決定を受け、外国人観光客誘致に向けた地域間競争は激しさを増すこと

が予測される。 

このため、国のビジット・ジャパンやクール・ジャパン戦略とも連携し、九

州がひとつになった取組をさらに進めることが求められる。 

このような状況を踏まえ、九州においては、以下の項目に沿った取組により、

観光資源等のポテンシャルを活かして、世界の多くの人々を呼び込み、地域経

済の活性化を図る。 

 

（１）第二期九州観光戦略の確実な実施 

① 九州ブランドイメージ戦略 

多様な観光素材を持つ九州にとって、海外インバウンド拡大に向けた地域

間競争を勝ち抜くためには、統一した強力なブランドイメージの確立は、最

優先の課題である。 

このため、「温泉」を九州観光のブランドイメージとし、「温泉アイランド九

州」のロゴマークやキャッチコピー「ONSEN ISLAND KYUSHU」を活用し、ブラ

ンドイメージの定着を図り、九州一体となった観光プロモーションを集中的

に展開している。 

 

② 観光インフラの整備戦略 

観光庁の調査によれば、外国人観光客が旅行中に困ったことは、「施設等の

スタッフとのコミュニケーション」が最も多く、次いで「多言語表示」、「無料

公衆無線 LAN」であった。 
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また、ラグビーワールドカップ 2019、2019女子ハンドボール世界選手権大

会や東京 2020大会を契機として、九州を訪れる外国人の満足度を高めるため

の受け皿として、安全で快適な移動しやすい環境の整備は喫緊の課題である。 

このため、「九州アジア観光アイランド総合特区」に基づくビザ（査証）・免

税手続き等に係る国の規制緩和、大型クルーズ船受入のための基盤整備など

に対する国の支援を九州一体で求めていく。また、地域自らの取組としても、

LCC 誘致を含めた空港間連携を進めるとともに、無料公衆無線 LAN や近距離

無線通信の整備、多言語対応のサービス提供体制の構築など、全国屈指のホ

スピタリティ溢れる受入環境の整備を九州全県で官民一体となって強力に推

進する。 

 

③ 九州への来訪促進戦略 

九州に近く旅行者の多い東アジア、今後も経済成長が見込まれる ASEAN、ラ

グビーワールドカップ 2019等で九州への滞在が期待される欧米豪など、それ

ぞれの地域の人々の観光に対する関心事項、傾向は大きく異なっている。 

このため、市場のニーズを踏まえた対象国別の戦略に基づき、九州一体で

誘致活動を展開する。 

また、クルーズ、MICE、教育旅行等重点テーマについても、都市・地域の相

互連携により市場開拓、誘致を促進する。 

 

④ 来訪者の滞在・消費促進戦略 

今後、アジアを中心とする旅行市場は成熟化とともに多様化が進み、個人

旅行の割合も高まることが予測される。また、ラグビーワールドカップ 2019、

2019 女子ハンドボール世界選手権大会や東京 2020 大会を契機として欧米豪

からの誘客拡大を図ることが必要である。こうした観光客のニーズに対応す

るため、様々なテーマを持った観光素材の掘り起こしと二次交通対策を通じ

た観光ルートの開発を進めるとともに、滞在・消費を促進する新たなメニュ

ーの商品化や、スマートフォンやクレジットカード等によるキャッシュレス

決済の導入推進等が不可欠である。 

さらに、訪れた観光地での接客サービスや地域の人々との交流といった「お

もてなし」は、観光客に強い印象を与え、その期待に応えることができればリ

ピーターとしての再訪、口コミによる観光客の増加にもつながる。 

このため、九州オルレ、世界遺産、世界農業遺産、ジオパーク、まちづくり

デザイン、スポーツ・エコ・フィルム・ヘルス・グリーンといったニューツー

リズム、ナイトメニュー開発等新たな地域観光資源のブランド化、おもてな

し充実のための人材育成に九州一体で取り組む。 
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⑤ 山口県や沖縄県との連携 

第二期九州観光戦略に掲げる取組を含め、以下については、山口県や沖縄

県と連携することにより、相乗効果が期待できることから、積極的に取り組

む。 

 

A)東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた取組の推進 

 東京 2020大会については、各県を中心にキャンプ誘致活動が進められる。 

このため、こうした動きと連携した誘客に向けて、各地域における受入 

体制整備を積極的に進めるとともに、相互に協力し、域内の魅力を一体的 

に情報発信する。 

 

B) 長期滞在型外国人来訪者への対応 

 九州・沖縄地域には、自然豊かで温暖な気候、全国の 3割を超える源泉数

と多様な泉質を誇る温泉、周囲を海に囲まれた海浜リゾート地・離島を有し、

国内外の観光客に親しまれている。 

また、ものづくり技術の集積を背景とする先進的な医療・健康・美容分野

における研究開発及び産業の拠点を目指す取組も進められている。 

このため、各県の強みを活かしつつ、文化や芸術などの観光資源とも組み

合わせ、さらに交通機関の利便性を高めることを通じ、高級リゾート施設を

はじめとした幅広い顧客層を対象とした施設誘致による長期滞在型リゾー

ト観光やヘルスツーリズムへの対応についても検討を進める。 

 

C) MICE誘致の推進 

 2013年（平成 25年）、福岡市がグローバル MICE戦略都市に、2015年（平

成 27年）には、北九州市がグローバル MICE強化都市に指定されたほか、沖

縄県、熊本市、別府市、ハウステンボスやシーガイアなどの大型リゾート施

設を有する地域についても MICE誘致に大きな可能性がある。 

また、企業ミーティングやイベントは、大都市でない地域にとっても取り

組むことが可能であり、アフターコンベンションの誘致など、MICE参加者の

域内への周遊を促進し観光消費を拡大するため、九州一体で推進する。 

 

D) 明治維新 150年等をテーマとした新たな観光ブランドの構築 

 2018 年（平成 30 年）、明治維新 150 年を迎え、国及び関係自治体等によ

る様々な取組みが行われている。 

九州・山口地域は、幕末から明治維新、近代憲法制定、産業革命をはじめ、
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我が国の近代化に大きな影響を与えた人物や産業を背景として、豊かな文化

を育んできた地域であり、2015年（平成 27 年）に世界文化遺産に登録され

た「明治日本の産業革命遺産・製鉄・製鋼、造船、石炭産業」を始めとして、

数多くの関連観光資源が存在する。 

 こうした貴重な観光資源を活用し、各県が明治維新や日本の近代化をテー

マとして協力・連携することにより、ストーリー性のある広域観光ルートな

ど、新たな観光ブランドを確立し、国内外に強力に発信する。 

 

（２）クール・ジャパンと連動した観光振興 

国においては、国際展開されたクールジャパン・コンテンツの海外での浸 

透を図るため、ビジット・ジャパンとも一体となりオールジャパンの体制を構

築する方針である。 

 九州においても、早くから海外に開かれた歴史を背景とした伝統産業や文化

芸術が集積し、これらと密接に結び付いた食文化などの観光資源が各地に存在

している。 

このため、本戦略に掲げる農林水産分野における取組とも連携した食と酒類

やコンテンツ、ファッション、コスメ、伝統工芸品、鉄道など地域の資源をオ

ール九州で情報発信することにより、観光客誘致に結び付ける。 

 

Ⅲ．横断的取組（産業基盤） 

(１) 国際化 

九州の国際化に関する各種指標（2015年（平成 27年））をみると、輸出額は

全国比 7.9％、海外子会社の保有数は同 1.0％（年度比）、外資系企業数は同

1.2％（2014年度比）、外国人留学生数は同 11.4％、九州内で就職した留学生数

は同 4.9％等、外国人留学生数を除けば全国比は一割にも届かず、国際化が進

展しているとは言い難い。他方それらが弱いからこそ、九州の国際化に向けて

は官民一体となってオール九州で取り組む意義があり、今後の伸びしろに期待

できるとも言える。 

2017 年（平成 29 年）6 月、政府は「未来投資戦略 2017」を策定し、中堅・

中小企業等の輸出額 2倍（2020年（2010年比））、対日直接投資残高を 35兆円

に倍増（2012 年末時点 19.2 兆円）等の目標を掲げており、支援施策が充実し

てきている。こうした施策活用も含めて、九州の活性化に向けた海外市場の獲

得、そのための基盤整備等が求められているところである。なお、九州経済の

国際化に向けては、以下に述べる環境整備に加え、各産業分野での地域企業の

競争力強化（製品開発力、対外発信力等の強化）も重要である。 
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①  留学生等のグローバル人材の活用 

海外事業展開を志向する企業の多くが、グローバル人材の確保を大きな課

題と捉えている。この課題解決に向け、各県政令市においては独自の取組を

行っているとともに、九州７県及び九州経済産業局、九州経済連合会により

構成された「九州グローバル人材活用促進協議会（2017年（平成 29年）1月

設立）」においては、平成 29年 1月に立ち上げた人材マッチングサイト「Work 

in Kyushu」やセミナーなどを通じ、外国人留学生の九州域内への定着及び九

州企業のグローバル化を推進している。 

こうした取組を通じ、地元企業の留学生採用が進んでいけば、企業の海外

事業展開は加速し、さらにグローバル人材へのニーズが高まるという好循環

の形成が期待される。 

しかしながら、現状では留学生と地元企業との相互理解が不足し、また、多

くの企業でグローバル人材の活用方策が不十分であることから、その周知と

活用促進のための取組が喫緊の課題である。また、中小企業への留学生の就

職が進まない要因の一つとして、在留資格変更手続きが大企業に比べ煩雑で

あることが指摘されている。 

こうした中、九州・山口地域では、2016 年(平成 28 年)に産学官からなる

「外国人材の活用検討チーム」を立ち上げ、経済活性化の基盤として外国人

材の育成・定着の流れを根付かせることを九州の地から先導する決意で検討

を重ね、「外国人材活躍推進に関する要望」をとりまとめるとともに、2017年

（平成 29年）6月に関係府省等へ要望活動を行ったところである。 

また、2017年(平成 29年)3月には、九州が一体となり、在留資格の規制緩

和等に関する国家戦略特区提案を行っている。 

加えて、九州の産学官に向け、「九州で取り組もう！外国人材活躍推進メッ

セージ」を発信し、相互に連携・協力することで外国人材の活用推進を図って

いる。 

こうした取組により、2018年（平成 30年）1月には、外国人起業家の在留

資格要件が緩和され、地方公共団体が所有または指定するインキュベーショ

ン施設に入居し、起業支援事業の対象となる場合の資金要件が最大で 200 万

円緩和された。今後、留学生等の外国人起業家のさらなる活躍が期待される。

また、九州においては、起業家支援を加速させるため、大分県では留学生起業

家と投資家とのマッチングに向けた支援を行っている。このような先進事例

の横展開を図ることが重要である。 

また、国では「骨太の方針 2018」において、人手不足が深刻な中、真に必

要な分野に着目し「外国人材の受入れを拡大するため、新たな在留資格を創

設」することを盛り込むなど、外国人材受入れの取り組みを更に進めるほか、
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外国人が円滑に共生できるような社会の実現に向けて取り組むこととしてお

り、今後、受入れに係る政府基本方針などを定めることとしている。 

こうした政府の動向も注視しながら、成長著しいアジアに近接する地理的

優位性や、それに伴う海外志向の気質・歴史等、九州・山口地域の強みを活か

し、人材不足が深刻化する中、アジアをはじめとする優秀な外国人材を登用

し、海外企業・市場とのコネクションの強化等を通じて、九州経済の活性化を

推進していく。 

 

※「外国人材の活用検討チーム」における外国人材とは、外国籍で、日本の

大学等を経て、就業／起業する者をいう。在学生、卒業生（就職／起業活動中

の者、就業者／起業者）いずれの場合も包含する。ただし、特定職種（介護、

家事代行）においては、上記原則にかかわらず、外国人材とみなす。 

 

② 中小企業・小規模事業者の国際展開の推進 

日本再興戦略策定を契機として、中小企業・小規模事業者向けの販路開拓、

情報提供、人材育成、知財活用支援等の海外展開支援施策が充実してきてい

る。また、九州では、中国・韓国両政府及び経済団体等との経済交流の場とし

て「環黄海経済・技術交流会議」等のオール九州で参加可能な定期交流の枠組

みが存在しているほか、近年では、九州経済国際化推進機構、九州経済連合

会、産業クラスター支援団体等によるオール九州での東アジア、ASEAN地域と

の MOU締結も進んでいる。 

こうした国・関係機関による支援施策、枠組み、地域間 MOU を地域企業が

戦略的に活用することにより、九州企業の海外展開を促進することが重要で

ある。 

そのためには、地域企業の海外展開に係る関心や課題等の実態把握が必要

不可欠であるとともに、地域における支援体制の整備・充実及び支援機関等

の横断的な連携の強化が重要であることから、定期的な地域実態調査の実施、

地域－政府間交流の枠組みの維持と深化、JETRO 等の地域における支援機関

の整備・強化を国に求めていくことも必要である。 

 

②  対日直接投資の活性化 

海外からの投資を呼び込むため、各自治体における誘致活動に加えて、九

州経済国際化推進機構では、2013年（平成 25年）7月に初めて海外（シンガ

ポール）で九州への投資誘致セミナーを実施するなど、九州の魅力発信に積

極的に取り組んでいる。しかしながら、世界的に企業の誘致競争が激化する

中において、海外では「九州」の知名度・理解度は非常に低く、投資先候補と
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して土俵に上がることが困難な状況にある。そこで、ラグビーワールドカッ

プ 2019、2019 女子ハンドボール世界選手権大会や東京 2020 大会等大規模国

際スポーツイベントを契機に、効果的に「KYUSHU」の認知度を高めるため、九

州プロモーションツアーを実施した。2016年（平成 28年）は九州北東エリア

を、2017年（平成 29年）には九州中部エリアを訪問し、専門家の目線を通じ

て効果的な魅力発信のあり方を検討し、関係者に手法を共有することで地域

の情報発信力強化を図った。また、日本は諸外国と比較して①ビジネスコス

トの高さ（税負担等）、②事業開始に伴う手続きの煩雑さ、③人材確保の難し

さ等の課題が指摘されている。よって、今後とも「九州」としては、世界各国

の企業が集まる地域を中心に投資誘致セミナーを積極的に開催し、九州の特

長・優位性等の情報発信に取り組む。また、特区等の活用により、法人実効税

率の引下げ、中核人材育成機関の設置、許認可リードタイムの短縮等の実現

のほか、地方に投資を呼び込むような多様な資金調達が図られるよう国に要

望する。 

 

（２）産業人材戦略 

我が国及び九州において、人口減少、少子高齢化による生産年齢人口減少

に伴う構造的な人材不足が続いている。とりわけ中小企業を巡る状況は一層

厳しく、経営上の不安要素として年々大きくなっている。 

政府の新しい経済政策パッケージ（2017 年（平成 29 年）12 月閣議決定）

では、少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため、生産性革命と人づくり

革命を車の両輪として、2020 年に向けて取り組んでいくこととしている。人

づくり革命では、幼児・高等教育の無償化等の実施することとしている他、さ

らに経済財政運営と改革の基本方針 2018（平成 30 年 6 月閣議決定）におい

て、人生 100 年時代を見据え、その鍵であるリカレント教育の拡充等が盛り

込まれ、教育訓練給付の拡充や、AI、センサー、IoTを活用したものづくり等

先行分野におけるプログラム開発など産学連携によるリカレント教育等を集

中支援することとしている。 

 こうした状況下において、経済活動の維持・拡大を図るためには、女性、外

国人、高齢者、障がい者等、多様な人材がその能力を最大限発揮して価値創造

に参画する全員参加型社会を構築し、産業界においては中長期的な企業価値

向上に繋がるダイバーシティ経営を推進することが重要であり、あわせて、

働き方改革を通じて、環境整備に取り組む必要がある。そのため、関係省庁は

働き方改革や人材確保の各種支援施策により、企業等の取組を後押ししてい

る。 

一方、多くの若者が大都市圏で就職するなど、地方の人口流出の動きが続
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いている。九州地域戦略会議では関係機関と連携してＵＩＪターンの取組を

推進し、流出した若者の九州・山口への還流と地域定着を図っている。地方

は、都市部に比べ、一般に、通勤時間が短く家族との時間が取りやすいこと、

身近に自然や固有の歴史・文化と触れ合えること、豊かな食生活が送れるこ

と、家賃が安価であることなどの魅力に溢れている。こうした地方の「実質的

な豊かさ」を発信し、人材確保に繋げることが重要である。 

また、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資で

あるとの考えの下、健康管理を経営的な視点で捉えることが重要であり、健

康経営を実践する企業等法人を「健康経営優良法人」として認定し、「健康経

営」を普及促進している。 

加えて、第４次産業革命やグローバル化が進展する中、人材不足の状況下

においては、これらに対応できる人材を新たに十分確保することは困難であ

り、限られた人材を活かすための人材育成が重要となる。産学官が一層連携

し、企業の現場の実情を踏まえつつ、学び直しの機会の提供や新たな人材の

育成に取り組んでいく必要がある。 

 

① 全員参加型社会の構築・働き方改革の推進 

全員参加型社会構築の実現に向けて、女性、外国人、高齢者、障がい者等、

多様な人材の社会への登用が不可欠であり、産業界においては中長期的な企

業価値向上に繋がるダイバーシティ経営を推進することが重要である。 

特に女性の活躍については、2015 年（平成 27 年）女性活躍推進法成立、

2016年（平成 28年）4月全面施行により、大企業においては女性活躍に関す

る数値目標を含めた自主行動計画の策定・公表を義務づけるなど、機運が高

まっている。女性の活躍促進においてはその“量”と“質”両面からのアプロ

ーチが必要であり、“量”は「就業率の上昇」、“質”は「管理的職業従事率の

上昇」がメルクマールとなる。政府の「未来投資戦略 2018」によると、KPIと

して、2020 年に女性の就業率（25 歳～44 歳）を 77％、民間企業の課長相当

職に占める女性の割合は 15％としている。 

九州においては、各県に経済界と行政とが一体となって女性の活躍を推進

する会議体が設置され取組が加速している。こうした枠組み等を通じて、女

性の就業率及び管理職比率の向上を図り、全国目標数値以上を達成すること

を目指す。 

また、多様な人材を社会へ登用しつつ生産性向上を図るため、働き方改革

を通じて環境整備を図る必要がある。政府は働き方改革実現会議において

2017 年（平成 29 年）3 月働き方改革実行計画を発表した。同実行計画では、

不本意非正規雇用労働者の割合を 2020 年までに 10％以下、時間外労働を行
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う場合でも原則月 45時間、年 360時間以内等の目標を掲げ、同一労働同一賃

金による非正規雇用の処遇改善、賃金引上げと労働生産性向上、罰則付き時

間外労働の上限規制の導入による長時間労働の是正、病気の治療、子育て・介

護等と仕事の両立、高齢者の就業促進等に取り組むこととしている。さらに

改革実現の道筋を確実にするため、2018年（平成 30年）6月、時間外労働時

間の上限規制や、同一労働同一賃金、さらに高度プロフェッショナル制度の

導入等を含む、働き方改革関連法案（「働き方改革を推進するための関係法律

の整備に関する法律」）が成立し、同 7月に公布された。 

九州においては以下の取組などを通じて、長時間労働削減等、働き方改革

実行計画に示された全国目標値の達成を目指す。 

九州地域戦略会議では、九州・山口地域において働き方改革を推進するた

め、2019 年度（平成 31 年度）に共同で実施できる取組について、2018 年度

（平成 30年度）中に検討することとしている。また、九州各県では、地方公

共団体及び労使等の関係者から構成される「地方版政労使会議」において、働

き方改革推進に向けた取組が進められている。福岡県や大分県では労働時間

や年次有給取得率等の目標値を設定・公表する他、熊本県では企業等が独自

に定めた目標に向けた取組を推進するなど特徴的な取組が進められている。 

また、加えて、2018年度（平成 30年度）各県に開設した「働き方改革推進

支援センター」における相談支援や国、自治体等によるダイバーシティ経営

の推進、働き方改革に積極的に取り組む企業の表彰等を通じて企業の取組を

推進し、先進事例の横展開を図ることが重要である。 

 

② 産学官連携などによる専門人材等の育成 

   人材不足が進む中、限られた人材を活かすためには人材育成が重要である。 

   特に大企業に比べて経営資源の乏しい中小企業においては、従業員一人ひ

とりの能力を高めることが重要であり、従業員のキャリア形成を進めるため、

「人材開発支援助成金」や「キャリアアップ助成金」等により支援する。中

小企業単独による人材育成には限界があり、大企業など外部の知見・ノウハ

ウを取り込むことができるよう、支援策の拡充が望まれる。 

   九州においては、第４次産業革命の進展に対応する人材を育成するため、

2017 年（平成 29 年）に設立された「九州 IoT コミュニティ」において、企

業人材の階層別育成に取り組むとともに「スマートものづくり応援隊事業」

により専門家の人材育成に取り組み、育成した専門家を中小企業・小規模事

業者へ派遣し、生産現場の工程改善や IoT・ロボットの導入を指導している。

さらに九州経済連合会が主体となって、企業内でのサイバーセキュリティ対

応強化やデータサイエンティストの育成などの検討を進めている。 
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また、サービス産業は社会構造の変化による新たな需要などによりさらなる

市場の拡大が見込まれる産業分野であり、生産性向上・競争力強化が不可欠で

ある。さらには、サービス産業において個々の人材に求められる能力は複雑化・

高度化しており、産学連携によるサービス産業の次代の経営者やマネージメン

ト人材の育成が必要である。そのため「産学連携サービス経営人材育成事業」

により、教育プログラムの開発・実証及び横展開を目指す。特に観光分野は、

東京 2020 大会等に向けてインバウンド需要が見込まれるなど、一層、重要性

が増している。九州においては観光人材を育成するため、産学連携によるカリ

キュラム策定やインターンシップのコーディネートを実施する。加えて、優れ

たサービスをつくりとどけるしくみを表彰する「日本サービス大賞」等により

モデル的な企業の取組を広める。  

経営者の高齢化により、円滑な事業承継は喫緊の課題である。このため、事

業承継を契機とした後継者による経営革新等への支援とともに、後継者不在の

中小企業に対するマッチング支援や、経営スキルの高い人材の事業承継支援へ

の活用促進など人材面での支援も必要である。 

 

③ グローバル人材の確保・育成 

深い教養と専門性や語学に加え、コミュニケーション能力、問題解決力等を

身に付け、国際社会で活躍できる人材を育成することが重要である。 
九州においては、前述のとおり、九州グローバル人材活用促進協議会におい

て、企業と留学生とのマッチングサイト「Work in Kyushu」により、留学生の

域内定着、企業のグローバル人材確保に取り組んでいる。また、専門性の高い

外国人を積極的に登用することにより、海外展開を円滑に進める企業もあり、

こうした企業においては日本人従業員による海外事業への積極的な挑戦など

社内全体のグローバル化への効果が現れている。 

加えて、日本再興戦略に掲げられた「日本の若者を世界で活躍できる人材に

育て上げる」との目標の下、国立大学改革等が謳われる中で、個々の大学にお

いても日本人学生のグローバル人材化へ向けた取組が活発化しており、「トビ

タテ！留学 JAPAN」など官民が協力した海外留学支援制度や、高等学校等にお

いてグローバルリーダーを育成するスーパーグローバルハイスクールによる

取組が進められている。 

 

(３)インフラ整備 

① 九州高速道路網の早期整備 

高速道路は、道路交通における高速性や安全性、定時性の向上、また、災害

に強い道路ネットワークの構築を図る上で、重要な社会基盤施設である。 
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とりわけ、東九州自動車道については、九州縦貫自動車道、九州横断自動車

道とともに、高速自動車国道のネットワークを形成し、九州の一体的浮揚を

担う重要な路線として整備が進められ、順次供用が図られているところであ

る。 

しかし、東九州自動車道や九州横断自動車道延岡線(九州中央自動車道)を

はじめとする九州の高速道路網には、依然としてミッシングリンクが残され

ており、あまねく住民が高速交通体系の恩恵に浴するまでには至っていない。

早期の九州高速道路網の整備が望まれるところである。 

 

② 福岡空港滑走路増設など空港ゲートウェイ機能の強化及び空港運営の民間

委託による地域活性化 

福岡空港は、九州・西日本の拠点空港として重要な役割を果たしているが、

混雑時に出発機と到着機との輻輳に伴う遅延や待機が慢性化しており、抜本的

な空港能力の向上が喫緊の課題となっている。2012年度（平成 24年度）より

平行誘導路の二重化整備及び老朽化対策等のための国内線旅客ターミナルビ

ル等の移転整備に着手、また、将来的な新規就航、増便等の需要にも対応する

ため 2015年度（平成 27年度）より滑走路増設事業に着手し早期完成を目指し

ている。 

また、訪日誘客支援空港に認定された北九州、佐賀、長崎、熊本、大分、宮

崎、鹿児島、山口宇部、那覇、下地島など、アジアとのゲートウェイ機能の強

化が重要である。 

さらに、福岡空港や熊本空港で進められている空港運営の民営化については、

民間の知恵やノウハウを活用することで地域の活性化に繋がり、その他の空港

においても継続した社会経済活動の確保が求められる。 

 

 ③ 九州の産業競争力強化に資する港湾の機能強化 

 東アジア地域の著しい成長のなか、クルーズ市場も飛躍的に成長しており、

アジアとのゲートウェイなどの役割を担う港湾の機能強化が必要である。物

流においては、博多港、北九州港、下関港の岸壁・航路の整備、クルーズ船受

入への対応においては、クルーズ船の寄港回数が 3 年連続（2015～2017）全

国 1 位となっている博多港、港湾法に基づく「国際旅客船拠点形成港湾」に

指定された八代港、佐世保港、本部港（沖縄県本部町）、平良港（沖縄県宮古

島）の整備などの着実な推進が望まれる。 

 

(４)ものづくり基盤 

九州には、シリコンアイランド等としてこれまで培ってきた半導体プロセス
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技術、精密加工やロボット技術等の蓄積がある。また、組み込み向けプログラム

言語である軽量 Rubyなど新たなものづくり技術や軽量、高強度の画期的新素材

である次世代耐熱マグネシウム合金（通称：KUMADAIマグネシウム）素材供給体

制の整備に関する取組も進められている。これらの技術は、医療・ヘルスケア分

野では、ヘルスケアチップや医療機器、介護ロボットなど、クリーン分野では、

次世代パワー半導体による省エネの促進、農業分野においては、センサー技術を

活用した生産システムの実現などに活用することが期待される。 

ものづくり基盤技術の高度化、新たな事業展開のための設備投資、人材育成等

を促進するとともに、地震等の緊急事態発生時にあってもサプライチェーン途絶

の最小化・早期復旧による事業継続を図るため、各企業による BCP（事業継続計

画）策定を促進するとともに個社の BCPを補完する地域内連携や広域的取組の促

進が重要である。 

また、製造業においては、IoT、ビックデータ、人工知能など第４次産業革命を

実現する技術を取り込むことで、生産工程・生産管理の効率化、技能の伝承、機

械学習による課題解決などが可能となり、革新的に生産性向上が図られることが

期待される。 

加えて、第４次産業革命の進展に伴い、あらゆる機器・設備に組み込むため多

種多様な半導体・デバイスが必要になる。そのため、多品種少量生産に強みを有

する新たな半導体の生産方式であるミニマルファブが注目されている。産業総合

研究所九州センターは、ミニマルファブの技術移転・実証・試作及び人材育成を

進めており、企業においてもミニマルファブを活用した半導体の試作・製造ビジ

ネス等の取組が見られる。半導体関連産業が集積する九州で、AI、ビッグデータ

等を活用した新たな製品・サービスの構築を目指すことが重要である。 

 

(５) 第４次産業革命への対応 

 これまで九州・沖縄 Earth 戦略の４つの戦略分野の高度化・効率化のため、

ICTやビッグデータ・オープンデータの利活用を推進している。 

政府が 2017 年（平成 29 年）6 月に発表した未来投資戦略 2017 においては、

IoT、ビッグデータ、人工知能、ロボット等第４次産業革命のイノベーションを、

あらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する

「Society5.0」を実現することが柱として位置づけられており、新しい政策パッ

ケージ（平成 29年 12月 8日閣議決定）では、「Society5.0」時代のまったく新

しい付加価値を創出することによって、まさに「革命的」に生産性を押し上げる

「生産性革命」を 2020年を大きな目標に我が国が世界に先駆けて実現すること

を目指すこととしている。 

 「未来投資戦略 2018」（平成 30 年 6 月）では、第 4 次産業革命の技術革新を
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存分に取り込み、Society5.0 を本格的に実現するため、中小企業・小規模事業

者の生産性革命の更なる強化として「生産性向上特別措置法」を活用した IT等

の先端設備の投資促進や、「地域未来投資促進法」を活用し３年間で 2000社程度

の地域中核・成長企業の投資拡大・生産性向上等の支援を目指すとされている。 

また、経済産業省では「Society5.0」を実現するための産業のあり方である

「Connected Industries」により第 4 次産業革命へ的確に対応するための羅針

盤として新産業構造ビジョン（2017年（平成 29年）5月 30日公表）をとりまと

めた。総務省においても「IoT総合戦略」（2017年（平成 29年）1月 27 日公表）

をとりまとめ、ICT/IoTの利活用に関する実証等の成果の地域への横展開を強力、

かつ、迅速に推進するため IoTの地域実装を推進している。 

こうした中、九州においても第４次産業革命に対応した九州一体となった取

組が始まっている。 

 

① IoT等利活用による社会・産業構造変革への対応 

～第４次産業革命「Kyushu4.0」の実現～ 

第４次産業革命の成果を大企業から中小企業、中央から地方へと確実に届ける 

ことが必要である。また、ものづくり、農業、建設等の現場において担い手の高 

齢化や後継者不足が深刻化しており、現場のノウハウの継承が急務である。 

さらに、九州のＧＤＰ・雇用の 7割を超え、人手不足が深刻化するサービス産 

業分野において、IoT、ビッグデータ、人工知能等、第４次産業革命を実現する 

技術により生産性向上を図ることが重要である。 

九州においては自動車、半導体、エネルギー、農林水産業、さらには観光産業 

など、基幹的な産業が集積してきた。こうした九州の産業基盤を未来に渡って維 

持・発展させていくためには、あらゆる産業に IoT、ビッグデータ、人工知能等、 

第４次産業革命を実現する技術を取り込み、産業構造や就業構造を次なるステー 

ジへと高めていくことが必要である。 

こうした中、九州においては 12地域で地域企業に IoT導入プロジェクトの創 

出を促す「地方版 IoT推進ラボ」や、各地域で製造現場の改善指導や IoT・ロボ 

ットの活用・導入を支援する「スマートものづくり応援隊」など取組が進んでい 

る。また九州地域戦略会議において、九州・山口地域 第 4次産業革命「Kyushu4.0」 

として、先進プロジェクトの創出、人材育成等への取組を進めることが宣言され 

た。 

これらの活発な動きを取り込み、業種や職域にとどまらない横断的なビジネス 

連携を行うネットワークとして、2017年（平成 29年）7月に設立された「九州 

IoTコミュニティ」では、IoT導入事例等の情報提供や分野ごとのビジネスマッ 

チング、人材育成等を実施。ものづくり企業が第４次産業革命を支える技術を「理 
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解」「体験」「検証・実証」できる「実証ラボ」機能の整備促進のため、2018年 

度（平成 30年度）に同コミュニティ分科会として地域の取組のネットワーク化 

を図る「実証ラボ整備連絡会議」を設置。地域の「実証ラボ」機能整備に向け、 

先行して取組が進められている北九州市での産学官による経営者向けデジタル

人材育成カリキュラム策定や「佐賀県産業スマート化センター（仮称）」による

研修事業やユーザー企業と技術提供者とのマッチング、大分県によるスマート工

場化への支援等に、自治体と協働して取り組むとともに、各地域の関連する取組

を支援する。 

九州・沖縄 Earth戦略の実行を更に加速させるため、九州全域で業種の壁を超 

え様々な分野において、九州 IoTコミュニティを核とした IoTの利活用による生 

産性向上や新しいサービスの創出を目指す「九州 IoT推進プロジェクト」に取り 

組む。 

また、「未来投資戦略 2017」では、ドローンの山間部等における荷物配送を実 

施し、2020年代には都市でも安全な荷物配送を本格化させるため、目視外飛行 

や第三者上空飛行など高度な飛行を可能とするための技術開発や制度的対応を 

進めるとしている。また、ドローンは災害時や過疎地域での輸送など社会課題を 

解決するための手段としても活用できるため、九州においては、大分県や北九州 

市など各地で宅配等の実証実験が行われている。このような状況を踏まえ、九州 

各地で行っている実証実験のノウハウを共有し、実用化に向けたビジネス展開を 

図る。 

第 4次産業革命を実現する技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、生産性 

向上を図るとともに、地域の課題解決に繋げることにより、「Kyushu4.0」の実現 

を目指す。 

 

②海外への情報発信の促進 

九州の農産物には高級イチゴ「あまおう」のように海外でブランドが確立さ 

れているものがあり、牛肉、豚肉、養殖魚等も質・量ともに高いレベルにある。

これらを「九州の美味しい食」として海外に総合的に情報発信し、海外展開を促

進するとともに、より多くの外国人観光客を呼び込む仕組みづくりを検討する。

また効果的にインバウンド需要を取り込むためには、九州の食、体験できるアク

ティビティや宿泊施設等を含む観光情報を広域的・総合的に発信する必要がある。 

そのため、放送・通信メディアと関係団体が連携し、放送コンテンツや多言語 

サイトの製作など、九州の魅力を効果的に発信することが重要である。 

また、訪日外国人旅行者に対して、IoT を活用して高度で先進的なサービス、 

決済等を提供できる仕組みを提供しつつ、行動履歴等からマーケティングにいか 

す「IoT活用おもてなし実証事業」に取り組む。訪日外国人を含む観光客やビジ 
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ネス分野等の利便性を向上させるための環境整備として、公衆無線 LAN環境の整 

備を推進するとともに、外国人旅行者に対応する公共施設、ツーリストインフォ 

メーション等のサービス向上・情報連携において ICT利活用による高度化・効率 

化が望まれる。 

(６)創業・ベンチャー 

我が国の開業率は欧米の半分程度の 5.2％(2015 年)にとどまっており、特に

都市部以外の地域における開業率が低迷しているが、民間活力を高めていくた

めには、開業率を引き上げ、雇用を生み出し、産業の新陳代謝を進めていくこと

が重要である。九州では、2014年（平成 26年）3月に福岡市が「創業のための

雇用改革拠点」として国家戦略特区の地域指定を受けている。また、開業率（2015

年）は福岡県 6.1％、熊本県 5.3％、宮崎県 4.8％、佐賀県 4.7％、大分県 4.6％、

鹿児島県 4.3％、長崎県 4.1％と全国の中では比較的高く、創業・ベンチャーが

盛んな地域であるが、日本再興戦略に示された「開業率・廃業率が米国・英国レ

ベル（10%台）になることを目指す」からは遠い数字となっている。このため、

産業競争力強化法に基づき市町村が民間事業者と連携して行う創業支援の取組

や創業補助金等の活用により、地域における開業率を今後 10年間で 11％とする

ことを目指すとともに、成長分野の新産業創出プロジェクトと一体となって、プ

レゼンテーションによる商談会、企業交流会などの機会の提供、英語による「ビ

ジネスプランコンテスト」の開催、インキュべーション施設の連携による首都圏

への販路開拓支援、金融機関による創業・新事業支援等により、世界的な競争力

を持つベンチャー企業の創出を図る。 

また、九州管内の各自治体や大学・高等専門学校はこれまでも大学発ベンチャ

ー支援に取り組んできた。しかし、これまではそれぞれが単独で活動を実施して

きたため、取組の規模が小さく、十分な成果が出ているとはいえない。そこで、

九州全域で大学や高等専門学校が活発に取り組めるよう、取組状況の共有やビジ

ネスプランコンテストなどを通じて機運醸成、九州全体の底上げを図るとともに、

事業化ノウハウや人的支援、積極的なベンチャー投資などこれまでの取組を連携

させることにより、効果的なベンチャー支援の仕組みの構築を目指す。   

さらには、グローバルに活躍する創業者を輩出するため、創業について誰でも

気軽に相談できる支援窓口を設置し、創業気運の醸成を図り、創業の裾野を広げ

ることにより、九州が世界でも有数の創業・ベンチャー創出の地域となることを

目指す。 

 

(７) 九州が一体となったビジネス交流・情報発信の促進 

① 大規模国際スポーツ大会を契機としたビジネス創出・情報発信 

    2019 年ラグビーワールドカップ・女子ハンドボール世界選手権大会や東
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京 2020大会など、大規模国際スポーツイベントが 2020年にかけて目白押し

の状況にある。これらを契機とした、国内外の需要獲得や新たなビジネス機

会創出のため、国や自治体・事業者の取組情報の提供、関連団体との連携な

ど民間を主体とした取組を進める。また、これらに関連する情報を積極的に

発信する。 

 

a. 九州の農林水産物・食品の消費・輸出拡大 

    東京 2020 大会などへ向け、関連施設等での九州の農林水産物等の使用が

期待される。食材等の調達には調達基準が設けられ、国際認証取得など対応

が求められる場合もあり、それらの対応を進めるには支援が必要である。 

また、首都圏等で開催される九州の魅力発信イベント・物産展・展示会へ

の出展などにより、九州産品の国内消費の拡大や国際的な認知度向上・国際

認証取得等による農林水産物輸出の拡大につなげていく。 

 

b. 九州発ものづくりの対外発信強化と新たな商品・サービス展開の支援 

     エレクトロニクス関連産業や自動車産業など“ものづくり”は九州の主要

産業であり、東京 2020 大会関連の需要獲得や新たな需要創出にも積極的に

取り組んでいく。例えば、東京 2020 組織委員会は、資機材発注に専用のＷ

ｅｂサイトを使っているため、九州企業のサイトへの登録促進を行い需要獲

得に繋げる。 

また、オリパラ等経済界協議会等と連携した、全国規模の展示会（CEATEC 

JAPAN、東京モーターショー等）への出展による九州企業の技術力発信や販路

開拓、2020年とその先の未来に向けた最先端技術を一堂に集めた展示会「カ

ウントダウンショーケース」との連携を視野に入れ、九州での先進技術のシ

ンポジウム開催等に取り組み、新規事業の展開を促進する。 

 

c. 海外とのビジネス交流拡大 

東京 2020 大会に向けて、各地においてホストタウン登録を契機とした相

手国との交流事業や事前キャンプ誘致等による繋がりを発展させ、九州企業

の海外展開や対日投資等を促進することが重要である。 

このような中、経済産業省と日本貿易振興機構（JETRO）が、2018 年から

2020 年の間に順次開催する「地域への対日直接投資カンファレンス

(Regional Business Conference：RBC)」に福岡県のプロジェクトが採択され

た。アジアの先端成長産業拠点化を目指し、スウェーデン、フィンランドの

IoT 関連企業を招へいし、対日投資セミナーや県内企業とのビジネスマッチ

ング等を実施する（2018年(平成 30年)10月予定）。 
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d. インバウンド観光への対応加速化 

    九州への訪日外国人数は、近年全国に比べて高い伸びを示しており、大き

なビジネスチャンスである。訪日外国人の消費動向を把握し、魅力的なコンテ

ンツの発掘・磨き上げを行ったうえで、ＳＮＳなどを活用した情報発信を強化

するなど、地域の消費単価を上げる取組を構築していく。 

また、見学可能な産業施設での多言語対応など、インバウンド対応強化を促

進する。 

 

② 産業分野を超えた新たな需要獲得・ビジネス創出の促進 

 第４次産業革命や大規模国際スポーツ大会の開催など新たな動きを踏まえ、

事業者、自治体、関係機関等との連携による情報収集や国内外への情報発信等

により、九州の強みを活かし、産業を越えた九州一体となった新たな需要獲得・

ビジネス機会の創出を促進する。 

既に、九州地域戦略会議では、ものづくりや食・農水産物など、産業分野ご

とに開催されている既存の展示・商談会の一体的な開催に向けて取り組んでお

り、幅広い分野のビジネスパートナーの呼び込みや異業種間のオープンイノベ

ーションの創出を図り、九州・山口地域の産業の成長・発展につなげることと

している。 

 

Ⅳ．九州～沖縄連携事業 

九州と沖縄は、これまで九州・沖縄地域とひとくくりに論じられることが多い

が、沖縄はひとつの独立した経済圏をなしており、気候・文化・人口構成･産業構

造も九州とは大きく異なる。例えば、九州は全国に先駆けて訪れた少子高齢化・

人口減少の対応に苦慮しているが、沖縄では依然若年層の人口増加が続いている。

このような九州と沖縄の違いを多様性として積極的に捉え、九州と沖縄の優位性

を相互に補完することで新たな価値の創造が期待できる。 

成長を続けるアジア市場は、今後さらに拡大・多様化すると予想されており、

当該市場に近接する九州・沖縄地域において、アジア市場に向けヒト・モノの流

れを活性化させていくことが重要である。その実現に向けては、九州・沖縄双方

に多様に存する地域資源、技術、人材等を活かし重厚的に連携することが不可欠

である。 

具体的には、①スポーツ・ヘルスケア分野における新たなビジネスの創出、②

那覇空港の国際物流ハブ機能を活用した九州・沖縄地域の産品のアジア展開、③

国際クルーズ船の増便や外国人観光客の迅速な入国手続、市内 ATM での外貨キャ

ッシュ対応、ＱＲコードやクレジットカードによるキャッシュレスシステムの導
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類似する近隣の他大学（国公立大学）　過去３年間（平成30～令和2年度）志願者・入学者数

志願者数[入学者数]
地域社会マネジメント分野

大学名 研究科名 専攻
研究科/専攻毎

の定員
平成30年度 平成31年度 令和2年度

長崎大学大学院 経済学研究科 経営意思決定専攻 3 5[3]※ 4[3] 2[0]
北九州市立大学大学院 社会システム研究科 地域社会システム専攻 6(8※) 10[9] 5[4] 1[1]
福岡女子大学大学院 人文社会科学研究科 社会科学専攻 2 2[2] 0[0] 0[0]

※北九州市立大学において、平成30,31年度は定員8名
※長崎大学において、平成30年度は外国人留学生数を含む

地域情報工学分野

大学名 研究科名 専攻
研究科/専攻毎

の定員
平成30年度 平成31年度 令和2年度

九州工業大学大学院 情報工学府 情報工学専攻 14 - - -
長崎大学大学院 工学研究科 生産システム工学専攻 15 12[11]※ 9[8]※ 10[10]※

※長崎大学において、外国人留学生数を含む
九州工業大学はデータ不明

人間栄養健康科学分野

大学名 研究科名 専攻
研究科/専攻毎

の定員
平成30年度 平成31年度 令和2年度

福岡女子大学大学院 人間環境科学研究科 人間環境科学専攻 3 5[4] 2[2] 5[5]
熊本県立大学大学院 環境共生学研究科 環境共生学専攻 3 6[6] 4[4] 0[0]
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資料５



地域創生研究科（修士課程）　志願者・入学者数

令和２年度入試

入学定員 志願者数 合格者数 入学者数

地域社会マネジメント専攻（修士課程） 15名 19名 19名 19名

情報工学専攻（修士課程） 10名 7名 7名 7名

人間健康科学専攻（修士課程） 12名 24名 13名 13名

研究科計 37名 50名 39名 39名

令和３年度入試

入学定員 志願者数 合格者数 入学者数

地域社会マネジメント専攻（修士課程） 15名 24名 - -

情報工学専攻（修士課程） 10名 8名 - -

人間健康科学専攻（修士課程） 12名 17名 - -

研究科計 37名 49名 - -

※冬季募集の合格発表前のため、合格者数及び入学者数は空欄とする。（研究科として充足見込み）

地域創生

研究科

区分

区分

地域創生

研究科
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長崎県立大学大学院 地域創生研究科

地域創生専攻（博士後期課程）（仮称）への

入学意向に関するアンケート調査報告

令和３年２月

一般財団法人 日本開発構想研究所
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資料７



長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）（仮称）への 

入学意向に関するアンケート調査報告 

１．調査概要 

（1） 調査目的 

令和 4 年 4 月に予定している長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）

（仮称）の開設に向けて、長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）（仮称）

への入学意向を把握することを目的とする。 

 

（2） 調査対象者 

長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）（仮称）への進学を検討すると

見込まれる下記①及び②を対象とした。 

① 社会人（別途実施した採用意向調査の対象企業等の従業員等）     2,710人 

② 長崎県立大学大学院（修士課程）の在学生、修了者、教員の関係者等  62人 

 

上記、①及び②の合計2,772人を対象としてアンケート調査を実施した。 

 

（3） 調査方法 

長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）（仮称）への進学を検討すると

見込まれる上記(2)の①及び②については、下記の方法で調査を実施した。 

 

調査方法 ①社会人（別途実施した採用意向調査の対象企業等の従業員等） 

企業等の採用担当者に、アンケート用紙及び長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生

専攻（博士後期課程）（仮称）の概要を示したリーフレットを送付し、従業員等に対して調査

を依頼して実施。回答用紙は一般財団法人日本開発構想研究所へ回答者から直接郵送。 

 

調査方法 ②長崎県立大学大学院（修士課程）の在学生、修了者、教員の関係者等 

長崎県立大学にて、アンケート用紙及び長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻

（博士後期課程）（仮称）の概要を示したリーフレットを学生等に配布し、教室等で直接アン

ケート用紙に記入する方法、及び、郵送・メールでの依頼及び回答により実施。回答用紙は、

大学にて取りまとめ、一般財団法人日本開発構想研究所へ郵送。 

 

上記、①及び②の合計 2,772 人を対象として調査を実施し、113 件の有効回答を得た。なお、「２．

調査結果 (4)対象者（専攻、学年等）について」の設問で、「その他」と回答した 11 人は、修士課程

修了等の博士課程入学資格を有するか不明確であったため、無効票とし、集計対象から除外した。 
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集計結果より、長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）（仮称）の各コ

ースへの入学意向を分析した。 

（4） 調査実施期間 

令和2年12月～令和3年1月 

（5） 有効回収率等 

調査対象数：2,772人 

有効回答数：113件 

有効回収率：約4.1%（有効回答113件÷調査対象2,772人） 

 

 

※長崎県立大学大学院にて設置を構想している地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）は仮称

であるが、本文中ではその旨の表示を省略した。  
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２．調査結果 

（1）性別について 

 性別について調査した結果、回答者113人のうち、「男性」64人（56.6%）、「女性」48人（42.5%）

の順になっている。 ※「無回答」1人（0.9％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）年齢について 

年齢について調査した結果、回答者 113 人のうち、「20 歳代」が 42 人（37.2%）と最も多く、次

いで「30 歳代」34 人（30.1%）、「40 歳代」24 人（21.2%）、「50 歳以上」12 人（10.6%）の順にな

っている。 ※「無回答」1人（0.9％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

性別
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 男性 64           56.6        
2 ⼥性 48           42.5        

無回答 1             0.9          
N （％ﾍﾞｰｽ） 113         100         

男性
56.6%

女性
42.5%

無回答
0.9%

性別

N = 113

年齢
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 20歳代 42           37.2        
2 30歳代 34           30.1        
3 40歳代 24           21.2        
4 50歳以上 12           10.6        

無回答 1             0.9          
N （％ﾍﾞｰｽ） 113         100         

20歳代
37.2%

30歳代
30.1%

40歳代
21.2%

50歳以上
10.6%

無回答
0.9%

年齢

N = 113
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（3）現住所について 

現住所について調査した結果、回答者 113 人のうち、3 人以上の回答を得たものを挙げると、「長

崎県」が 69 人（61.1%）と最も多く、次いで「福岡県」9 人（8.0%）、「熊本県」8 人（7.1%）、「東

京都」7人（6.2%）、「その他」4人（3.5%）、「岡山県」3人（2.7%）、「佐賀県」3人（2.7%）の順に

なっている。 ※「無回答」1人（0.9％） 

 

 

 

  

現住所
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 東京都 7             6.2          
2 愛知県 2             1.8          
3 ⼤阪府 2             1.8          
4 兵庫県 0             0.0          
5 岡⼭県 3             2.7          
6 広島県 1             0.9          
7 ⼭⼝県 0             0.0          
8 ⾹川県 0             0.0          
9 愛媛県 2             1.8          
10 福岡県 9             8.0          
11 佐賀県 3             2.7          
12 ⻑崎県 69           61.1        
13 熊本県 8             7.1          
14 ⼤分県 0             0.0          
15 宮崎県 0             0.0          
16 ⿅児島県 2             1.8          
17 その他 4             3.5          

無回答 1             0.9          
N （％ﾍﾞｰｽ） 113         100         

東京都
6.2%

愛知県
1.8%

大阪府
1.8% 兵庫県

0.0%

岡山県
2.7%

広島県
0.9%

山口県
0.0%

香川県
0.0%

愛媛県
1.8%

福岡県
8.0%

佐賀県
2.7%長崎県

61.1%

熊本県
7.1%

大分県
0.0%

宮崎県
0.0%

鹿児島県

1.8%

その他
3.5%

無回答
0.9%

現住所

N = 113
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（4）対象者（専攻、学年等）について 

対象者（専攻、学年等）について調査した結果、回答者 113 人のうち、「社会人（他大学大学院修

士課程修了者）」が 70 人（61.9%）と最も多く、次いで「大学院地域創生研究科地域社会マネジメン

ト専攻（修士課程）1 年生」13 人（11.5%）、「大学院地域創生研究科人間健康科学専攻（修士課程）

1 年生」9 人（8.0%）、「本学大学院修士課程修了生」6 人（5.3%）、「大学院地域創生研究科情報工学

専攻（修士課程）1 年生」5 人（4.4%）、「大学院人間健康科学研究科看護学専攻（修士課程）2 年生」

4 人（3.5%）、「大学院経済学研究科産業経済・経済開発専攻（修士課程）2 年生」2 人（1.8%）、「大

学院国際情報学研究科国際交流学専攻（修士課程）2 年生」1 人（0.9%）、「大学院人間健康科学研究

科栄養科学専攻（修士課程）2年生」1人（0.9%）の順になっている。 ※「無回答」2人（1.8％） 

 

 

 

  

対象者（専攻、学年等）
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 社会⼈（他⼤学⼤学院修⼠課程修了者） 70              61.9           
2 その他 0                0.0             
3 ⼤学院地域創⽣研究科地域社会マネジメント専攻（修⼠課程）1年⽣ 13              11.5           
4 ⼤学院地域創⽣研究科情報⼯学専攻（修⼠課程）1年⽣ 5                4.4             
5 ⼤学院地域創⽣研究科⼈間健康科学専攻（修⼠課程）1年⽣ 9                8.0             
6 ⼤学院経済学研究科産業経済・経済開発専攻（修⼠課程）2年⽣ 2                1.8             
7 ⼤学院国際情報学研究科国際交流学専攻（修⼠課程）2年⽣ 1                0.9             
8 ⼤学院⼈間健康科学研究科看護学専攻（修⼠課程）2年⽣ 4                3.5             
9 ⼤学院⼈間健康科学研究科栄養科学専攻（修⼠課程）2年⽣ 1                0.9             
10 本学⼤学院修⼠課程修了⽣ 6                5.3             

無回答 2                1.8             
N （％ﾍﾞｰｽ） 113            100            

社会人

（他大学大学院

修士課程修了者）
61.9%その他

0.0%

大学院地域創生研究科

地域社会マネジメント専攻（修士課程）1年生
11.5%

大学院地域創生研究科

情報工学専攻（修士課程）1年生
4.4%

大学院地域創生研究科

人間健康科学専攻（修士課程）1年生
8.0%

大学院経済学研究科

産業経済・経済開発専攻（修士課程）2年生
1.8%

大学院国際情報学研究科

国際交流学専攻（修士課程）2年生
0.9%

大学院人間健康科学研究科

看護学専攻（修士課程）2年生
3.5%

大学院人間健康科学研究科

栄養科学専攻（修士課程）2年生
0.9%

本学大学院修士課程修了生
5.3%

無回答
1.8%

対象者（専攻、学年等）

N = 113
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（5）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への興味・関心について 

長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への興味・関心について調査

した結果、回答者 113 人のうち、「大いに興味・関心がある」14 人（12.4%）、「興味・関心がある」

22 人（19.5%）、「すこし興味・関心がある」29 人（25.7%）となり、合計 65 人（57.5%）が長崎県

立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）に興味・関心を示している。 ※「無回

答」2人（1.8％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 ⼤いに興味・関⼼がある 14           12.4        
2 興味・関⼼がある 22           19.5        
3 すこし興味・関⼼がある 29           25.7        
4 わからない 17           15.0        
5 その他 0             0.0          
6 興味・関⼼はない 29           25.7        

無回答 2             1.8          
N （％ﾍﾞｰｽ） 113         100         

地域創⽣研究科地域創⽣専攻(博⼠後期課程)への興味・関⼼
大いに

興味・関心がある
12.4%

興味・関心がある
19.5%

すこし

興味・関心がある
25.7%

わからない
15.0%

その他
0.0%

興味・関心はない
25.7%

無回答
1.8%

地域創生研究科地域創生専攻

(博士後期課程)への興味・関心

N = 113
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（6）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への興味・関心の理由について 

6-1 地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への興味・関心の理由（第1理由）について 

 「（5）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への興味・関心について」にて長崎県立大

学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）に興味・関心を示した 65 人に、興味・関心

の理由（第1理由）について調査した。 

その結果は、「専門の幅を広げ、将来的なキャリアの向上・業務の拡大につなげたいから」が36人

（55.4%）と最も多く、次いで「新しい視点からの研究ができそうだから」11 人（16.9%）、「専門家

として高度な知識・技術を身につけられそうだから」6 人（9.2%）、「学習環境に身を置くことで教

養・資質を高め自己啓蒙を図りたいから」5人（7.7%）、「大学院（博士後期課程）で研究したいテー

マがあるから」2人（3.1%）、「社会的に大学院（博士後期課程）修了程度の学歴及び能力が求められ

ているから」1人（1.5%）、「学部の教育・研究では不十分と考えるから」1人（1.5%）、「長崎県立大

学に設置される大学院だから」1人（1.5%）、「様々な人との交流によって、既成の価値観や発想をリ

フレッシュしたいから」1人（1.5%）、「地元に貢献したいから」1人（1.5%）の順になっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

興味・関⼼の理由(第1理由)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 専⾨の幅を広げ、将来的なキャリアの向上・業務の拡⼤につなげたいから 36              55.4           
2 新しい視点からの研究ができそうだから 11              16.9           
3 専⾨家として⾼度な知識・技術を⾝につけられそうだから 6                9.2             
4 ⼤学院（博⼠後期課程）で研究したいテーマがあるから 2                3.1             
5 社会的に⼤学院（博⼠後期課程）修了程度の学歴及び能⼒が求められているから 1                1.5             
6 学部の教育・研究では不⼗分と考えるから 1                1.5             
7 学位（博⼠）を取得するため 0                0.0             
8 学習環境に⾝を置くことで教養・資質を⾼め⾃⼰啓蒙を図りたいから 5                7.7             
9 ⻑崎県⽴⼤学に設置される⼤学院だから 1                1.5             
10 様々な⼈との交流によって、既成の価値観や発想をリフレッシュしたいから 1                1.5             
11 地元に貢献したいから 1                1.5             
12 その他 0                0.0             

無回答 0                0.0             
N （％ﾍﾞｰｽ） 65              100            

専門の幅を広げ、

将来的なキャリアの向上・

業務の拡大につなげたいから
55.4%

新しい視点からの研究ができそうだから
16.9%

専門家として

高度な知識・技術を

身につけられそうだから
9.2%

大学院（博士後期課程）で

研究したい

テーマがあるから
3.1%

社会的に

大学院（博士後期課程）

修了程度の学歴及び

能力が求められているから

1.5%

学部の教育・研究では

不十分と考えるから
1.5%

学位（博士）を取得するため
0.0%

学習環境に身を置くことで

教養・資質を高め

自己啓蒙を図りたいから
7.7%

長崎県立大学に設置される大学院だから
1.5%

様々な人との交流によって、

既成の価値観や発想を

リフレッシュしたいから
1.5%

地元に貢献したいから
1.5%

その他
0.0%

無回答
0.0%

興味・関心の理由(第1理由)

N = 65
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6-2 地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への興味・関心の理由（第2理由）について 

 「（5）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への興味・関心について」にて長崎県立大

学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）に興味・関心を示した 65 人に、興味・関心

の理由（第2理由）について調査した。 

その結果は、「専門家として高度な知識・技術を身につけられそうだから」が 16 人（24.6%）と最

も多く、次いで「学習環境に身を置くことで教養・資質を高め自己啓蒙を図りたいから」14 人

（21.5%）、「学位（博士）を取得するため」8 人（12.3%）、「様々な人との交流によって、既成の価

値観や発想をリフレッシュしたいから」8 人（12.3%）、「新しい視点からの研究ができそうだから」

6人（9.2%）、「大学院（博士後期課程）で研究したいテーマがあるから」3人（4.6%）、「長崎県立大

学に設置される大学院だから」3人（4.6%）、「地元に貢献したいから」3人（4.6%）、「専門の幅を広

げ、将来的なキャリアの向上・業務の拡大につなげたいから」2人（3.1%）、「社会的に大学院（博士

後期課程）修了程度の学歴及び能力が求められているから」1人（1.5%）の順になっている。 

 ※「無回答」1人（1.5%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

興味・関⼼の理由(第2理由)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 専⾨の幅を広げ、将来的なキャリアの向上・業務の拡⼤につなげたいから 2                3.1             
2 新しい視点からの研究ができそうだから 6                9.2             
3 専⾨家として⾼度な知識・技術を⾝につけられそうだから 16              24.6           
4 ⼤学院（博⼠後期課程）で研究したいテーマがあるから 3                4.6             
5 社会的に⼤学院（博⼠後期課程）修了程度の学歴及び能⼒が求められているから 1                1.5             
6 学部の教育・研究では不⼗分と考えるから 0                0.0             
7 学位（博⼠）を取得するため 8                12.3           
8 学習環境に⾝を置くことで教養・資質を⾼め⾃⼰啓蒙を図りたいから 14              21.5           
9 ⻑崎県⽴⼤学に設置される⼤学院だから 3                4.6             
10 様々な⼈との交流によって、既成の価値観や発想をリフレッシュしたいから 8                12.3           
11 地元に貢献したいから 3                4.6             
12 その他 0                0.0             

無回答 1                1.5             
N （％ﾍﾞｰｽ） 65              100            

専門の幅を広げ、

将来的なキャリアの向上・

業務の拡大につなげたいから
3.1%

新しい視点からの研究ができそうだから
9.2%

専門家として高度な知識・技術を

身につけられそうだから
24.6%

大学院（博士後期課程）で

研究したいテーマがあるから
4.6%

社会的に大学院（博士後期課程）

修了程度の学歴及び能力が

求められているから
1.5%

学部の教育・研究では不十分と考えるから
0.0%

学位（博士）を取得するため
12.3%

学習環境に身を置くことで

教養・資質を高め自己啓蒙を図りたいから
21.5%

長崎県立大学に設置される大学院だから
4.6%

様々な人との交流によって、

既成の価値観や発想をリフレッシュしたいから
12.3%

地元に貢献したいから
4.6%

その他
0.0%

無回答
1.5%

興味・関心の理由(第2理由)

N = 65
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（7）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向について 

「（5）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への興味・関心について」にて長崎県立大

学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）に「興味・関心はない」と回答した 29 人と

無回答 2 人を除く 82 人に、長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への

入学意向について調査した。 

その結果、「入学したい」17 人（20.7%）、「5 年以内の入学を検討したい」20 人（24.4%）、「5 年

より後を目途に入学を検討したい」3 人（3.7%）の合計 40 人（48.8%）が長崎県立大学大学院地域

創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向を示している。 

※「無回答」3人（3.7％） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8）入学を希望するコースについて 

「（7）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向について」にて、長崎県立大

学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向を示した 40 人に、入学を希望

するコースについて調査した。 

その結果は、「地域社会マネジメントコース」が 23 人（57.5%）と最も多く、次いで「栄養科学コ

ース」10人（25.0％）、「情報工学コース」6人（15.0%）の順になっている。 

※「無回答」1人（2.5％） 

 

 

 

 

 

  

⼊学を希望するコース
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 地域社会マネジメントコース 23        57.5     
2 情報⼯学コース 6          15.0     
3 栄養科学コース 10        25.0     

無回答 1          2.5       
N （％ﾍﾞｰｽ） 40        100      

地域社会

マネジメント

コース
57.5%

情報工学コース
15.0%

栄養科学コース
25.0%

無回答
2.5%

入学を希望するコース

N = 40

№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 ⼊学したい 17         20.7     
2 5年以内の⼊学を検討したい 20         24.4     

5年より後を⽬途に
⼊学を検討したい

4 わからない 27         32.9     
5 ⼊学を希望しない 12         14.6     

無回答 3           3.7        
N （％ﾍﾞｰｽ） 82         100      

3 3           3.7        

地域創⽣研究科地域創⽣専攻(博⼠後期課程)への⼊学意向
入学したい

20.7%

5年以内の

入学を検討したい
24.4%

5年より後を

目途に入学を

検討したい
3.7%

わからない
32.9%

入学を希望しない
14.6%

無回答
3.7%

地域創生研究科地域創生専攻

(博士後期課程)への入学意向

N = 82
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（9）希望の授業時間帯 

9-1 希望の授業時間帯（第1希望）について 

「（7）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向について」にて、長崎県立大

学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向を示した 40 人に、どのような

時間帯に授業を履修したいか（第1希望）について調査した。 

その結果は、「平日夜間の時間帯」が 14 人（35.0%）と最も多く、次いで「土曜日昼間の時間帯」

11 人（27.5％）、「平日昼間の時間帯」8 人（20.0％）、「夏休み集中の時間帯」5 人（12.5％）、「その

他」1人（2.5%）の順になっている。 ※「無回答」1人（2.5%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-2 希望の授業時間帯（第2希望）について 

「（7）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向について」にて、長崎県立大

学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向を示した 40 人に、どのような

時間帯に授業を履修したいか（第2希望）について調査した。 

その結果は、「土曜日昼間の時間帯」が 19 人（47.5%）と最も多く、次いで「平日夜間の時間帯」

15 人（37.5％）、「夏休み集中の時間帯」2 人（5.0％）、「平日昼間の時間帯」1 人（2.5%）、「その他」

1人（2.5%）の順になっている。 ※「無回答」2人（5.0％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

希望の授業時間帯(第1希望)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 平⽇昼間の時間帯 8             20.0        
2 平⽇夜間の時間帯 14           35.0        
3 ⼟曜⽇昼間の時間帯 11           27.5        
4 夏休み集中の時間帯 5             12.5        
5 その他 1             2.5          

無回答 1             2.5          
N （％ﾍﾞｰｽ） 40           100         

平日昼間の

時間帯
20.0%

平日夜間の時間帯
35.0%

土曜日昼間の

時間帯
27.5%

夏休み集中の

時間帯
12.5%

その他
2.5%

無回答
2.5%

希望の授業時間帯(第1希望)

N = 40

希望の授業時間帯(第2希望)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 平⽇昼間の時間帯 1             2.5          
2 平⽇夜間の時間帯 15           37.5        
3 ⼟曜⽇昼間の時間帯 19           47.5        
4 夏休み集中の時間帯 2             5.0          
5 その他 1             2.5          

無回答 2             5.0          
N （％ﾍﾞｰｽ） 40           100         

平日昼間の

時間帯
2.5%

平日夜間の

時間帯
37.5%

土曜日昼間の

時間帯
47.5%

夏休み集中の

時間帯
5.0%

その他
2.5%

無回答
5.0%

希望の授業時間帯(第2希望)
N = 40
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（10）入学に必要な条件整備 

10-1 入学に必要な条件整備（第1理由）について 

「（7）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向について」にて、長崎県立大

学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向を示した 40 人に、入学する上

でどのような条件整備が必要か（第1理由）について調査した。 

その結果は、「夜間開講等、授業時間帯の工夫」が 23 人（57.5%）と最も多く、次いで「奨学金等

の金銭的支援」7人（17.5％）、「社会人特別選抜等の入学試験」6人（15.0％）、「修了年月の延長」2

人（5.0％）、「その他」1人（2.5%）の順になっている。 ※「無回答」1人（2.5%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-2 入学に必要な条件整備（第2理由）について 

「（7）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向について」にて、長崎県立大

学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向を示した 40 人に、入学する上

でどのような条件整備が必要か（第2理由）について調査した。 

その結果は、「修了年月の延長」が 12 人（30.0%）と最も多く、次いで「指導教授との連絡体制」

9人（22.5％）、「社会人特別選抜等の入学試験」7人（17.5％）、「夜間開講等、授業時間帯の工夫」3

人（7.5％）、「奨学金等の金銭的支援」3 人（7.5％）、「その他」3 人（7.5％）の順になっている。 

※「無回答」3人（7.5％） 

 

 

  

⼊学に必要な条件整備(第1理由)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 夜間開講等、授業時間帯の⼯夫 23        57.5     
2 社会⼈特別選抜等の⼊学試験 6          15.0     
3 奨学⾦等の⾦銭的⽀援 7          17.5     
4 修了年⽉の延⻑ 2          5.0       
5 指導教授との連絡体制 0          0.0       
6 その他 1          2.5       

無回答 1          2.5       
N （％ﾍﾞｰｽ） 40        100      

夜間開講等、

授業時間帯

の工夫
57.5%

社会人特別選抜等の

入学試験
15.0%

奨学金等の

金銭的支援
17.5%

修了年月の延長
5.0%

指導教授との連絡体制
0.0%

その他
2.5%

無回答
2.5%

入学に必要な条件整備(第1理由)
N = 40

⼊学に必要な条件整備(第2理由)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 夜間開講等、授業時間帯の⼯夫 3          7.5       
2 社会⼈特別選抜等の⼊学試験 7          17.5     
3 奨学⾦等の⾦銭的⽀援 3          7.5       
4 修了年⽉の延⻑ 12        30.0     
5 指導教授との連絡体制 9          22.5     
6 その他 3          7.5       

無回答 3          7.5       
N （％ﾍﾞｰｽ） 40        100      

夜間開講等、

授業時間帯の工夫
7.5%

社会人

特別選抜等の

入学試験
17.5%

奨学金等の金銭的支援
7.5%

修了年月の延長
30.0%

指導教授との

連絡体制
22.5%

その他
7.5%

無回答
7.5%

入学に必要な条件整備(第2理由)

N = 40
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３．調査結果のまとめ 

「（7）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への入学意向について」と、「（8）入学を希望

するコースについて」の調査結果をクロス集計した結果は下表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「入学したい」と回答した者は 17 人となり、入学定員 3 名に対し、約 5.7 倍の入学意向を示して

いる。内訳をみると、地域社会マネジメントコース 10 人、情報工学コース 3 人、栄養科学コース 3

人（無回答1人）となっており、各コースで入学意向を確保できているといえる。 

また、「5 年以内の入学を検討したい」「5 年より後を目途に入学を検討したい」と回答した者は合

計 23 人となり、長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の入学定員 3 名

に対し、約7.7倍の入学意向を示している。 

 

 

以上の調査結果と、調査対象とした学生・社会人以外からの進学も考えられることから、長崎県

立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の各コースの入学定員を満たす学生は十

分に確保できるものと考える。 

 

上段:度数

下段:％ 合計 入学したい
5年以内の入
学を検討した
い

5年より後を目
途に入学を検
討したい

40               17               20               3                 
100.0          42.5            50.0            7.5              

23               10               11               2                 
100.0          43.5            47.8            8.7              

6                 3                 3                 0                 
100.0          50.0            50.0            -                   

10               3                 6                 1                 
100.0          30.0            60.0            10.0            

1                 1                 0                 0                 
100.0          100.0          -                   -                   

入学意向

希望コース

全体

地域社会マネジメントコース

情報工学コース

栄養科学コース

無回答

入学意向 × 希望コース
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調査票 
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計画概要 
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長崎県立大学大学院
地域創生研究科地域創生専攻博士後期課程（仮称）

令和４年（2022年）４月開設予定
設置構想中のため、掲載内容は予定であり、変更する場合があります

〇課程の概要
・設置年月：令和４年（２０２２年）４月予定
・名 称：地域創生研究科 地域創生専攻 博士後期課程（仮称・設置構想中）
・入学定員：３名
・学 位：博士（地域社会マネジメント）、博士（情報工学）、博士（栄養学）

〇地域創生研究科 地域創生専攻 博士後期課程（仮称） 各分野紹介
①養成する人材像 ②学びのキーワード ③想定される進路
・地域社会マネジメント分野 博士（地域社会マネジメント）
①ICT化、ネットワーク化が進展する地域社会の課題や地域の健康課題などを含む地域社会のグローカ
ルな諸課題の解決に向けた中長期的ビジョンの策定などにあたって学術・研究の立場から他分野と協
働して貢献できる地域社会マネジメント分野の教育・研究者及び博識を持った専門家を養成する。
②地域社会のマネジメント（経営・計画・戦略）、地域イノベーション、地域連携、グローカル社会、
ネットワーク社会、社会システム
③地域社会のグローカルな諸課題の解決に向けて学術・研究の立場から貢献できる大学・高等専門学校
など高等教育機関における教育・研究者また国公立および公的試験・研究機関における研究リーダー、
地域の企業やNPO法人などにおける組織戦略、経営意思決定部門などの専門業務を担う博識を持った
人材、地方機関、政府機関、国際機関における戦略・政策・経営部門などの専門業務を担う博識を
持った人材 など
・情報工学分野 博士（情報工学）
①サイバー空間とその膨大なデータの新たなデジタル社会を地域で実現するため、先進的情報技術を用
いて生活様式・就労形態を革新し地域の価値創造を起こすことができる高度な情報処理能力をもつ研
究者。具体的には、地域連携や健康増進の課題に対する技術的な基盤となる空間情報・画像計測・デ
ータベース・生体認証・統計的意思決定といった技術の研究に取り組む。更に、これらの課題に対す
る新たなサービスの価値創造を実現するためのヒューマンインタフェース、計算機科学、情報通信等
の基礎的素養に基づいた「人間に寄り添う技術」の研究に取り組む人材を養成する。
②空間情報工学、視覚メディア工学、色彩情報学、データベース、人工知能、生体認証、統計的意思決
定
③地域に根差した種々の開発現場で知的情報処理の基礎理論と先進的情報技術の理解を素養に技術革新
の主要部を担う情報通信企業の研究開発者、先進的情報技術やデータの活用に対する知見に基づき地
域発展の方向性判断や意思決定が出来る公的機関における情報技術展開の開発責任者 など
・栄養科学分野 博士（栄養学）
①食と健康科学の統合化を踏まえ、栄養科学と健康科学の最新かつ高度な知識や高度な情報処理を含む
実践的技術を持ち、地域との連携を図り健康の保持・増進や質の高い食生活、栄養状態の改善などに
対して科学的に理解・追究することにより社会に貢献できる教育・研究者および関連職域の博識を
持った専門家を養成する。
②食品機能・安全、代謝機能調節、臨床栄養、運動生理
③管理栄養士・栄養士養成施設の教育・研究者、臨床分野や地域の保健・医療・福祉機関の高度な専門
業務を担う人材、食品関連企業における商品の研究・開発職、公的試験・研究機関の研究リーダー
など

〇設置の目的
複雑性が増大する変化の激しい現代において、予測できない課題や一領域では解決できない社会の諸問
題に対応し、他領域と協働して課題解決を実行できる人材が求められています。博士後期課程では、地
域社会マネジメント、情報工学、栄養学の分野において、日本および長崎の発展のために新たな先端社
会の構築に貢献できるリーダーとなる高いレベルの専門性を有した研究者・教育者および高度専門職業
人を養成することを目的とし、これらの共通的な基盤をもとに、それぞれの領域で専門性が高い教育・
研究を行います。
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〇社会人に対する配慮
本研究科では、仕事に従事しながら学修を望む方への学修機会の提供を目的とし、社会人学生を積極的
に受け入れています。長期履修学生制度及び昼夜開講制度を設け、在職のまま学びやすい環境を整えて
います。
・修業年限を超えて、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することができ、在職のまま学びや
すくなるよう配慮します。（長期履修学生制度）
・大学院設置基準第14条に規定する教育方法の特例に基づき、夜間等に履修できるよう配慮します。
（昼夜開講制）

〇長崎県立大学地域創生研究科地域創生専攻博士後期課程と類似する近隣大
学院博士後期課程の納付金等

注1）各大学情報については、公式ウェブサイト等により調査しました。
注2）各大学院の学費については、諸会費などを含んでいない場合があるため、概算として参考にして下さい。
注3）長崎県立大学の学費は予定であり、変更する場合があります。

〇アクセス

※地域社会マネジメント分野は研究指導担当教員が所属するキャンパス（佐世保校またはシーボルト校）において、情報工学分野及び栄養科学分野は
シーボルト校において教育を行います。

ＭＲ佐世保駅より乗車し大学駅で下車
後に徒歩

ＪＲ佐世保駅前の市営バス停留所で日野
経由または日野大潟経由の相浦桟橋行、
真申行のいずれかに乗車し、大学前にて
下車後に徒歩

ＪＲ佐世保駅前の西肥バス停留所で日野
経由の相浦桟橋行・大崎行のいずれかに
乗車し、大学前にて下車後に徒歩

佐世保校へのアクセス

Ｊ
Ｒ
佐
世
保
駅

佐
世
保
校

松浦鉄道（ＭＲ） 30分

路線バス（市営バス）30分

路線バス（西肥バス）30分

タクシー 20分

ＪＲ長崎駅より長崎本線（長与経由）に乗車
し、長与駅で下車後にバスまたは徒歩

ＪＲ長崎駅前の長崎バス停留所で①まなび野
経由本川内（琴の尾登口）行・サニータウン経
由緑ヶ丘団地行のいずれかに乗車し県立大学
シーボルト校にて下車②長与ニュータウン行に
乗車し商業入口にて下車③女の都団地行に乗車
し女の都小学校下にて下車後に徒歩

ＪＲ長崎駅前の県営バス停留所で、女の都団地
行・サニータウン行のいずれかに乗車し、女の
都小学校下にて下車後に徒歩

路線バス（長崎バス）25分

路線バス（県営バス）25分

タクシー 20分

Ｊ
Ｒ
長
崎
駅

シ
｜
ボ
ル
ト
校

ＪＲ 35分

昭和町 路線バス（長崎バス・県営バス）10分

シーボルト校へのアクセス

【問い合わせ先】
長崎県立大学 佐世保校
企画広報課計画評価グループ 辻・河﨑
tel:0956-47-5852 e-mail:hyouka@sun.ac.jp

※設置構想中のため、掲載内容は予定
であり、変更する場合があります。

所在地 大学院名 研究科名 専攻名 入学定員 入学金 授業料
初年次納付金
（合計）

長崎 長崎県立大学大学院 地域創生研究科
地域創生専攻
（博士後期課程）

3名
353,000円

（県内居住者：
176,500円）

535800円
888,800円

（県内居住者：
712,300円）

長崎 長崎大学大学院 経済学研究科
経営意思決定専攻
（博士後期課程）

3名 282,000円 535,800円 817,800円

福岡 北九州市立大学大学院 社会システム研究科
地域社会システム専攻
（博士後期課程）

6名
423,000円

（市内居住者：
282,000円）

535,800円
958,800円

（市内居住者：
817,800円）

福岡 福岡女子大学大学院 人文社会科学研究科
社会科学専攻
（博士後期課程）

2名
520,000円

（県内居住者：
282,000円）

535,800円
1,055,800円

（県内居住者：
817,800円）

福岡 九州工業大学大学院 情報工学府
情報工学専攻
（博士後期課程）

14名 282,000円 535,800円 817,800円

長崎 長崎大学大学院 工学研究科
生産システム工学専攻
（博士後期課程）

15名 282,000円 535,800円 817,800円

福岡 福岡女子大学大学院 人間環境科学研究科
人間環境科学専攻
（博士後期課程）

3名
520,000円

（県内居住者：
282,000円）

535,800円
1,055,800円

（県内居住者：
817,800円）

熊本 熊本県立大学大学院 環境共生学研究科
環境共生学専攻
（博士後期課程）

3名
414,000円

（県内居住者：
207,000円）

535,800円
949,800円

（県内居住者：
742,800円）
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性別
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 男性 64           56.6        
2 ⼥性 48           42.5        

無回答 1             0.9          
N （％ﾍﾞｰｽ） 113         100         

男性
56.6%

女性
42.5%

無回答
0.9%

性別

N = 113

年齢
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 20歳代 42           37.2        
2 30歳代 34           30.1        
3 40歳代 24           21.2        
4 50歳以上 12           10.6        

無回答 1             0.9          
N （％ﾍﾞｰｽ） 113         100         

20歳代
37.2%

30歳代
30.1%

40歳代
21.2%

50歳以上
10.6%

無回答
0.9%

年齢

N = 113
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現住所
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 東京都 7             6.2          
2 愛知県 2             1.8          
3 ⼤阪府 2             1.8          
4 兵庫県 0             0.0          
5 岡⼭県 3             2.7          
6 広島県 1             0.9          
7 ⼭⼝県 0             0.0          
8 ⾹川県 0             0.0          
9 愛媛県 2             1.8          
10 福岡県 9             8.0          
11 佐賀県 3             2.7          
12 ⻑崎県 69           61.1        
13 熊本県 8             7.1          
14 ⼤分県 0             0.0          
15 宮崎県 0             0.0          
16 ⿅児島県 2             1.8          
17 その他 4             3.5          

無回答 1             0.9          
N （％ﾍﾞｰｽ） 113         100         

東京都
6.2%

愛知県
1.8%

大阪府
1.8% 兵庫県

0.0%

岡山県
2.7%

広島県
0.9%

山口県

0.0%

香川県
0.0%

愛媛県
1.8%

福岡県
8.0%

佐賀県
2.7%長崎県

61.1%

熊本県
7.1%

大分県
0.0%

宮崎県
0.0%

鹿児島県
1.8%

その他
3.5%

無回答
0.9%

現住所

N = 113
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対象者（専攻、学年等）
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 社会⼈（他⼤学⼤学院修⼠課程修了者） 70              61.9           
2 その他 0                0.0             
3 ⼤学院地域創⽣研究科地域社会マネジメント専攻（修⼠課程）1年⽣ 13              11.5           
4 ⼤学院地域創⽣研究科情報⼯学専攻（修⼠課程）1年⽣ 5                4.4             
5 ⼤学院地域創⽣研究科⼈間健康科学専攻（修⼠課程）1年⽣ 9                8.0             
6 ⼤学院経済学研究科産業経済・経済開発専攻（修⼠課程）2年⽣ 2                1.8             
7 ⼤学院国際情報学研究科国際交流学専攻（修⼠課程）2年⽣ 1                0.9             
8 ⼤学院⼈間健康科学研究科看護学専攻（修⼠課程）2年⽣ 4                3.5             
9 ⼤学院⼈間健康科学研究科栄養科学専攻（修⼠課程）2年⽣ 1                0.9             
10 本学⼤学院修⼠課程修了⽣ 6                5.3             

無回答 2                1.8             
N （％ﾍﾞｰｽ） 113            100            

社会人

（他大学大学院

修士課程修了者）
61.9%その他

0.0%

大学院地域創生研究科

地域社会マネジメント専攻（修士課程）1年生
11.5%

大学院地域創生研究科

情報工学専攻（修士課程）1年生
4.4%

大学院地域創生研究科

人間健康科学専攻（修士課程）1年生
8.0%

大学院経済学研究科

産業経済・経済開発専攻（修士課程）2年生
1.8%

大学院国際情報学研究科

国際交流学専攻（修士課程）2年生
0.9%

大学院人間健康科学研究科

看護学専攻（修士課程）2年生
3.5%

大学院人間健康科学研究科

栄養科学専攻（修士課程）2年生
0.9%

本学大学院修士課程修了生
5.3%

無回答
1.8%

対象者（専攻、学年等）

N = 113
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№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 ⼤いに興味・関⼼がある 14           12.4        
2 興味・関⼼がある 22           19.5        
3 すこし興味・関⼼がある 29           25.7        
4 わからない 17           15.0        
5 その他 0             0.0          
6 興味・関⼼はない 29           25.7        

無回答 2             1.8          
N （％ﾍﾞｰｽ） 113         100         

地域創⽣研究科地域創⽣専攻(博⼠後期課程)への興味・関⼼

大いに

興味・関心がある
12.4%

興味・関心がある
19.5%

すこし

興味・関心がある
25.7%

わからない
15.0%

その他
0.0%

興味・関心はない
25.7%

無回答
1.8%

地域創生研究科地域創生専攻

(博士後期課程)への興味・関心

N = 113
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興味・関⼼の理由(第1理由)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 専⾨の幅を広げ、将来的なキャリアの向上・業務の拡⼤につなげたいから 36              55.4           
2 新しい視点からの研究ができそうだから 11              16.9           
3 専⾨家として⾼度な知識・技術を⾝につけられそうだから 6                9.2             
4 ⼤学院（博⼠後期課程）で研究したいテーマがあるから 2                3.1             
5 社会的に⼤学院（博⼠後期課程）修了程度の学歴及び能⼒が求められているから 1                1.5             
6 学部の教育・研究では不⼗分と考えるから 1                1.5             
7 学位（博⼠）を取得するため 0                0.0             
8 学習環境に⾝を置くことで教養・資質を⾼め⾃⼰啓蒙を図りたいから 5                7.7             
9 ⻑崎県⽴⼤学に設置される⼤学院だから 1                1.5             
10 様々な⼈との交流によって、既成の価値観や発想をリフレッシュしたいから 1                1.5             
11 地元に貢献したいから 1                1.5             
12 その他 0                0.0             

無回答 0                0.0             
N （％ﾍﾞｰｽ） 65              100            

専門の幅を広げ、

将来的なキャリアの向上・

業務の拡大につなげたいから
55.4%

新しい視点からの研究ができそうだから
16.9%

専門家として

高度な知識・技術を

身につけられそうだから
9.2%

大学院（博士後期課程）で

研究したい

テーマがあるから
3.1%

社会的に

大学院（博士後期課程）

修了程度の学歴及び

能力が求められているから

1.5%

学部の教育・研究では

不十分と考えるから
1.5%

学位（博士）を取得するため
0.0%

学習環境に身を置くことで

教養・資質を高め

自己啓蒙を図りたいから
7.7%

長崎県立大学に設置される大学院だから
1.5%

様々な人との交流によって、

既成の価値観や発想を

リフレッシュしたいから
1.5%

地元に貢献したいから
1.5%

その他
0.0%

無回答
0.0%

興味・関心の理由(第1理由)

N = 65

74



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

興味・関⼼の理由(第2理由)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 専⾨の幅を広げ、将来的なキャリアの向上・業務の拡⼤につなげたいから 2                3.1             
2 新しい視点からの研究ができそうだから 6                9.2             
3 専⾨家として⾼度な知識・技術を⾝につけられそうだから 16              24.6           
4 ⼤学院（博⼠後期課程）で研究したいテーマがあるから 3                4.6             
5 社会的に⼤学院（博⼠後期課程）修了程度の学歴及び能⼒が求められているから 1                1.5             
6 学部の教育・研究では不⼗分と考えるから 0                0.0             
7 学位（博⼠）を取得するため 8                12.3           
8 学習環境に⾝を置くことで教養・資質を⾼め⾃⼰啓蒙を図りたいから 14              21.5           
9 ⻑崎県⽴⼤学に設置される⼤学院だから 3                4.6             
10 様々な⼈との交流によって、既成の価値観や発想をリフレッシュしたいから 8                12.3           
11 地元に貢献したいから 3                4.6             
12 その他 0                0.0             

無回答 1                1.5             
N （％ﾍﾞｰｽ） 65              100            

専門の幅を広げ、

将来的なキャリアの向上・

業務の拡大につなげたいから
3.1%

新しい視点からの研究ができそうだから
9.2%

専門家として高度な知識・技術を

身につけられそうだから
24.6%

大学院（博士後期課程）で

研究したいテーマがあるから
4.6%

社会的に大学院（博士後期課程）

修了程度の学歴及び能力が

求められているから
1.5%

学部の教育・研究では不十分と考えるから
0.0%

学位（博士）を取得するため
12.3%

学習環境に身を置くことで

教養・資質を高め自己啓蒙を図りたいから
21.5%

長崎県立大学に設置される大学院だから
4.6%

様々な人との交流によって、

既成の価値観や発想をリフレッシュしたいから
12.3%

地元に貢献したいから
4.6%

その他
0.0%

無回答
1.5%

興味・関心の理由(第2理由)

N = 65
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⼊学を希望するコース
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 地域社会マネジメントコース 23        57.5     
2 情報⼯学コース 6          15.0     
3 栄養科学コース 10        25.0     

無回答 1          2.5       
N （％ﾍﾞｰｽ） 40        100      

地域社会

マネジメント

コース
57.5%

情報工学コース
15.0%

栄養科学コース
25.0%

無回答
2.5%

入学を希望するコース

N = 40

№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 ⼊学したい 17         20.7     
2 5年以内の⼊学を検討したい 20         24.4     

5年より後を⽬途に
⼊学を検討したい

4 わからない 27         32.9     
5 ⼊学を希望しない 12         14.6     

無回答 3           3.7        
N （％ﾍﾞｰｽ） 82         100      

3 3           3.7        

地域創⽣研究科地域創⽣専攻(博⼠後期課程)への⼊学意向
入学したい

20.7%

5年以内の

入学を検討したい
24.4%

5年より後を

目途に入学を

検討したい
3.7%

わからない
32.9%

入学を希望しない
14.6%

無回答
3.7%

地域創生研究科地域創生専攻

(博士後期課程)への入学意向

N = 82
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希望の授業時間帯(第1希望)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 平⽇昼間の時間帯 8             20.0        
2 平⽇夜間の時間帯 14           35.0        
3 ⼟曜⽇昼間の時間帯 11           27.5        
4 夏休み集中の時間帯 5             12.5        
5 その他 1             2.5          

無回答 1             2.5          
N （％ﾍﾞｰｽ） 40           100         

平日昼間の

時間帯
20.0%

平日夜間の時間帯
35.0%

土曜日昼間の

時間帯
27.5%

夏休み集中の

時間帯
12.5%

その他
2.5%

無回答
2.5%

希望の授業時間帯(第1希望)

N = 40

希望の授業時間帯(第2希望)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 平⽇昼間の時間帯 1             2.5          
2 平⽇夜間の時間帯 15           37.5        
3 ⼟曜⽇昼間の時間帯 19           47.5        
4 夏休み集中の時間帯 2             5.0          
5 その他 1             2.5          

無回答 2             5.0          
N （％ﾍﾞｰｽ） 40           100         

平日昼間の

時間帯
2.5%

平日夜間の

時間帯
37.5%

土曜日昼間の

時間帯
47.5%

夏休み集中の

時間帯
5.0%

その他
2.5%

無回答
5.0%

希望の授業時間帯(第2希望)

N = 40
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⼊学に必要な条件整備(第1理由)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 夜間開講等、授業時間帯の⼯夫 23        57.5     
2 社会⼈特別選抜等の⼊学試験 6          15.0     
3 奨学⾦等の⾦銭的⽀援 7          17.5     
4 修了年⽉の延⻑ 2          5.0       
5 指導教授との連絡体制 0          0.0       
6 その他 1          2.5       

無回答 1          2.5       
N （％ﾍﾞｰｽ） 40        100      

夜間開講等、

授業時間帯

の工夫
57.5%

社会人特別選抜等の

入学試験
15.0%

奨学金等の

金銭的支援
17.5%

修了年月の延長
5.0%

指導教授との連絡体制
0.0%

その他
2.5%

無回答
2.5%

入学に必要な条件整備(第1理由)

N = 40

夜間開講等、

授業時間帯の工夫
7.5%

社会人

特別選抜等の

入学試験
17.5%

奨学金等の金銭的支援
7.5%

修了年月の延長
30.0%

指導教授との

連絡体制
22.5%

その他
7.5%

無回答
7.5%

入学に必要な条件整備(第2理由)

N = 40

⼊学に必要な条件整備(第2理由)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 夜間開講等、授業時間帯の⼯夫 3          7.5       
2 社会⼈特別選抜等の⼊学試験 7          17.5     
3 奨学⾦等の⾦銭的⽀援 3          7.5       
4 修了年⽉の延⻑ 12        30.0     
5 指導教授との連絡体制 9          22.5     
6 その他 3          7.5       

無回答 3          7.5       
N （％ﾍﾞｰｽ） 40        100      
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資料８ 

１．書類等の題名 

  「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ 2025」 

 

２．出典 

  長崎県 政策企画課 

 

３．引用範囲 

  ●将来ビジョン 

   本県の強み 

   https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/12/1608108146.pdf#page=20 

 

   

●政策展開の基本方向  

 施策 

 https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/12/1608109508.pdf#page=2 

 

 

  ●戦略 2-3 環境変化に対応し、一次産業を活性化する 

   ２．背景 

   ②今後の課題 

   https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/12/1608109508.pdf#page=72 

 

 

  ●戦略 3-1 人口減少に対応できる持続可能な地域を創る 

   ２．背景 

   ②今後の課題 

   https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/12/1608111014.pdf#page=1 

 

 

  ●戦略 3-2 地域の特徴や資源を活かし、夢や希望の持てるまちを創る 

   ２．背景 

   ②今後の課題 

   https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/12/1608111014.pdf#page=14 
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資料８

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/12/1608108146.pdf#page=20
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/12/1608109508.pdf#page=2
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/12/1608109508.pdf#page=72
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/12/1608111014.pdf#page=1
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/12/1608111014.pdf#page=14


 

 

●戦略 2-1 新しい時代に対応した力強い産業を育てる 

   施策１ 成長分野の新産業創出・育成 

   https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/12/1608109508.pdf#PAGE=56 

 

 

●「産業構造」が変わる！ 

   https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/12/1608108146.pdf#page=32 
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長崎県総合計画
チェンジ&チヤレンジ2025

つながり、ささえ、つくろう 長崎

3
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閃 謝 お酢 閥

夢や希望を持てる長崎県づくりを進めるために、本県が持つ強みやポテンシャル、そして
チャンスを積極的に活かしてしヽく懲要があります。

・新幹線の開業や細駅周辺の再整備、lRの誘致、県庁舎跡地の整備、民間事業者による長崎スタジアムシ
ティプロジェクトなど、長崎県の未来を大きく変えるプロジェク トが時を同じくして進んでいる。この
又とないチャンスを地域の活性化に確実に結びつけ、県民が夢や希望を感じる長崎県づくりを実現して
いくことが期待される。

(1)本県の未来を大きく変える新たなまちづくりの進展
(新幹線、IR、 MIGE施設など複数の大型プロジェクトの進展)

・明るい近未来像を県民と共有

・市町(民間、大学等との連携・ 1翻動によるプロジェクトの効果の向上

・九州各県との連携による誘客効果拡大

・父流人日の拡大による地頭活性化

・父通アクセスの強化

(2)新しい成長産業の芽 (海洋エネルギー関連、AI B IoT Hロ ボット関連、航空機関連)

日造船業に次ぐ新たな基幹産業の創出を目指し、海洋エネルギー関連産業、Al・ IoT・ ロボット関連産業、
航空機関連産業の3分里訂こおいて、今後 10年間の道標となるロー ドマップを策定し、各分野のクラスタ
ー協議会を中心に専門人材の育成やサプライチェーンの構築を推進しており、新しい成長産業として育
つていくことが期待される。

・本県を代表する基幹産業である造船関連産業で高い技術力が培われている。
・新たな基幹産業として期待される海洋エネルギー関連産業に関し、再エネ海域利用法における促進区域

に本県海域んぢ旨定されている。(全国初)

・新たな基幹産業の倉」出による雇用の場の確保

・地功産業を支える地場合業の付加価値向上

崖 鵡 姦蔭 爛

22
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(3)人材の育成力

日全国的に IT人材の不足が深刻化すると予測される中、2016年に長崎県立大学が日本初の情報セキュリテ

ィ
※
学科を開設、2020年に長崎大学力剌青報データ科学部を開設するなど、本県において高度な専門技術を

有する情報系人材の育成が進んでいく。
日本県の人材育成力を背景に IT企業の研究開発拠点の立地が進み始めている。
日本県の美しい自然や古くからの海外との交流によつて築き上げてきた歴史や文化などへの理解を深める

ことで、ふるさと長崎に愛着と誇りを持つ人材を育む教育を推進 している。若者の転出力靖果題となる中、

高校生との意見交換においては、「長崎が好きで、長崎に残ろうと思う。」「将来は長崎のために専門分野

で貢献したい。」といつた意見も出されるなど、郷土愛を持つ人材が着実に育つている。

(4)全国有数の暮らしやすさ

口「快適で便利に生活できる」「子育てしやすい」「高齢者にやさしい」「健康に暮らせる」「安全で安心でき

る」など総合的な暮らしやすさがある。(快適な気候、合計特殊出生率の高さ、犯罪率の低さ等)

H都市部と比べ、生活コス トが安いことから、経済面で収支バランスを見ると暮らしやすい。

※情報セキュリティ :イ ンターネットやコンピュータを安心 して使い続けられるように、大切な情報が外部に漏れたり、ウイルスに感染してデータが壊されたりしない

ように、必要な対策をすること

・企業誘致による雇用の場の確保

・産学共同研究ω文几点整備

・先端技術を活用できる人材育成

・地顔を支え自ら行動することができる人材の育成

置嚢 澪熊離饉 欝 熙

・地頭間競筆を踏まえた移住対策の充実

。若者の県内定香推進

・企業誘致による雇用の場の確保

・県民の理解のl足進

騒襲 澪藤譲議鹸 苺爛

-18-
23
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(5)変化に富んだ美しく豊かな自然

日本県は、五島列島、壱岐、対馬などの多くの離島と 4つの半島を有し、複雑で優美な海岸線の延長は、
約 4,178kmと 全国第 2位を誇る。

こ日本初の国立公園や世界ジオパーク、雲仙山系、多良山系、国見山系の主要山系とそれに連なる棚田な
どの美しい景観、波静かな大村湾の風景、本県ならではの生物多様性など全国に誇れる豊かな自然に恵
まれている。

・自然豊かな地頭資源を活かした施設整備の推進

。魅力ある観光まちづくりと効果的な情報発信

・移住対策の充実、関係人国の倉」出・拡大

藤 鰯 姦鰯 謂

(6)多様な歴史、文化

日六具に「丈^中国 や 両 注 ω す 1勿や す イヒ券薯「十入カトナ.｀ボ ス タヵ ごrT、 人井本 流 し栄 え て きた 歴 史 が あ り、 それ

を切語る史跡や文化財などが数多く残り、県内各地を舞台に繰り広げられた先人たちの歩みが重層的に
現在に伝えられ、個性豊かな文化が県内に浴れている。

・2018年に世界遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は、17世紀から 19世紀
の 2世紀以上にわたるキリス ト教禁教政策の下で、ひそかに信仰を伝えた人々の歴史を物語る他に例を
見ない証拠であり、本県と熊本県天車市に点在する12の資産のうち、本県には「城跡」や「集落」など
11の資産が所在している。

・2015年に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄 H製鋼、造船、石炭産業」は、日本が非
西洋地域において、わずか半世紀の間に産業国家としての地位を確立したという、世界に類を見ない産
業化の道のりを示すものであり、全国 8県に点在する23の資産のうち、長崎市に造船と石炭産業に関す
る3つの資産が所在している。

口2015年に「国境の島 壱岐・対馬・五島」、2016年に「鎮守府 横須賀 H呉 日佐世保 H舞鶴」及び「日本
磁器のふるさと肥前」、2020年に「砂糖文化を広めた長崎街道～シュガーロー ド～」が日本遺産

※として
認定され、それぞれの地域の歴史的な特徴を示ず有形・無形の文化財群が魅力的なス トーリーを形成し
ている。

・魅力ある観光まちづくりと効果的な1情報発信

・特色ある文化資源による地頭活‖留ヒ

・観光産業の活‖留ヒ・高度化

・交通アクセスの強イヒ

※日本遺産 :文化庁が全国で 104件 認定した、地域の歴史的魅力や特色を通 じて我が国の文化 伝統を語るストーリー

24

-19-
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(7)個性あふれる離島と豊かな海洋資源

日2017年度の有人国境離島法施行後、雇用機会拡充事業など、しまの人口減少対策を強力に推進する施策

について国の支援制度力溜」設され、社会減の改善など具体的な成果が発現している。
E「長崎と天車地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産など多くの歴史的資産が所在し、自然と人が共

生する島々が織りなす美しい環境や伝統文化などの地域資源を有する。
日対馬暖流や複雑な海岸地形を有するなど好漁場に恵まれ、海面漁業・養殖業の生産量及び産出額は全国

第 2位である。また、日本一の漁獲量の魚種が多数あるほか、クロマグロや トラフグ養殖では日本一の

シェアを誇る。

(3)アジアとの近接1生

日本県は、日本の西端に位置し、アジアに最も近いという地理的優位性を有する。
日古くから対外貿易の拠点であり、外来文化の人口であつた歴史を有する。
コ中国や韓国などとの長い交流の積み重ねがあり、交流関係が育まれている。

・有人国境離島法関連施策の積極的な活用

・魅力ある観光まちづくりと効果的な情報発信

・ しまの資源を活かした地頭渚性イヒ

葵 澪黙姦∈ 離粟

・アジアをはじめとした海外活力の取り込み

。海外需要を取り込むための県産品の輸出拡大

。国際交流の推進

(9)世界平和に向けた発信カ

日被爆県として、原爆被爆の悲惨さを国内外に発信し、核兵器のない平和な世界の実現を訴えていく責務

がある。
H「長崎を最後の被爆地に」との強い思いで関係団体が連携しながら平和発信の取組を実施してきている。

・被k暴県として、市町等と連携した世界への平和発信

路鍵澪三蔭崇∈ 述鵡

-20-
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― H27に「金融バックオフィス構想Jを打ち出し、金融 ,保険、BPO(ビジネスプロセスサービス)、

さらには情報通信 (lT)関 連企業の誘致に、強化して取り組んでいます。

‐出2912に 、県のオフィスビル「クレインハーバー長崎ビル」が完成。

1近年のBCP(災害)意識の高まり、人材確保難などにより、本県の強み (災 害が少ない、情報
系大学の存在、優秀な人材が確保できるなど)が評価され、:T企業の立地が続いています。

<IT企業の立地と主な業務>

め社会インフラの維持管理
ソリューション開発

翠A:・ ET・ セキュリティの研究開発

斡RPA等の業務系ソフトウェア開発

ぐ業務系ソフトウェア開発

お物流効率化ソリューション開発

馨
"也

域課題解決に向けたソリュ…ション開発
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挙人口知能 (Aけ を活用した
地図データ開発

むontributors

入材供給力の強1と、企業集頼へ誘引

澪襟(総 ざヾベーミヽヾミヽミくべ＼＼
磯＼ミぶミヽ ヾ黙鶯ミ玲ヽ静講、卜ヽ溢ミ

スタートアップ企業や起業指向者、企業、大学、
金融機関など様々な人材が交流し、アイデア
や技術を高め合う場が誕生 (2019年 )

隠<∈ミK/隠葵ヽボ謂禁陰華

^ヽ

葦≦添陰
―
県立大の情報セキュリティ学科は、全国初の専F目学科。機密データを扱うバックォフィス

やA1/ioT開 発拠点への人材供給と県外から人材を吸引する効果も発揮。

1長崎大学の情報データ科学部は、地方に少ないデータサイェンティスト養成教育機関。
＼ 嬢◇ 純ゝ〆$
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■ 県内企業においてロボットラボを開設(‖ 29.11)。 大手不足解消にもつながるロボッ

ト事業に力を入れており.実績につながつていますぅ

産業交流施設「SttB∪ YA QWS」 と長崎の
地域課題・エンジニアコミュニティをつなぐ
戦略的アライアンス !

ll

壌
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政策展開の基本方向

報欧切翻要酉爾尉コRンフ ド=

●の

0②大学と連携した地域が求める人材の育成と地元定着の推進
0暑女が性別にかかわりなく個性と能力を発揮できる社会づくり
●④キヤリア教育の推進と企業を支える人材の育成・確保
●の担い手の

●⑥医療・介護・福祉人材の育成・確保
●のの 用

０
三
●

活躍

0の向上、人 口

●①結婚、妊娠・出産から子育てまでの一貫した支援
_

●②郷上を愛し、地域を支える心豊かな人材の育成

境づくり

④学力の向上と一人一人に対応した教育の推進
⑥グローバル化社会を生き抜く力を持つた人材づくり

育み、

できる地域し

一●

へ の

●出

●

０
一
　

一●

●

０
一
一●

力の取

の

●の向上
●
一
一●

エ

つ

●

●⑥地域の医療、介護等のサニビス確保
0ら 交

●⑤ICTを活用した地域活性イビと行政運営の効率化

交通ネットワークの

●
三
●

0②九州新幹線西九州ルートの整備と開業効果の拡大
0
0④しまや半島など地域活性化の推進
●

⑥国際交流と平和発信の推進

①犯罪や交通事故のなしヽ安全・安心なまちづくりの推進

の安定・向上

〉災害に強く、命を守る強靱な地域づくり
しし り

繭 会の実現を目指した快適なライフスタイルの普及

り

綴

‐

0印はまち・ひと。しごと創生総合戦略と共通の体系
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盟

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目 標年)

新たな基幹産業 3分野における売上高 507億円(H30年 ) 1,210億円(R7年 )

新たな基幹産業 3分野における雇用者数 3,809人 (H30年 ) 7,000人 (R7年 )

① 薪たな基幹産業の観越と(薄洋エネデ♭ギー関連産業等)

県内海頭への実証・商用事業の誘致に加え、分野ごとの中核企業を中心とした共同受注体制の形成及

びアンカー企業※創出とサプライチェーン構築を支援することにより、県内企業の受注拡大を図りま

す。

また、再生可能エネルギーの主電源化に向けた電力の利活用検討等により県内企業の新規事業分野

への参画を推進します。

・事業誘致体制の3強化及び商用イしフイールドの導入の促進

・アンカー企業の創出及び分野毎の中核企業育成による共同受注体制構築の支援

・海洋エネルギー関連産業の技術開発と欧州の先進事例を活用した実践的な専門人材の育成

。再生可能エネルギーを活用した県内企業の事業化の支援

●めざす委

・ オープンイノベーションの取組が活発とな

り、新たな基幹産業を含めた成長分野の新産

業の倉」出・育成が進み、関連の屋
~用

が増加し

ている。

・サプライチェーン※を形成することにより、新

たな基幹産業 3分野の売上高が増加してい

る。

0取組の綴要

・海洋エネルギー関連、航空機関連分野にお

ける中核企業の誘致などに取り組むほ

か、AI・ IoT・ ロボット関連分野における

高度専門人材の育成、ヘルスケア産業の

高付加価値化などに取り組みます。

・新たな基幹産業 3分野における専門人材

の育成を図ります。

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

海洋エネルギー関連産業における売上高 1億円(H30年 ) 101億円(R7年 )

海洋エネルギー関連産業における雇用者数 3人 (H30年 ) 905人(R7年)

※サプライチェーン :製品の原材料・部品の調達から、製造、在廉管理、配送、販売、消費までの全体の一連の流れ

※アンカー企業 :技術 価格を含む企画提案を行い、設計 '製造から据付 施工までの分野単位または全体を受注し、地域に配分できる企業
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② 新たな基幹産業の制出 (Atet③T・ 電lボ ット鶉達麓禁)

AI・ IoT・ ロボット関連分野において、高度専門人材の育成及びそれらの先端技術を提供するサプ

ライヤー企業※と県内企業とのマッチング等により、先端技術の活用を促進するとともに、事業拡大や

新たなサービスの創出につなげ、県外需要の獲得等を促進します。

また、企業と大学の共同研究を促進するとともに、民間でも取り組まれている大学生や高校生と企業

との交流イベント等を通して県内企業の知筈度を高めることで、若者の県内就職を促進します。

・県内企業における Al・ IoT。 ロボット導入の促進

・県内サプライヤー企業における高度専門人材の育成

・県内サプライヤー企業の事業拡大や新たなサービスの倉」出を促進

・誘致企業と県内企業の連携促進

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

A卜 bTロ ロボット関連産業における売上高 456億円(H30年 ) 1,014億円(R7年 )

AlabTEロボット関連産業における雇用者数 3,306人 (H30年 ) 5,145人 (R7年 )

③ 新たな基幹蓬繋の観協 (艤空機関連薩繋)

世界的な拡大が見込まれる民間航空機需要を取り込み、受注拡大と雇用創出を図るため、航空機関連

産業への県内企業の新規参入や企業間連携によるサプライチェーン本歯築・3蛍化を促進するとともに、付

加価値の高い航空エンジン部門での一貫生産体制の構築を目指し、県内企業の技術力向上、クラスター

機能※の強化など嚇要な環境整備を推進します。

・ 中核企業 (大企業等)の誘致・育成

・企業間連携や認証取得等による県内企業の育成 。新規参入の支援

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

航空機関連産業における売上高 50億円(H30年 ) 95億円(R7年 )

航空機関連産業における雇用者数 500人 (H30年 ) 950人(R7年 )

④ 驀齢r協率立会〔こ鷲感す轟ヘルスケゾ達羹※の糠輿
超高齢社会や健康意識の高まりを背景に、◆後の成長が見込まれるヘルスケア産業において、異業種

連携によるサービスの複合化や地域資源の活用等により、健康寿命延伸につながる付加価値の高いヘ

ルスケアサービスの創出を促進し、成功事例を広く普及させることで、本県のヘルスケア産業の底上げ

を図ります。

・ヘルスケア関連分野の新たなサービスの事業化の支援

※サプライヤー企業 :商品やサービス、あるいは商品の原料や部品などを供給する偵」の企業
※クラスター機能 :企業や大学等が地域に集積し、相互の連携等を通じて新たな付加価値を
※ヘルスケア産業 :公的保険を支える公的保険外の健康増進、介護予防、生活支援等に資す
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指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

支援事業者のうち、前年比で売上がアップした事業

者の割合
100%(R7年度)

③ 蕪立太攀鱚韓乾率ュリテイ建攀異翻観究セン伊― (硬称)※を通躊した題糞綴攘

全国的に情報セキュリテイ人本オが不足する中、全国初の情報セキュリティ学科を有する長崎県立大

学において産学連携の拠点となる1青報セキュリテイ産学共同研究センター (イ反称)を整備し、企業との

共同研究等を推進するとともに、実践的な孝女育を通じて即耕力となる高度専門人材の育成と県内産業

の振興を図ります。

・大学と企業による共同研究等を通した連携のl足進及び産業の振興

・ 情報セキュリティ高度専門人材の育成 (社会人を含む)

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

取り組んだ共同研究数(累計) 7件 (H30年度) 64件(R7年度)

※県立大学情報セキュリティ産学共同研究センター (仮称):企業との共同研究や人材育成等を目的に、企業が入居できるラボや学生と企業が交流するスペィスなどを有

する施設。令和 5年度供用開始を目指し整備を進めている
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戟略2-3 環境変化に対応し、一次産業を活性化する

畷 罐 饉困

餞           ∈ Ⅷ 惟 Ⅷ ≦ 斡

■スマート農林業の導入により、生産性の向上、労働環境が改善され、所得が向上することで、多

くの若者から選択される産業として確立している。

■国内外の市場需要に対施できる競多力のある産地が数多く形成されている。

悪趨維幾灘欝塾鍵饉鹸甥∞欝鍵慧錘鰻幾鍵饉蔭穐

■スマート水産業の導入により、生産性の向上、労l動環境が改善され、所得が向上することで、多

くの若者から選択される産業として確立している。

■藻場の回復や水産資源の持続的な利用により、環境や社会の変化に対応した多様な漁業が展開さ

れ、生産者の所得が向上している。

■浜の魅力を活かした漁村づくりなどが進み地頭に活気が浴れている。

ミ憩

■安全・安,いな県産水産物が国内外に広く流通し、収益性の高い産業として確立されている。

錢 Ⅷ 趨 鯉 瞼 惟 蕊

■TPPll※、日 EU・ EPA※、日米貿易協定
※など国際化の進展

■海外における国産農畜水産物需要の高まり

■高齢農家のリタイア等により産地規模が縮小する一方で、 1戸当りの経営面積の拡大

■省カイLや高単収が期待されるスマー ト農林水産業技術の進展

■水産資源の変動と漁獲規制の強イヒ、大型台風・暴風等の気象変化や藻場の衰退

■国の水産政策の改革により、海面利用制度の見直しや新たな資源管理方式の導入

建蛉機∞腰∈

■地域の実情に廂 したスマー ト農林水産業の普及拡大

■担い手への農地集積及び農地基盤整備の加速イし

■市場との関係強イし、輸出の取組拡大、食品製造業との連携強化

■収益性の向上や雇用確保、水産資源の持続的利用や藻場の回復など

■拠点漁港※における生産・ 流通基盤の強化や既存ス トックの有効活用

■国内外に向けた多様な販路開拓と高度衛生管理体制の構築

■社会経済の変動や不漁などに対廠できる足腰の強い漁業経営

Q灘添輩ベ 熱 饉 瞼 機 轟 ヽ器 鸞沙鳥 《ぷ 講 静 静 鸞が誘

■地理的条件が厳 しい中、地域の特性を活かした多様な農林業が展開

機

アジア
EPA:

の 定で 2018 12 に

※日EU 日本と で 2019年 2月 に発 効

※EPA(経済連携協定) 貿易の障壁等を削除 撤廃することに加え、投資ルールや知的財産の保護等も盛 り込み、より幅広い経済関係の強化を

目指 し特定国 地域の間で締結される協定

※日米貿易協定 :関税や輸入割当などの制限的な措置を、一定の期間内に撤廃もしくは軽減などを取 り決めた日本と米国の 2国間貿易協定で、2020年 1月 に発効

※拠点漁港 :漁船の停泊、出漁準備、水産物の睦揚や出荷など地域で中心的な役割を持つ漁港
107
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■地頭別・品目別の産地計画※に基づき、生産部会・」A・ 県等が一体となって、生産・流通・販売

対策に取り組む体制が構築

■佐世保市のみかん、雲仙市のブロッコリーなど他県に誇れる産地の存在

■様々な魚種を、様々な漁業種類で漁獲しており、漁業経営の多角化が可能

■海面漁業・養殖業の生産量及び産出額は全国2位
■漁港を核に形成された集藩が多く、漁港が地域活性化の拠点として活用可能

④銃計置の主な威崇

■農業・林業産出額の増加 (農業日25年 :1,444億円→日30年 :1,499億円、林業 H25年 :

61億円→HSO年 :75億円)

■産地計画策定産地の販売額の増加 (H25年度 :965億円→H30年度 :1,048億 円)

■農産物・木材の輸出額の増加 (H26年度 :424百万円→Rl年度 :727百万円)

■水産物輸出額 (関係団体分)の増加 (H26年度 :11億円→R司 年度 :31億円)

■漁業所得 (1経営体平均)の増加 (日25年 :2,239千円→H30年 12,382干円)

※産地計画 :農協部会、法人等が販売額増加を目指して産地規模拡大や高品質化、多収化等、今後 5年間の目標を設定し、計画実現に向けた生産、担い手、農地、
販売対策を示した計画書

108
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錘 圏

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目 標年)

農業日林業産出額 1,574億円(H30年) 1,804億円(R7年 )

生産農業所得 570億円(H30年) 686億円(R7年 )

③ 生産性の高しヽ罐林業塵飽の奮成

米、園芸、畜産、木材など地域・品目ごとに所得向上を図る「産地計画」を基軸とし、スマート農林

業の展開などにより、経営規模の拡大、単収・単価の向上、コス ト低減などに取り組み、生産性の高い

農林業産地の育成を図ります。

・水田をフル活用した水田農業の展開

・ チャレンジ園芸 1000億※の推進

・ チャレンジ畜産 600億※の推進

・ 県産木材・ 特用林産物
※の生産拡大

・ 産地の維持拡大に向けた革新的新技術の開発

●めざす姿

・スマート農林業の導入により、生産性の向上、

労働環境が改善され、所得が向上することで、

多くの若者から選択される産業として確立し

ている。

・ 国内外の市場需要に対応できる競争力のあ

る産地が数多く形成されている。

0験織の機要

・地功別・品目別の産地計画を基軸とし、農

林業の生産基盤の強化や先琉技術を活用

したスマート農林業※の普及拡大、市場と

の関係強イし等により、「産地の維持拡大」

を進め、農林業者の所得向上を図ります。

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

産地計画策定産地の販売額

(米・園芸口肉用牛・養豚)

1,021億円(H29年) 1,114億円(R7年 )

※スマー ト農林業 :ロ ボツト技術やICT(情報通信技術)を活用して、省力化 '精密化や高品質生産を実現する新たな農林業

※チャレンジ国芸 1000億 :令和 7年度の国芸産出額 1000億円の実現に向け、産地計画を基草山として行う生産 流通 販売対策

※チャレンジ畜産 600億 :令和 7年度の畜産産出額 600億円の実現に向け、産地計画 (畜産クラスター計画)を基軸として行う生産 流通・販売対策

※特用林産物 :木材を除いた、森林原野を起源とする天然または栽培生産物の総称であり、食用のきのこ類や木炭等多くの種類がある

-104-
109

93



② 産1色の維持拡大tこ惑要な生産基盤の強倦
人・農地・産地プラン※の実現に向けた震地の基盤整備、水田の汎用化、農地中間管理事業※の活用等

による農地利用集積、荒廃農地の利活用を推進します。

また、森林施業の集約化により生産基盤を強化します。

・大規模化・ 省力化を支える生産基盤整備の加速化

・担い手への農地集積及び森林施業集約化の加速化

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

農地の基盤整備面積 17,361ha(H30年 度) 18,224ha(R7年度)

担い手への農地集積面積 19,448ha(H30年 度) 21,600ha(R7年 度)

③ 産地の維持拡大を支える競亜・ 鴻達 。韻斃期察の機F色

農林産物の国内外への需要拡大に向け、県産農畜産物のブランドカの向上、地域中核量販店との連携

強化、木材の用途拡大を図るとともに、輸出産地の育成や新規輸出国 。品目の開拓を進めます。

また、農商工連携※、加工・業務用産地の育成や有機・特別栽培の取組を強化します。

・ 本県農林産物の需要開拓に向けた国内外の販売対策の強化

・農商工連携等による農産物の加工と付加価値向上の推進

農産物百木材の輸出額

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

771百万円(H30年度) i,265百万円(R7年度)

※人・農地・産地プラン :農業者が話合いに基づき、地域(産地)に おいて中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、農地の利用、品目のゾ
(産地)に おける農業の将来像を明確化したもの

※農地中間管理事業 :農地中間管理機構が、農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を進める担い手へ農地の集積 集約化を進める事業
※農商工連携 :農林水産業者と商工業者の方々がお互いの「技術」や「ノウハウ」を持ち寄つて、新しい商品やサービスの開発 提供、販路の拡大

―ニング等当該地域

などに取 り組むこと
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縄 騒
●めざす嚢

・スマート水産業の導入により、生産性の向上、

労l動環境が改善され、所得が向上することで、

多くの若者から選択される産業として確立し

ている。

・ 藻場の回復や水産資源の持続的な利用によ

り、環境や社会の変化に対応した多様な漁業

が展開され、生産者の所得が向上している。

・浜の魅力を活かした漁村づくりなどが進み地

域に活気が浴れている。

●取組の概要

・漁業生産を支える水産資源の維持・増大に

取り組み、スマート水産業
※の推進など漁

業者の経営力強化に向けた取組を推進し

ます。

・拠点漁港において、生産・流通基盤の強化

を図り、漁港施設の有効活用や異業種と

の連携による浜や地頭の魅力を活かした

漁村づくりを推進します。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

海面漁業生産量
29万トン

(H30Jキ )

31万 5千トン

(R7年 )

海面漁業産出額
636億円

(H30J準 )

660億円

(R7年 )

1経営体あたりの平均漁業所得額
2,394千 円

(H26～ H30年平均)

2,729千 円

(R7年 )

① 漁糞誓の経鐵力機1と

漁業所得の向上や雇用の増加を図るため、県独自の「地功別施策展開計画※」の策定により、地域ご

との漁業実態に応じて効果的な施策を実践し、好又益性の高いモデル経営体の育成や取組に跡要な機器

整備等を支援するとともに、漁業者と浜を支える漁協の組織と機能の強化やスマート水産業を推進し

ます。

。「浜プラン※・広域浜プラン※」や「地頭別施策展開計画」の実践

・ Ⅲ又益性の高いモデル型経営体の育成とその取組事例の普及

・ 経営強化のための支援体制拡充

・収益性向上等の取組に隊要な機器等の整備や活動への支援

・高精度な漁場予測等の情報の漁業者への配信及び最先端機器、ICT等を活用したスマート水産業の

推進

・ 漁業者と浜を支える漁協の組織と機能強イヒ

・ 漁業経自の多角化を促進させる漁業許可の有効活用

※スマー ト水産業 :ICT(情報通信技術)を用いた海洋情報などのビッグデータの収集や、これらを活用したシミュレーションモデルなどの活用で、生産活動の省力化

※電振養紀黎驚鴇罫雷守異9警9の取組を促進するため、浜プランの個人別漁業データを活用し、地域ごとの漁業実態、経営状況を把握、分析し、地域で取り組む具体

嚢善9畠9:54皇 号:き言ξ争暑と法戦雲黒尉昆義奈埋義ご幕台蓑言俄隆豊轄宅器Э昂七よ旱み督跳ど宅是争曽奄腎裸負保詫琢最忍ぢ亀量握夢了7予輩昂淫賃
)
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指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

1経営体あたりの平均漁業所得額
2,394=千 円

(H26～ H30年平均)

2,729千 円

(R7年 )

経営計画策定者のうち漁業所得が向上した者の割
△
ロ

63%(H30年度) 70%(R7年度)

② ,よ達麓濠の縫静 嬢太の麓めの通観な羹濠簿鸞の撻趨越漁饒づくり
水産資源の維持・増大を図るため、漁獲可能量 (TAC)※を基本とする国の新たな資源管理方式に

加え、漁業者の自主的な管理に取り組むとともに、漁場環境の変化に対応しつつ産卵や幼稚魚育成の場

としての藻場※の再生及び)中合の基礎生産力の増大による漁場づくりを推進します。

・安定した漁業の実現に資するため、改正漁業法に基づく水馘の総合利用と適正・有効な活用の促進

・資源管理方針と漁獲量等の適切な管理による資源の持続的利用の確保

・資源管理と増殖場※造成、種苗放流
※の効果的な組み合わせによる重要資源の早期回復

・悪質・広域化する密漁撲滅に向けた漁業取締の実施

・ハードとソフトが一体となつた藻場回復対策の推進

・既存漁場の再生・保全と新規漁場の造成

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

漁場整備面積 622km2(H26年 度) 822km2(R7年度)

最適な放流手法と適切な資源管理措置を講じるモ

デル魚種数(累計)
5魚種(R7年度)

③ 生産・流通基盤の機1ると濃構の籐わしヽ創趨越鶯tサ筵浜の韓壌攘鶴
水産業の成長産業化を後押しするため、拠点漁港の生産・流通基盤の強化を進めていくとともに、漁

村の賑わい創出に向けた、既存施設の有効活用と維持補修対策、就労環境を改善する浮桟橋、[方風・防
暑施設等の充実や防災減災対策を進めていきます。

・拠点漁港における生産・流通基盤の強化

・既存ストックの有効活用と朝略的な長寿命化対策

・ ヨット等の寄港増による交流人□拡大

・ 高齢者や女性、新規就業者がl動きやすい漁港づくり

・災害に強い漁村づくり

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

生産性の向上に資する基盤整備完了漁港数 0漁港(Rl年度) 15漁港(R7年度)

※漁獲可能量 (TAC(TotalA■ o、、「aЫe Catch〉 ):特定の水産資源につき、資源動向等を勘案して、漁獲が許される上限量を設定して漁獲を管理する制度で、現在、国内
では8魚種が対象 (平成9年 1月 から実施)

※藻場 :海岸で海中に海藻や海草が密生し、それがある程度の広がりをもっているところをいう。水生生物の産卵 育成 生息場として重要

菱窪警綴嘉P資界基B郁毛薙冨患F尼鷺λ奪昼患啓唇k丁と益雲条惚俣壱習P児め摯曇塁警蜀宗詈供冥善ぎ写急昌暮しi盗践£涙写警甘冬聾套姦彊鳥与景組
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④ 霙業権との連携|こよる浜の達性1と

交流人口や

"又

入、雇用者数の増大による浜の活性化のため、観光業、食品加工業、エネルギー産業な

どの異業種との連携を図り、体験型漁業や漁協等の協力のもと「釣り」を滞在型観光のツールとした魅

力的な地生或ブルーツーリズム※等の構築を推進します。

・「釣り」を滞在型観光のツールとした魅力的な地域ブルーツーリズムの構築

・海洋エネルギー産業との連携による地頭の活性化

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

離島の漁村集落への入込客数
2,900人

(H30年度)

3,950人

(R7年度)

異業種と連携して漁村地域の活性化に寄与した新

たな取組の件数

3件

(H28～ H30年度平均)

3件

(R7年度)

※ブルーツーリズム :島や沿海部の漁村に滞在し、魅力的で充実したマリンライフの体験を通じて、心と体をリフレッシュさせる余暇活動の総称

-108-
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騒 田
●取組の概要

・ 輸出など新たな需要に対応した養殖業の

成長産業イヒを推進するとともに、「 RttΩ

性」や「簡便性」といった多様な消費者二

―ズに庖した商品づくりに取り組み、県

産水産物の販路拡大や、高度衛生管理体

制の構築等による輸出拡大を図ります。

●めざす姿

・安全・安,いな県産水産物が国内外に広く流通

し、収益性の高い産業として確立されてしヽる。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

海面養殖業産出額 378億円(H29年 ) 400億円(R7年 )

水産食品加工品出荷額 361億円(H29年 ) 400億円(R7年 )

① 麓確業の成長蓬業化
養殖産出額の増大及び養殖業者の所得向上を図るため、水産政策の改革※に伴う国事業を積極的に活

用しながら、輸出など新たな需要に対廟した養殖業の成長産業化に向けた漁場再編や新規参入、販路拡
大等を推進します。

・漁場再編と新規参入などによる漁場の有効活用

・養殖産地の状況に応じた魚づくりや販路拡大等の取組計画の策定と実践支援

・海外で評価される商品づくりと安定的な生産が継続できる体制づくり

・収益性向上に緊がる新技術開発の推進や既存技術の改良及び普及

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

海面養殖業産出額 378億円(H29年 ) 400億円(R7年 )

② 黒産水産物の饉肉簸莞力の強1色

本県水産物の更なる販売力強化と消費拡大を図るため、社会経済の変動に伴う消費者三―ズを的確
に捉えた売れる商品づくりと安定した商品供給体制の構築に取り組むとともに、長崎県の魚愛用店※

等
の利用促進を推進します。

・即食性や簡便性を求める多様な消費者ニーズに対廟した商品づくり
。売れる商品の安定生産と供給体制づくり

※水産政策の改革 :水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ漁業者の所器向上と年齢のバランスのとれた漁業就業構造の確立を目指すもの
※長崎県の魚愛用店 :長崎の魚を積極的に活用したメニューを提供する店として県が認定した飲食店。認定店を増やし県産水産物の県内 地域内での消費拡大を図る

114
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・長崎県の魚愛用店等の利用促進による県産魚消費拡大

指  標 基準値(基準年) 目標値(目 標年)

新たに取引を開始した商品の取引額(累計) 4.2億円(R7年度)

③ 無麓,よ藤物の霊外販売殉の強葦ヒ
輸出先国における産地間競争が激化する中、海外市場での競争力を高めるとともに、新規市場の開拓

により輸出の継続・拡大を図るため、社会経済の変動にも対応できる更なる商品力の強化や安定生産・

供給体制の構築等を推進します。

・県産水産物の輸出促進 (海外での本県水産物の PR、 海外ニーズに合う商品づくり、輸送ルート

や新規販路の開拓)

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

水産物輸出額 27億円(H30年度) 50億円(R7年度)

④ 轟麓簿隻簿運|こ簿感し筵体制の麓纂
高度衛生管理に対応した生産体制づくりを図るため、国の衛生管理基準に基づいた品質管理マニュ

アルによる衛生対策、日ACCP等の普及への取組、消費者の求める安全・安,いな商品づくりに隊要な

機器整備等を支援するとともに、水揚げ岸壁と荷拐」所を一体的に整備していきます。

・ 魚市場等の衛生管理体制の構築

・ 国内外の販売先エーズに対応した 日ACCP等の衛生管理基準を満たすためのハード・ ソフ トの支

援

・安全・安,いな商品づくりに向けた機繋整備を支援

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

高度衛生型荷さばき施設がある魚市場数(累計) 0箇所(H30年度) 2箇所(R7年度)
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蜘

朝略3-1 人日減少に対応できる持続可能な地域を創る

《轄虻Ⅷ鵡鯵馨斡拳欝握憩蓮驚灘ミ痙藁轟藝、ド嚢響漢慈嬢機驚慈鸞さ幾鍵逢
■安定した行財政基盤のもと市町の行政サービスが提供され、地域活動を行う多様な主体が支えあ

い、人口減少に対施できる持続可能な地域社会づくりが進んでいる。

期

■集落が持つ景観、伝統、睫化などの魅力を発揮しつつ、地上或ビジネス※の展開や生活環境の向上

により、安,い して碁らしやすい環境が整備され、多くの若者等の移住・定住や都市部との交流が

増加し、多様な人達が支えあい、活躍することで、活気や賑わいがあ心、れている。

鑑 握鯰趨蔭縄麓韻欝餞叢碁麟鳥饉攘

■県民の医療・介護・福祉への不安んヾ解消されている社会となつている。

■高齢者が暮らし続けたい地頼で暮らすことができ、できるだけ健康な状態を保つとともに、要介

護状態となっても財要な医療や介護・福祉サービスが受けられる。

饉 Ⅷ 鍵 撻鍵鵜 _餓透翻鍵鷺騨攘蔭趨鰻黛虻 鉾饉饉
■県民誰もが使いやすく安,い して利用できる地域公共交通が維持され、県民の地生或交通への不安が

解消されている。

(欝ミ驚雑慈幾逮Ⅷ 綾飛 il鍵
驚遠総飛だ蔭∞鵜鰈蔦

■離島や半島地区をはじめ、県内において5G※などの次世代情報通信環境が整備され、県民が豊

ア〕`で質の高い生活を送ることができている。

■AI、 loTな どの ICT利活用が進み、地域課題の解決による地上或活性化や産業振興が図られてい

る。

■行政のデジタル化が進み、質の高い行政サービスが提供されている。

饉基機鰯謎鍵機黙荼遵餞攘鰯腱馨襲韻趨

■インフラの戟8各的な維持管理・更新等の実現により安全・安,と`」ヽが確保されてしヽる。

Q渥握蕪鵜農餞趨濾
■人□減少や少子高齢化の進展による地域コミュニティの衰退や生活支援機能の低下
■人プマの意識や価値観が多様化、複雑化し、行政だけでは対応できない地頭課題が顕在イヒ

■高齢化による集落戸数の減少に伴い、農地、森林の保全等集落機能のl氏下や存続が懸念

■高齢単身世帯や高齢者のみの世帯の増加

■地1)公共交通を取り巻く厳しい経営環境

■デジタルガバメント※の構築に向け、行政手続の原則オンライン化の動き

■スマートフォンやモバイル端末の普及が進み、loT、 AI等による第 4次産業革命が進行

■本県では 20年後、建設後 50年以上経過するインフラ施設が急速に増加する見込み

斡

嚢旱3ガ顆豪つぎ勁 最編粥蒻争窪驚鳥E下警農協ぞ鹿S毬吾鞠 茜材協甚ギ〒話]畿、涯観鷲駆酸錦徴サビスを離すことにより
行政の在 り方そのものを変革 していくこと
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■地域の生活や暮らしを守る活動について、自治会や NPO団体など地域活動を行う多様な主体が

参画し、支えあいながら、地域住民が主体となつて取り組むことができる体制の構築

■農山漁村資源の維持・保全

■高齢化の進展等に伴う医療需要の変化や広功的な感染症等への対応

■地域包括ケアシステムの構築・ 充実

■持続可能な地戦公共交通の維持・確保

■通信基盤の整備促進及び AI・ IoT等の先端技術を利活用した地域課題の解決や地域活性化の推進

■ICT利活用による行政運営の効率化

■インフラ施設の老朽化による事故の未然防止及び維持管理に係るコストの縮減

癒)遼姦ヽまミ 熱 鍵 瞼 機隷 鱗ヽ鸞拶撫《 ∵ 鸞 鰺ぽ

■2つの国立′ム`園や多くの島ノマと半島、複雑な海岸線、波静かな太村湾、山岳・火山、温泉など変

化に富んだ美しく豊かな自然を有し、環境保全活動の基盤がある

■県立大学における日本初の情報セキュリテイ学科の設置や産学共同研究センター (仮称)の倉」

設予定、長崎大学情報データ科学部の開設、また、IT関連企業の誘致が進んでいることから、

情報分野に強い人材の育成や専門的な知見を活かす環境ができている

■感染症専門医数 (人 □ 10万対)が全国 1位であるなど、大学等と連携し、知見を活かした感染

症対策を行う基盤がある

■歴史的・ 技術的価値が高い土木遺産が県内に多数存在する

■新たに集落維持・活性イヒに取り組んだ件数 (累計)(H28～ Rl年度 :17件)

■農産物直売所、グリーンツーリズム※の売上額の増加 (H26年度 :106億円→Rl年度 ¬ 11.6

億円)

■効率化・ バリアフリー化への船舶更新数と離島航空路の機体更新数 8件 (Rl年度)

■市町の固定系超高速ブロードバンド※要整備地区における整備地区数 (H27年度 iO地区→Rl

年度 :10地区)

■橋梁の補修実績数 (H26年度 :153橋→Rl年度 :208橋 )

※グリーンツーリズム :農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動

※超高速ブロー ドバンド:光 ファイバー、ケーブルテレビなどの情報通信回線ヤ円のことで、下り30Mbps以上で大容量情報が送受信が可能なもの
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指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

持続可能な地域づくりに取り組む地域(団体)※数 74団体(H30年度) 250団体(R7年度)

地域運営組織等と連携した活動を行う団体数(累

計)
28団体(R7年度)

観
●取組の綴要

・地域住民や NPOな ど多様な主体の連携

により、集藩や地域コミュニティの維持・

活性化や環境保全活動を推進します。

・ 連携中枢都市圏等の地域間連携等を支援

します。

●めざす姿

・安定した行財政基盤のもと市町の行政サービ

スが提供され、地域活動を行う多様な主体が

支えあい、人□減少に対応できる持続可能な

地域社会づくりが進んでいる。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

持続可能な地域づくりに取り組む地域(団体)数 74団体(H30年度) 250団体(R7年度)

④ :色域住棗が主体となつた纂藩・地域コミュ主ティの維持・活性rとの雑遼
人□減少や少子高齢化により、集藩や地功コミュニティの維持が難しくなるため、市町が中心とな

り、集藩生活圏※の中の様ノマな生活支援サービスや活動をつなぎ合わせ、地域住民主体による新しい地

域運営の仕組みを形成する小さな拠点※づくり、集藩・地域コミュニティの維持・活性化を推進します。

。地功住民主体による地頭運営組織※の立上げ・育成に向けた支援

・地域課題解決の担い手となる NPOの育成、NPOと地功運営組織等とのマッチングに向けた支援

・地朝の拠点となる商店街の活性化に向けた支援

・ 商店街を拠点とした地頭コミュニティの活性化に向けた支援

・新型コロすウイルス感染症を機に重要性が再認識された「其助」や「コミュニティ」による生活支

援サービス (買物支援、移動支援など)確保に向けた民間企業や NPO法人等との連携や広功的な

展開、ICT等技術の活用

・ 特定地域づくり事業推進法※を活用した地朝の担い手の確保

※小さな拠点 判学 校区な工 複数の集落が集まる地朗 これ て 、商点 診療所な
宅縁傷毒盗盪言倦与後絶

活弘 猟 て 珈 する範囲でつは 各集落とコミュニティ

※
ぞる急蕩雲写|二≧豪濡書をきξ言逮斑ヨ言魯尊

奪:1亀d品遷ド挙と絶槙ザ奢憲法の新たな枠組として令和2年 6月 に施行された「地域人口の急減に対処するための

※
鼈緩妥墓録露良牝橘?見駿箔宅髯離 鍮

人々が中心となって形成され、地去,戎 内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、

※持続可能な地域づくりに取り組む地域 (団体):地域運営組織に同じ
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② 持続可能な社会の構築のた翰の環境1崇全透動の健進や醸撓教薄等の推進

将来にわたり豊かな県民生活を維持するため、環境と経済の両立を図りながら持続可能な社会を構

築する町要があります。そのためには、学校等、家庭・地域、事業者、行政といつたあらゆる人メマが様ノマ

な場で環境保全活動や環境教育の推進に取り組むことが重要です。

・環境ア ドバイザー※や環境学習総合サイ ト等を活用した環境に関する矢□識の普及、情報発信等

・ 生物多様性の恵みに心、れる機会の増加と普及啓発、広報の推進

・ 県民、事業者、NPO、 行政等が連携、協l動 した環境保全活動の推進

・ 市町と連携した環境教育を実践する人材育成の推進

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

身近な環境保全活動に取り組んでいる人の割合 61.9%(H30年度) 84.1%(R7年度)

③ 韓鐵の籍麟政基錢の強奪じ

人口減少や人口構造の変化、新しい生活様式の普及などの時代の変化に対慮し、持続可能な行政サー

ビスを提供できる行財政基盤の構築・強化を支援します。

・ 県と市町の人事交流による人材育成

・行財政基盤強化に向けた各種研究会の開催

・ 連携中枢都市圏
※
等、地域間連携の支援推進

指  標 基準値(基準年) 目標値(目 標年)

財政健全化法※における計画策定団体の数 0団体(R2年度) 0団体(R7年度)

④ 黒罠と共fこ取り組むS圧)Gsの撻進

「誰一人取り残さない」社会の実現という理念のもと、経済 。社会・環境の課題を統合的に解決する

ことを目指すSDGs(持 続可能な開発目標)の取組が国際社会全体で進められている中、本県におい

ても、県内への普及・啓発や関係団体等と連携した取組の推進により、持続可能なまちづくりと地馘活

性化を実現しながら、SDGsの 達成に貢献していきます。

・セミナーの開催など関係団体等と連携した県民及び県内企業への普及、啓発による認知度の向上や

県内企業の取組の支援、推進

指  標 基準値(基準年) 目標値(目 標年)

県民のSDGsの認知度(アンケーHこおける認知者

の割合)

34%(R2年度) 80%(R7年度)

※環境アドバイザー :環境保全に関する知識の普及を図るため、県に登録された環境問題に知識や経験を有する人

※連携中枢都市圏 :一定の要件を満たす指定都市又は中核市が連携中枢都市として、近隣の市町村と連携して圏域を形成し、圏域全体の経済のけん引や圏域の住民全体

の暮らしを支えるための取組を行うもの
※財政健全化法 :財政の健全性に係る各種の比率や健全性を図る基準等を定めた法律。比率が基準以上となった地方自治体は、財政健全化計画等の作成が必要となる
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0取組の機要

・地域ビジネスの展開による雇用の創出、営

農体系の確立等集藩ぐるみでの受入態蟄

を整備し、集藩の魅力や生活環境を発信

することで、移住・定住を促進します。

・農山漁村集落と都市部の住民、企業等との

協l動や連携による棚田、里山※、里海※など

農山漁村資源の維持保全活動を推進しま

す。

●めざす姿

・集藩が持つ景観、伝統、文化などの魅力を発

揮しつつ、地域ビジネスの展開や生活環境の

向上により、安,い して書らしやすい環境が整

備され、多くの若者等の移住・定住や都市部

との交流が増加し、多様な人達が支えあい、

活躍することで、活気や賑わいがあふれてい

る。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

農山漁村集落数 密927集落(H27年 ) Я927集落(R7年 )

農山漁村地域への移住者数 256人(R7年度)

① 錢曲漁村纂簿|こ人を呼び込む仕組みづくり
農山漁村の魅力や生活関連情報の発信、農地付住居の情報提供などにより半農半 ×※

等多様な住民の

移住・ 定住を促進するとともに、ボランティア等者日市住民との協働による地域資源の保全活動により、

関係人回の拡大を図ります。

また、鳥獣被害対策、漁場の生産力向上などの取組により、暮らしやすい農山漁村の環境整備や集落

機能の向上を図ります。

:本県震山漁村の魅力の発信と関係人口の拡大

・ 農山漁村地域への移住・定住文」策の推進

・農山漁村の持つ多面的機能※の維持

・農山漁村地けにおける安全・安,いで快適な地域づくり

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

資源保全活動取組面積 25,625ha(H30年度) 29,350ha(R7年度)

地域漁業の維持日再生に取り組む漁業地区数 80地区(R2年度) 80地区(R7年度)

※里山 :人里近 くにある、生活に結びつい

つた沿岸海域
するための、農業と他の仕事を組み合わせた働き方
)、 自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、農山漁村で農業生産活動が行われることに
わたる機能

120
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② 驚t醸補地域全体で奉家ぐ仕組みづくり

小規模ハウス等による少量夕夕品目周年生産や地域の「顔」となる産品づくり、農泊※の推進、漁業・

海業※の起業支援、直売所を拠点とした加工販売、地研の営農活動に跡要な農作業受託、機械の共同利

用組織の育成など農山漁村集落全体で稼ぐ仕組みづくりへの取組を推進します。

・ 中山間地域
※に対癌した営農体系の確立

・地域農林業を支える組織の設立・ 推進

・地馘ビジネスの展開による農山漁村地頭の活性化

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

アグリビジネス売上額 119.8億 円(H30年度) 127.3億円(R7年度)

農作業受託 H機械の共同利用組織数 124組織(Rl年度) 134組織(R7年度)

新たな漁業や海業の起業及び事業拡大の件数 10件(R2年度) 10件(R7年度)

※農泊 :日 本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流を楽しみ、農家民宿、古民家を活用した宿泊施設など、多様な宿泊手段により旅行者にその土地の

魅力を味わつてもらう農山漁村滞在型旅行
※海業 :所得機会の増大を図るため、漁村の人々がその居住する漁村を核として海や漁村に関する地域資源を価値創造する取組

※中山間地域 :山 間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域 (食料 農業 農村基本法 (平成 ■ 年法律第 106号)第

35条 )
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鰯
●露買途殿の概要

・ 地域包括ケアシステムの構築に向け多様

な医療サービスを包括的かつ柔軟に提供

することが期待されている総合診療専門

医の養成・確保に取り組みます。また、高

齢者の生活支援体制の強化や障害福祉サ

ービス等の提供体制の充実を図ります。

・専門的知見を有する大学や関係機関等と

連携しながら地頭医療体制の整備に取り

組みます。

●めざす姿

・県民の医療・ 介護・福祉への不安が解消され

ている社会となっている。

・高齢者が墓らし続けたい地域で暮らすことが

でき、できるだけ健康な状態を保つとともに、

要介護状態となつても跡要な医療や介護・ 福

祉サービスが受けられる。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

地域包括ケアシステムの構築割合 85%(Rl年度) 100%(R7年度)

④ 医療提供体綸Jの構築
人口減少や少子高齢化の進展など、将来の医療需要のラ測に基づいた、効率的で質の高い医療提供体

制の確保を図るとともに、新型ヨロすウイルス感染症などの感染症の大流行を想定した医療提供体制

についても検討し、確保に向けた対策を推進します。また、離島・へき地など地頭における多様な医療

提供体制の課題の解決に取り組みます。

・離島・へき地の医療機関への医師の派遣や機器整備に対する支援等による医療の確保

・地域医療や在宅医療等の推進に向けた総合診療医の養成の促進

・ 関係者との協議等による地頭医療構想※実現に向けた取組

・輸番制病院等確保、 ドクターヘリ※
運航等初期救急から3次救急※の総合的な救急医療体制構築

・DMAT※研修、受害医療コーディネート※
等による災害時における医療の体制強化

・感染症に対応できる病床の確保及び感染憲者へ対応できる設備整備

・地頭の医療体制維持には、重症化した患者を少なくすることが重要であるため、早期に感染者を把

握し治療につなげる検査体制の充実

・感染症に関する専門的な人材を増やすため、長崎大学等の協力を得て人材育成研修の実施

・エーズに応じた医薬品や医療機器等の安定供給体制の強化

・防災ヘリコプター等による離島からの急患搬送体制の確保

尊整墨選警藷雲騒塗露懇話        翌笠鹸聾臣登邊護懇璽チェ
122

-117-

106



指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

地域で必要な医療機能(回復期機能)の整備率 43%(Rl年度) 100%(R7年度)

② 驚載機,議ケプシステム※の簿嚢。羹霙

将来的な地域の人□推移等を見据えながら、高齢者がいくつになつても、一人一人の健康の状況や生

活の実態に応じて、医療・介護などの切れ日のない財要な支援が受けられ、できる限り住み
j目

れた地頭

で人生の最期まで安,い して暮らしていくことができる地功づくりを目指して、市町の取組を支援しま

す。

・全市町で地域包括ケアシステムを構築するための在宅医療・ 介護連携や介護ラ防の推進

・生活支援コーディネーターと地功運営組織 (協議会)等による地頭ニーズの掘り起こし及び対策検

言寸

・ 健康寿命延伸のための、フレイル※・介護ラ[方の強イヒ

・ボランテイア団体や地功既存組織等を渚用した高齢者の生活支援体制強化

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

地域包括ケアシステムの構築割合 85%(Rl年度) 100%(R7年度)

認知症サポーター、キヤラバンメイト数(累計) 142,314人(Rl年度) 233,600人 (R7年度)

③ 鱒議鶴率逮サーぽス審の鍵供l本細の罐紳 羹員

誰もが住みI贋れた地域の中で財要な支援を受けながら自立した日常生活及び社会生活を送ることが

できる環境を整えていくために、障害者の相談支援体制の充実と、在宅生活を支える訪間系サービス等

の確保・充実を図ります。

・障害者からの相談を受け支援する従事者を対象としたスキルアップ研修等による相談支援体制の

充実

・グループホーム、訪間系サービス等の確保・充実

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

相談支援専門員専門コース別研修の修了者数 104人 (Rl年度) 120人 (R7年度)

※地域包括ケアシステム
※フレイル 1加齢に伴う

:高齢者が、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療 介護

予備能力の低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態
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●取組の機要

・各交通モード※に対し経営安定化のための

支援を実施するとともに、市町の観光振

興やまらづくりなどの地域朝略と一体と

なつた交通ネットワークの確立に取り組

み、地域′ム`其交通の維持・確保に努めま

す。

●めぎす姿

・県民誰もが使いやすく安,い して利用できる地

頭′ム`其交通が維持され、県民の地域交通への

不安が解消されている。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

離島・半島地域における公共交通利用者数
22,739千人

(H30年度)

21,362千人

(R7年度)

④ 地域公共交通の経営安定とまちづ亙り、観光綴興善のユ趣域戦略との遼擁の健達
交通事業者の安定的な運行 (運航)を支援することにより、県民誰もが使いやすく安,い して利用でき

る地域′ム`其交通を維持するとともに、市町の観光振興やまちづくりなどの地域朝略と一体となつた交

通ネットワークの確立に取り組みます。

・航路維持等への支援

・地域鉄道の維持等への支援

・路線バスの維持等への支援

・ 交流人口の拡大によるノム`其交通の維持・活性化に向けた支援

・離島航空路線の確保・維持等への支援

・持続可能な地域′ム`其交通網の形成に向けた支援

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

離島B半島地域における公共交通利用者数
22,739千人

(H30年度)

21,362千 人

(R7年度 )

※交通モード:バスや鉄道、航路、航空路などの公共交通手段
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騒 踵 錘
●めざす姿

・離島や半島地区をはじめ、県内において5G
などの次世代情報通信環境が整備され、県民

ズ〕ヾ豊かで質の高い生活を送ることが出来てい

る。

・ AI、 ioTなどの ICT利活用が進み、地域課題

の解決による地功活性化や産業振興が図られ

ている。

・行政のデジタル化が進み、質の高い行政サー

ビスが提供されている。

●致籟の綴嬰

・ 本県における Society5.Oの実I児に向け、

産学金宮による推進体制を構築のうえ、

Society5,Oに 対応したサービス提供・活用

の推進や地域課題解決、県内産業の育成・

強化を進めます。

・ ICTの利活用に隊要不可欠な情報通信基

盤 (5G等)の整備を促進します。

・ 行政へ AIや RPA等の導入を推進します。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

実用化された、ICTを活用したサービスや仕組みの

数(累計)

0件
(Rl年度)

15件

(R7年度)

③ Soctety5,0実現:こ薗Iすた推進体観の穏築

産学金宮連携による「ながさき Society5。O推進プラットフォーム※」を立ち上げ、幅広い分野にお

ける、AI、 loT、 ビッグデータなどの ICTの利活用を促進し、地功課題の解決による地域活性化及び新

産業・新サービス創出といつた県内産業の活性化、県民の豊かで質の高い生活の実現、行政におけるデ

ジタルイしの推進を図り、本県における Society5,Oの実現を目指します。

・ ながさき Society5。O推進プラットフォームによる ICT利活用の推進

i県内大学における情報科学、データサイエンス※、情報セキュリティの知見、誘致企業等の有する

技術をはじめ、県内産学金宮の連携による Society5.Oに対廟したサービスの提供・活用等の効果

的かつ効率的な推進や地域課題の解決

・新型コロナウイルス感染症に対応するため、ニューノーマル (新たな日常)※実現に向けた取組の

推進

・ Society5.Oの 時代に対応する県内産業の育成・強化

・ Society5,O推進に関する意識啓発

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

ながさき Sodety5.0推 進プラットフオームで提案さ

れた課題解決手法の数(累計)

0件
(Rl年度)

45件
(R7年度)

る Socleけ5.0

エンス といつた理論を活用して、データから何かを分類、予測、最適化し、新たな科学的および社会に有益な知見を引き出そうとするアプローチ

常識、という意味。以前の姿には戻れない、との見方から生まれた言葉であり、構造的な変化が避けられない状況を示す

ットフォーム めに、 し、 どを図るために

こ
　
ユ

の

二※ 一ノーマル (新たな日常):新たな常態
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② 麹顧後麓える機韓逢鱒磐錢の攘機縫趨
本県における Society5,O実現や新型コロナウイルス感染症に対応するための「ニューノーマル (新

たな日常)」 の確立に当たって、町要不可欠な光ファイノドはもとより、第 5世代移動通信システム (5
G)の基地局設置を促進します。

・県下全域における固定系超高速ブロードノヾンド (光ファイバ)未整備地区の早期解消

・県内における第 5世代移動通信システム (5G)基地局の設置促進

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

本県における民間通信事業者による5G高度特定

基地局の整備率

0%
(Rl年度)

50%
(R7年度)

◎ 衛酸速熔tす轟デジ紳紗範の鍵選 (スで導群鶏浴擦※の羹錢)

質の高い行政サービスの提供と県民の利便性向上、行政瑚員の多様な働き方の実現を図るため、行政

手続きの電子化や文書の電子化など、ICTの利活用による業務効率化・業務改革を推進し、スマート自

治体の実切に向けた取組を進めます。

・多様な働き方を可能とするテレワークや 下V会議の導入促進

・ 行政手続きのオンライン化

・ AI・ RPA※等の新たな技術を活用した業務効率化

・市町における自治体クラウド※の導入促進

・ 行政等の有する情報のオープンデータ※
化やビッグデータ※の利活用促進

・マイナンノヾ―カードの利活用推進

※スマート自治休 :AI RPAな どを活用し 動化や、業務プロセス、システムの により、 にサービスを提供する自治体のこと
※RPA<Robotれ Process Automation> これまで人間が行つてきた定型的なパソコン操作をソフ トウェアのロボットにより自動化するもの
※自治体クラウド:複数の地方自治体の情報システムを一つに集約 し、通信ネットヮークを通 じて共同利用するシステム

(ク ラウ ド:従来は利用者が手元のコンピュータで利用 していたデータやソフトウェアなどをインターネットなどのネットワークサービスとして利用者に提供するもの)

を通 じて誰でも自由に入手 し、利用 再配布できるデータの総称※オープンデータ :イ ンターネッ ド等
※ビッグデータ :ス マー トフォン等を通じた位置情報や行動履歴、インターネットやテレビでの視聴 消費行動等に関する情報、また小型化したセンサー等から得られる
膨大なデータのこと

※オープンデータカタログサイト:データの種類や目的などに応じて分類化するなど、複数のオープンデータをまとめたホームページ上のサイトのこと
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指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

県における電子申請利用所属数(累計)
33所属

(Rl年度)

70所属

(R7年度)

県におけるRPA作成ロボット利用所属数(累計)

5所属

(Rl年度)

50所属

(R7年度)

長崎県自治体クラウドサービス県内利用団体数
5団体

(Rl年度)

16団体

(R7年度)

県用市町におけるオープンデータカタログサイト※に

登録されたデータ数(累計)

1,515件

(Rl年度)

3,000件

(R7年度)
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0めざす姿

・インフラの戦8各的な維持管理・更新等の実現

により、安全・安心が確保されている。

●鶏l組の概要

・ インフラの老朽化による事故を未然に防

止するため、新技術等を活用し、より戟略

的な維持管理と老朽化対策を実施 しま

す。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目 標年)

戦略的な維持管理により適正に修繕された橋梁の

割合(累計)

39%

(Rl年度)

100%

(R6年度)

④ インフラの戦騒鶴な維持管理、霊秦舜及び剰溢翻の推進

長崎県公共土木施設等維持管理計画基本方針等に基づき、計画的で適切な維持管理や更新によつて、

トータルコストの縮減・ラ算の平準化を図り、インフラを安全に、より長<利用できるよう取り組みま

す。

・ 橋梁、 トンネルの維持管理更新

・ 港湾、海岸施設の維持管理更新

・県管理空港施設の維持管理更新

・ 公園施設の維持管理更新

・ 県営住宅の維持管理更新

・ ダム、水門、樋門等の河川関係施設の維持管理更新

・ 砂[方関係施設の維持管理更新

・ 道守制度
※の活用

・ 点検や診断、補修等における新技術の開発協力

・ 道路、河川等の県管理ノム`其施設の清掃・美化活動を行う団体の活動支援

・ 歴史的、技術的な価値が高い土木構造物 (土木遺産
※)の顕在化と利活用

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

橋梁の補修実施橋梁数(累計) 74橋(Rl年度) 197橋 (R6年度)

※適守制度 :長崎大学が行う「まちおこし」の基礎となるインフラ構造物の維持管理や再生 。長寿命化に携わる人材創出の取組

※土木遺産 :歴史的、技術的価値の高い橋、 トンネル、ダムなどの土木構造物
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127

111



② 民簡費金、連体費産の濤鶏

宮民ズ〕ヾ連携したノム`其施設等の整備・利活用や都市機能等の更新により、良好な市街地環境を整備する
とともに、空き家の利活用や適正な管理等を推進することで、にぎわいのあるまちづくりの推進を目指
します。

・空き家活用団体
※への支援

・ 民間が実施する市街地再開発事業等への支援

・民間資金等を活用した港湾施設の有効活用

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

空き家活用団体等により活用される空き家の数 60件(Rl年度) 480件(R7年度)

※空き家活用団体 :賃貸住宅が少ない離島半島地域で、空き家を活用し移住者のニーズに応 じた住まいを確保・改修 提供することを目的に市町から認定を受けた団体
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戦略3-2 地域の特徴や資源を活かし、夢や希望の持てるまろを創る

鞠

撃慾韻雄、驚於饉熊点鵜 越陰 鵞∈熊
■人流や物流を支える高速交通ネットワークが確立され、更なる観光の振興、企業立地の促進や物

流の効率化が実現している。

■県内の主要都市間の時間短縮、定時性が確保され、地域間の交流l足進や連携強化が実現してい

る。

(Ⅷ 畿穐∝基鍵 d畿
――離筐∈4饉∈黛攘∝餞韻点

■九州新幹線西九州ルート (武雄温泉～長崎)の開業により、交流人□の拡大等が図られ、地頼が

活性化している。

■新烏栖～酬雄温泉間のフル規格による認可及び工事に着手されている。

期 雄 虻 uぐ虚
■IR整備により、成長・発展の著しいアジア地顔を中,と`」ヽに世界中から◆までにない人の流れを生

み出すことで、新型コロナウイルス感染症呼又束後の観光活性化にも大きな役害」を栗たし、交流人

□の拡大による観光・地馘経済の活性化、良質な雇用の倉」出の好循環が生まれている。

■計画的な都市機能の配置により、にぎわいがあり持続可能な都市が形成されている。

■景観教育
※により地戯の歴史 。文化・営みを矢日ることで、魅力的な景観 。まちなみが継承され、

地元への愛音が育まれている。

■若者から高齢者まで幅広い年齢層の県民や来訪者が長崎を「楽しみ」「憩う」ことができる都市

環境となつている。

■県庁舎跡地における様ノマな交流の場や憩いの空間の整備により、歴史を活かした新たな賑わしヽが

生まれている。

電鱒 憩慈攀導葵娘ぶ饉謂鵡饉鷺∞鍵娃

■離島・半島などが有する特有の資源を活かしながら、しまや半島などの地頭活力が維持 。活性化

している。

(     饉 離 幾 置毯墨∝ Ⅷ 医 麓 鱒 憩

日本県の特色ある歴史や文化芸術による地功活性化やスポーツによる地減のにぎわいづくりが行

われている。

饉 Ⅷ

■多様な国際交流が活発に行われている本県の取組が広く認矢□され、訪れた外国人や生活している

外国人と県民の交流が拡大している。

■被文暴の実相が正しく理解され、核兵器の廃絶と世界恒ス平不□の実現への流れが拡大している。

■本県での国際交流などを通し、異なる文化や価値観等を尊重する中で平和の意識が醸成され、長

崎から絶えず平和の発信がされている。

磯 Ⅷ
■地方音Bを中,いに高速交通ネットワークが未整備の地域の存在

■クルーズ需要が拡大しており、本県への外航クルーズ船寄港数の増加が見込まれる

機

※景観教育 :生 まれ育つた地域の自然景観やまちなみ景観を切り日として、現状と課題の把握、解決策への考察を通し、地域に愛着を持ってもらうための教育
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■九州新幹線西九州ルートが令不□4年秋に関業ラ定

■新幹線駅周辺や県庁舎跡地、臨海部の整備等の新たなまちづくりや民間による都市開発の進行

■大村湾に面するハウステンボス地域への IR整備に向けた取組が進行

日離島 。半島地頭においては地理的な条件不利などから、人□減少、地域活力の低下

■長崎を発祥の地とする「黄葉文化※
」への関,いの高まり

■東京オリンピック等大型スポーツイベント開催によるスポーツヘの関心の高まり

■在留資格「特定技能」の倉」設を内容とする入管法及び法務省設置法改正等による更なる外国人の

増加

②今機の議趨

■地功間の交流促進や連携強化を図り、観光の振興や交流人□の拡大、企業立地の促進や物流の効

率化などを支える高速交通ネットワークの確立

■増加するクルーズ需要に対廟した受入環境の整備

■九州新幹線西九州ルート (武雄温泉～長崎)の香実な開業とその開業効果を高める取組の推進

■九州新幹線西九州ルート (新鳥栖～武雄温泉)のフル規格による整備の早期実現

■ IR区域認定の獲得とこれに伴う県内・ 九州内への波及効果の最大化

■新たな賑わしヽの創出に向けた県庁舎跡地の活用

璽有人国境離島法関連施策の活用による人国の社会激の改善、半島地域などが有する魅力的な地域

資源を活かした交流人口の拡大、移住・定住につながる就業・倉」業などに向けた取組の推進

■本県の特色ある歴史や文化資源の磨き上げと発信

■地域における幅広い分野での国際交流の推進

■スポーツ大会やイベントの誘致、国民体育大会等の成果を活かした競技スポーツの振興

■核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に向けた取組の推進

③藩かすべき泰轟の機み、器ゃシス、ポ挙シシャ′奎憲′
■海上空港であることや航空管制の一部リモート化により運航時間を延長した長崎空港

■九州新幹線西九州ルートの整備や IR誘致、県庁舎跡地の整備により、新たな人の流れや賑わい

の倉」出が期待される。

■全国最多の 51島の離島振興法指定離島を有し、領海等の保全など重要な役割を担つている。

■日本初の国立公園や凹界ジオパーク※をはじめ、全国に誇れる優れた自然環境に恵まれている。

■観光需要が急速に拡大するアジアとの近接性を活かした誘客が可能であり、九州・沖縄・山□各

県及び経済界との連携により、広功周遊観光の展開が可能

■外来文化の入□として、海外の文化を受け入れながら、多くの人と交流し発展してきた歴史

■「長崎を最後の被k暴地に」との強い思いで関係団体が連携し、平和発信の取組を実施している。

④麓計爾の壼な戒攘

■長崎空港利用者数 (H26年度 :300万人→Rl年度 :316万人)

■高規格幹線道路等インターチェンジまで 30分で到達可能な本土面積の割合

(H26年度 :65.5%→ Rl年度 :66.8%)
■「新幹線開業に向けたアクションプラン」策定 (H30年度)

■国県道の供用延長 (累計)(H28～Rl年度 :24.Okm)
■スポーツコンベンション参加者数 (H26年度 :21,4万人→Rl年度 :27.5万人)

※黄栄 (お うぼく)文化 i江戸時代初期、隠元をはじめとした僧侶や文化人らによってもたらされ、新しい日本の文化を生み出す源泉となった当時最新の中国の文化
※ジオパーク :美 しい自然環境や学術的価値を持つ自然遺産を用いて、その土地や地球の成り立ちを知り、私たちとの関わりを楽しく学び、感じることができる自然公園
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趨
◇めざす姿

・ 人流や物流を支える高速交通ネットワークが

確立され、更なる観光の振興、企業立地の促

進や物流の効率イヒが実例している。

・県内の主要都市間の時間短縮、定時性が確保

され、地域間の交流促進や連携強イとが実現し

ている。

◇取組の機嬰

・高規格幹線道路
※・ 地域高規格道路※等の

整備や国内外との交流の拠点となる港湾

の整備、航空路線の拡充と長崎空港の運

用時間延長など、人流や物流を支える交

通ネットワークの確立に取り組みます。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

高速等ICまで30分で到達可能な本土面積の割合 73.6%(Rl年度) 79.4%(R7年度)

④ 艤簑盤繰の雛ム発と嚢嬌簑港の選驚簿聞饉長

長崎空港の就航状況により24時間離発着できる体制を整備するため、宮民連携した取組を推進し、

空港管理、CIQ※等国関係者への協議要請を実施するとともに、国際・ 国内航空路線の路線誘致を強化

し、深夜早朝便搭乗者に向けた受入体制の整備及び交通アクセス確保を行います。

・長崎空港 24時間化における官民連携の推進

・ 運用時間の延長及び 24時間化推進に向けた空港管理、CIQ等国関係者への協議要請

・ 国際 。国内航空星各線の路線誘致の強化

・ 深夜早朝便搭乗者に向けた受入体制の整備

・ 深夜早朝便搭乗者のための交通アクセス確保

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

長崎空港での運航可能な時間 15時間(Rl年度) 24時間(R6年度)

② 蔦規鶴草鞭 蓮鶴とと・趨域驀規軽遵盤の攀鱚fこよる轟速交通ネットワークの構築

観光の振興、企業立地の促進や物流の効率イヒには、地域間の時間短縮、定時性の確保やミッシングリ

ンク※の解消が課題です。このため、地頭の交流促進や連携強化に費する高規格幹線道路や地域高規格

道路など、規格の高い道路の重点的な整備を推進します。

・ 西九州自動車道 (松浦佐プマ道路)の整備促進
自動車の高速走行がで る を構成する自動車専用

※CIQ<CustOns,
Xミ ッシングリンク

全国的な高規格幹線道路と連携して、地域構造を強化する規格の高い道路

準雛鍮翻 藩禁象謂藉冨ぜ矧濯胞震謂gど、検翔
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・島原道路の整備推進

・西彼杵道路の整備推進

・長崎南北幹線道路の早期事業化

。東彼杵道路の早期事業化

・島原天革長島連絡道路※の実現に向けた取組

・西九州自動車道 (佐ノマIC～佐世保大塔 IC間 4車線化)の整備促進

・西九州自動車道 (佐世保大塔 IC～武雄南 IC間 4車線化)の早期着手

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

高規格幹線道路 B地域高規格道路の供用率 58.0%(R2年度) 64.2%(R7年 度)

③ 笠濤達密議亀魔 蓮鶴の鍵鶴|こよる遵躍ネット1ジ ークの拡発
日常生活の利便性、快適性の向上には、道路の幅員が狭くてすれ違いができない区間や、線形が屈曲

した区間の解消が課題です。このため、安全で安心かつ快適な暮らしの実現に資するバイメヾス整備や道

路拡幅など、国県道の整備を計画的に推進します。

・国県道の整備推進

・街路の整備推進

指  標 基準値(基準年)

国県道の供用延長(累計) Okm(R2年度) 37.6km(R7年度)

目標値(目標年)

④ 圏内外色の交流の機点となる港の攀鱒

国内外との人流 ,物流の拠点となつている県内の各港湾は、地域の観光振興や産業振興を下支えする

とともに、離島等の生活基盤として重要な役割を担っていることから、船舶の増加や大型化に対応する

受入環境の整備や、安全・ 効率的で利便性が高い港の整備を推進します。

また、クルーズ船「コスタ・ア トランチカ号」における新型コロすウイルス感染症クラスター発生事

案の検証を踏まえ、クルーズ船受入れに関する感染症対応について関係者と連携して取組を進めます。

・急増するクルーズ船や定期旅客船に対慮した岸壁等の整備による受入環境の改善

・地頭の産業や人ノマの暮らしを支える港湾物流機能の確保

・離島半島地域をはじめとした地域住民の安定した生活環境を確保する港の整備

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

国内外との交流の拠点となる港湾施設の整備 0施設(Rl年度) 4施設(R7年度)

※島原天草長島連絡道路 :長崎県島原半島～熊本県天草と熊本県天草～鹿児島県長島を2つの長大橋で結び、九州西岸地域を一体化する構想
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●めざす姿

。九州新幹線西九州ルート (武雄温泉～長崎)

の開業により、交流人□の拡大等が図られ、

地域が活性化している。

・新鳥栖～武雄温泉間のフル規格による認可及

び工事に着手されている。

0鷲買組の機棗

・九州新幹線西九州ルート (武雄温泉～長

崎)の令和4年秋の者実な開業を目指し

ます。

・地域の魅力づくりや既存観光資源の磨き

上げなどの受入体制の構築に向けた取組

を行います。

・新鳥栖～直雄温泉間のフル規格整備の早

期実現に向けた取組を行います。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目 標年)

九州新幹線西九州ルート(武雄温泉～長崎)の開業 開業(R4年度)

③ 九
'llll顧

幹線酉丸斑1ルー洋の整鱒健進

九州新幹線西九州ルート (武雄温泉～長崎)は、交流人回の拡大や産業振興につながる重要な交通基

盤であることから、令和 4年秋の音実な開業を目指します。また、新鳥栖～武雄温泉間については、

西九州地頭の発展に大きく寄与するフル規格による整備の早期実現を目指します。

また、九州新幹線西九州ルー トの整備に伴い、上下分離方式※に移行することとなる」R長崎本線 (肥

前山□～諫早)は、令和 4年秋の西九州ルート開業に合わせ、確実な実施に向けて取り組んでいきま

す。

・ 武雄温泉～長崎間の令和 4年秋の着実な開業

・ 門業を契機とした関係市町と連携したまろづくりの推進

・ 新烏栖～武雄温泉間のフル規格による整備の実現に向けた宮民一体となつた取組の推進

・ 」R長崎本線 (肥前山□～諫早)の上下分離の実施に向けた鉄道施設の維持管理体制の整備

・ 」R長崎本線 (肥前山口～諫早)の上下分離実施後の鉄道施設の確実な維持管理

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

九州新幹線西九州ルート(武雄温泉～長崎)の開業 開業(R4年度)

② 新尊牟線関業fこ鶯―けたアクションプラン※の推進

令和 4年秋の九州新幹線西九州ルート (武雄温泉～長崎)の開業に向けて、その効果を県内各地ヘ

※上下分離方式 :鉄道、道路、空港などの運営において、土地や施設等の下部 (イ ンフラ)を所有、管理する主体と、上部を運行する運営主体を分離する方式。

JR長崎本線の場合、下部は長崎県 佐賀県等が鉄道施設の所有、管理を行い、上部は」R九州が列車の運行を行う

※アクションプラン :目 的を達成するための戦略、基本方針、及び実施する具体的な行動内容を示した計画
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波及・拡大させるため、①県民の気運醸成、②誘客促進、③県内各地への周遊促進、④来訪者の満足度

向上、⑤産業の振興の5つの方向性に沿つて、幅広いノ刀ヽ野にわたる項目に官民一体となつて取り組んで

いきます。併せて開業時期や対面乗換の方法など、開業に係るI情報発信を強化し、県民の理解を深めて

いきます。

。開業カウントダウンイベントや現場見学会、レールウォークの開催等による県民の気運醸成

・地頭の魅力づくりや既存観光資源の磨き上げ、交通事業者等と連携したプロモーションの実施によ

る誘客促進

・本格運行への移行を視野に入れた広域的な二次交通※の実証運行や新幹線と航路をセットにした

「レール&クルーズ」商品等の造成促進による離島を含めた県内各地への周遊促進

・新幹線で本県を訪れた方プマに滞在期間中楽しく過ごしてもらい、リピーターとなっていただくため

の,Mのこもったおもてなしや「ながさきの倉」を楽しむ機会の充実などによる満足度向上
。開業に向けた県内事業者の取組に対する支援や開業を機に高まる本県の認知度を活かした特産品

の販売促進などによる産業の振興

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

」Rによる府県本国互間旅客輸送人員(関西B申 国H福

岡県～長崎県)

府県相互間旅客輸送

人員(R3年度)

基楽値+15%
(R7年度)

※二次交通 :拠点となる空港や鉄遺駅から県内各地への交通手段
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目標値(目 標年)基準値(基準年)指  標

認定(R4年度)国による特定複合観光施設(IR)区域の認定

甕

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目 標年)

主要な都市づくリプロジェクトの着手件数(累計) 0件(Rl年度) 6件(R7年度)

① 簿建複含観光驚設 (lR)区域の攀備
観光需要が急速に拡大するアジアに最も近いという本県の強みを活かし、全国で3か所を上限とす

る区頭認定を獲得し、九州 。長崎 IRを実現することで、交流人回の拡大による観光・地域経済の活性

化、良質な雇用倉」出の好循環を生み出し、九州の地方創生、ひいては我が国の発展にも貢献します。

・ 県民の理解を深めるための説明会その他広報活動

・ 九州・沖縄・ 山口各県及び経済界と連携した「オール九州」による政府等への要望活動

・ 区功整備計画の作成

・ IR整備に伴う県内・九州内への波及効果の最大化に向けた検討

・ 区域整備計画の認定申請

・ 県内及び県外からの交通アクセスの強化・ 連携

・観光関係機関と連携した広域周遊観光の促進

・ 懸念事項への対策、連携・ 協l動体制の構築

●めざす姿
・ IR整備により、成長・ 発展の著しいアジア

地域を中心に世界中から◆までにない人の流

れを生み出すことで、新型コロすウイルス感

染症収束後の観光活性化にも大きな役割を果

たし、交流人口の拡大による観光・地域経済

の活性化、良質な雇用の創出の好循環が生ま

れている。

・ 計画的な都市機能の配置により、にざわいが

あり持続可能な都市が形成されている。

・ 景観教育により地朝の歴史・文化・ 営みを知

ることで、魅力的な景観・ まらなみが継承さ

れ、地元への愛音が育まれている。

・若者から高齢者まで幅広い年齢層の県民や来

訪者ズ〕ヾ長崎を「楽しみ」「憩う」ことができる

都市環境となつている。

・ 県庁舎跡地における様プマな交流の場や憩いの

空間の整備により、歴史を活かした新たな賑

わいが生まれている。

◇懃組の綴藝

・観光需要ア〕ヾ急速に拡大するアジアに最も

近いという本県の強みを活かし、特定複

合観光施設 (IR)※区域の整備を目指す

とともに、本県を訪れた方の周遊を促す

よう交通アクセスの強化を図ります。

・ 九州新幹線西九州ルー ト開業後のまちづ

くりを見据えて、都市の再生や景観形成

を推進します。

・県庁舎跡地の歴史を活かした新たな賑わ

いの場の倉」設や効果的な運営の仕組みづ

くりを進めます。

※特定複合観光施設 (IR):国 際会議場や展示施設、ホテル、エンターテインメント施設等にカジノを含んだ複合的な観光施設
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② 嚢崎『縛中央音Sのグづンドデザイン

長崎市中央音8では、都市・ 居住環境整備基本計画※
を策定し、新幹線開業に向けたまちづくりを進め

てきましたが、さらにその先を見据えて、まちづくりの方向性を示すグラン ドデザインや重点 4エリ

アにおける整備計画番を見直し、計画的な都市基盤整備を進めるとともに、長崎スタジアムシティプロ

ジェク ト等のまちづくりに貢献する民間都市開発への支援を検討 します。

・ 都市・居住環境整備基本計画や重点 4エ リアにおけるまちづくりの推進

・新幹線開業に向けて、長崎駅周辺区域の機能的で魅力ある都市環境倉」出を目的とした、専門家と事

業実施機関によるデザイン検討・調整

・長崎港周辺におけるアーバンデザインシステム※
を活用 した、先導性が高く、景観的に優れた施設

整備の推進

・新幹線開業後や民間都市開発の状況を見据え、賑わいのあるまちづくりに向けて、地元自治体と共

に民間開発事業者とも連携を図りながら都市・居住環境整備基本計画や重点4エリアの整備計画

を見直 し

。優良な民間都市開発事業への支援、促進

・ 長崎市中心部の交通結節機能の強化

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

長崎都心地域における民間都市再生事業計画※の

認定数(累計)
0件(Rl年度) 4件(R7年度)

③ 黒膚丁奪帥飽襲麓の李錢進

長崎市の中心部に位置する県庁舎跡地において、様々な交流の場や憩いの空間を整備し、この地の歴

史を活かした新たな賑わいの場の創出を進めます。なお、早期に賑わいを創出するため、使用可能な箇

所から先行して活用を進めていきます。

・県庁合跡地に整備する主要機能及びその詳細な機能並びに規模等の検討

・長崎市の中心音8における県庁舎跡地の歴史を活かした新たな賑わいの場の倉」設

・賑わい創出や交流人口の拡大のための機能等の整備と企画運営の仕組みづくり

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

県庁舎跡地の整備 (賑わいづくりに向けた先行整

備)

供用開始

(R3年度以降)

※都市・居住環境整備基本計画 :国土交通大臣による地域指定を受け、都市再生の長期的な目標や整備の方針を定めた計画
※重点4エ リアにおける整備計画 :基本計画に基づき特に重点的に都市機能の整備を進める必要がある松が枝周辺エリア、長崎駅周辺エリア、まちなかエリア、
中央エリアについて、実施事業の内容や実施主体、スケジュール等を定めた計画

※長崎港周辺におけるアーバンデザインシステム :県が関与する開発事業等において、景観、建築などの専門家からアドバイスを頂きながら質の高い建造物デザ
インを創出する仕組み

※民間都市再生事業計画 :都市再生緊急整備地域内において行われる民間の都市開発事業で、地域整備方針で定められた都市機能増進を主たる目的として国土交
通大臣の認定を受けたもの
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目標値(目 標年)基準値(基準年)指  標

2市(Rl年度) 7市町(R7年度)立地適正化計画を作成した市町数(累計)

④ 燃の甕鶴や霧幹線の講糞等香覺驀え途太補鷺鰯遇麹域の活l驚
1毬

九州新幹線西九州ルー トの開業や IR誘致の動きを見据え、本県を訪れた方に大村湾周辺地頭から

離島地顔を含めた県内各地航への周遊を促 し、県民も含め利便性が高くス トレスのない移動の実現を

目指すため、MaaS※等の新たなモビリテイサービス※の導入を図り、観光地頭づくりを推進 します。

・ MaaSをはじめとする新たなモビリテイサービス導入の推進

指  標 基準値(基準年) 目標値(目 標年)

MaaS等新たなモビリテイサービスの導入 導入(R5年度)

◎ 囀鐵越達機b雄畿観譲るづ亙りめ撻蓮
五島列島の島なみの景観や大村湾を中心とした沿岸の景観など、市町の行政区顔を越えて広がる特

徴的な景観を保全 し、さらに魅力を高めるため、それぞれの地頭に関係する市町と連携・協力しながら

広功景観形成事業に取り組みます。また、子どもたちに景観教育を実施することにより、地域の歴史・

文化・ 営みを学Sヽことで、地元への愛者を育み定住の促進を図ります。

・ 景観行政団体
※及び同団体への移行を目指す市町の景観計画※

策定等を支援

・ 関係市町と連携 した広i或景観形成の推進

・地域景観の核となつている建造物等の登録、周知及びその保全・ 活用事業の支援

・ 住民や県市町の美 しい景観形成を目指した取組に対する関係分野の専門家の派遣

。地頭の魅力ある景観形成を先導するための、県施行の公共施設等整備事業に対する専門家によるデ

ザイン支援

・ 日本風景街道を舞合にした国・県・関係市町・住民団体等の多様な主体による協l動 での地功資源を

活か した広功エリア・ルー トの景観形成

・ 景観教育の推進

指  標 基準値(基準年) 目標値(目 標年)

広域エリアにおける県及び市町の連携による景観

形成ガイドライン※の策定(累計)

0件(Rl年度) 2件(R7年度)

③ 議鸞種機鍵の纂織1趣 tこ G熊る効蔀麹な帝循鑢の形成

中心拠点や生活拠点への都市機能 (医療・福祉・商業等)の集約や、その周辺への居住の誘導により、

高齢者や子育て世代にとつて安!bして暮らせる都市環境を構築 し、生活利便性の維持・向上及び持続可

能な都市経営の実現を図ります。

・ 都市計画基礎調査
※の実施

・ 立地適正化計画
※
作成の推進、取組実施への支援

※
Yぜを真鳩嗚巽イ鴇絆 ξを″登弩亀患ξ聖普責ご?そ乳雰艤

対して最適な移動手段をシームレスに一つのアプリで提供するなど、移動を単なる手段

※モビリティサービス :様々な交通手段による移動サービス

※景観行政団体 :景観法に基づき、景観に関する行政事務を行う自治体

嚢⊆i綴診:男ら写;雫ぢ写ラ↑宣挑F寒讐ta藍 :移拘電セそτ(g佐 i識仏摺層髯今携ゴ悪程キ覆生ia需岳橙i婁ぇ境律輩怯ち蛇島な質湧杉岳系忌堡なえ犠λεよウ率3存 9[憂き協2ことと
している

※都市計画基礎調査 :都市計画法に基づき実施する基礎調査のことで、おおむね 5年ごとに、都市計画区域における人口規模、産業分類別の就業大日の規模、市

街地の面積、土地利用、交通量などについて、現況及び将来の見通 しを調査するもの

※立地適正化計画 :市町村が都市計画区域において作成する、住宅や福祉 医療 商業等の都市機能に関する施設の立地について、適正化を図るための計画
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囲

●瀦〕と組の級要

・ 離島や半島などの地域が有する豊かな自

然や歴史、文イヒなどの資源を活かし、産業

振興や交流人回の拡大等による地域活性

化を推進します。

・長崎を特徴づける国立ノム`園・ジオパーク等

の自然を地域資源として活用します。

0めざす姿

・ 離島・半島などが有する特有の資源を活かし

ながら、しまや半島などの地域活力が維持・

活性化している。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

過疎地域等の人口減少率(社会減)
3.0%

(H27年 RJ年減少率)

2.1%未満

(R3∵R7轍 ひ率)

④ しまの嚢源を活かした地域活性1鼈

しまの人口減少に歯止めをかけるため、有人国境離島法関連施策等を積極的に活用し、新たな雇用の

場の倉」出や、地研資源を活かした生産者の事業拡大、滞在型観光の推進による交流人□の拡大などに取

り組み、しまの活性化を推進します。

・有人国境離島法関連施策の積極的な活用による人回の社会減の改善

・∪|タ ーン者のしまでの創業や、島外事業者の新たな事業展開の促進
。しまの若者の地元定音や UIタ ーン者の拡大に資する島内企業の人材確保の促進

・ しまの産品の商品力向上や販路拡大等による生産者の事業拡大の促進

・ しまの魅力を活かした滞在型観光の推進

・高校生の離島留学制度※を活用した魅力ある学校づくりの推進

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

雇用機会拡充事業による新規雇用者数 183人 (Rl年度) 200人(R7年度)

② 地域の特色を活かしたと色域発のプとコジェクトの推進

活力ある地域づくりのため、それぞれの地域が自ら地域課題の解決に取り組むとともに、地顔を担う

一人一人の想いを活かしながら、豊かな自然環境、気候風土に培われた個性豊かな歴史文化などそれぞ

れの地域に特有の資源を活かした特色ある地域づくりを進めます。

※離島留学制度 :し まの教育資源を活用した県立高校の特色あるコースに島内外から生徒を受け入れる県独自の留学制度で、五島、壱岐、対馬、五島南、奈留高機の
5校で実施している
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・大都市圏や福岡都市圏などに対しての情報発信の強化や地功資源の利活用など、半島市町の広功

連携による交流人口拡大及び定住促進を推進

・肥前窯業圏※や干拓資源・ ジオパークなど、各地頭の特色や魅力的な地域資源を活かした地域活性

化の取組を促進

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

ながさき旅ネット※内「半島のページ」のページビュ

ー(PV)数※
6,814PV(Rl年度 ) 7,450PV(R7年度)

③ 丸
'llll盛

黒籍毯め翻 こまる醸纏罐蓮

連携先を佐賀県に限らず、九州地方知事会・九州地馘戦略会議の枠組みを適用して、より広域的な連

携を目指します。具体的には、移住推進や小さな拠点とネットワークコミュニティ構築に向けた担い手

確保、空港連携の検討、高卒就職者の圏功内就職率の向上等を九州各県共同して行います。

・ 九州・ 山□が一体となつた移住促進

・ 」ヽさな拠点とネットワークコミュニティ構築に向けた担い手確保

・空港連携の検討

・高卒就職者の圏馘内就職率向上の検討

・ 佐賀県との連携による地域活性化

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

九州日山口地域の移住者数の増加 8,755人 (H30年度) 14,000人 (R6年度)

④ 感域連機麟盤進|こ c無る雲北幾鐵の添控r毬

県北地頭の特性を渚かし、歴史的・地理的につながりが深い本県と佐賀県との緊密な連携により、交

流人□の拡大や地域振興などに取り組みます。また連携中枢都市圏 (西九州させぼ広域都市圏)の運営

や事業が円滑に行われるよう助言や支援を行い、人口減少社会において活力ある経済・生活圏を維持、

形成します。

・ 肥前窯業圏の活性化に向けた取組

・伊万里湾周辺自治体等における地域資源を活用した地域活性化

・ 」R佐世保線の高速化による輸送改善

◎ 士t協域振興のための臨然養源の透隠

人ノマの価値観の変化やニーズの多様化が進む中、国立ノム`園やジオパーク等の地域の豊かな自然をよ

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

連携した取組に基づいて事業化した数(継続) 2件(Rl年度) 3件(R7年度)

※肥前窯業圏 :日 本遺産 (」apan Heritage)と して文化庁に認定された「日本磁器のふるさと

県唐津市、伊万里市、武雄市、嬉野市、有田町、長崎県佐世保市、平戸市、波佐見町)

※ながさき旅ネット:県の公式観光 旅行情報サイト

※ページビュー (PV)数 :閲覧されたページの合計数

肥前～百花練乱のやきもの散歩～」の構成文化財の所在市町 (佐 賀
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り深く理解・体験し楽しむことを通じて、少しでも長<滞在し何度も訪れたくなるような滞在環境の魅

力が向上する取組を推進します。

・ 自然
ノム`園等におけるインバウンド受入環境整備の推進

・ 国立′ム`園雲仙の滞在環境上質化

・国立′ム`園とジオパーク等の連携

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

自然資源を活用した利用環境整備箇所数(累計)
10箇所

(R7年度)
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蘊
◆めざす姿

・本県の特色ある歴史や文化芸術による地域活

性化やスポーツによる地域のにざわいづくり

が行われている。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

文化芸術イベント等に参加(鑑賞を含む)した県民

の割合
26%(Rl年度) 50%(R7年度)

スポーツコンベンシヨン※
参加者数(九州大会以上) 14.6万人(H30年度) 18.0万人(R7年度)

④ 歴史や文r蔭術tこょると,趣域透性1と

本県の特色ある歴史や文イヒ芸術による地域づくり、それを担う人材の育成、文イヒ資源を活用した地域

の取組への支援など、宮民協l動で地域の文化資源を磨き上げることにより、歴史や文化芸術による地功

の活性化を図ります。

。日本遺産第 1号として認定された「国境の島 壱岐・ 対馬・五島」や2つの世界遺産 (明治日本の

産業革命遺産、長崎と天草地方の潜伏キリンタン関連遺産)のような、本県ならではの特色ある歴

史や文化芸術のス トーリー性を重視した効果的な情報発信

・ 県内各地域が持つ文化資源を自ら主体的に活用する取組に対する集中的な支援

・ 孫文と梅屋庄吉※
、隠元※など、長崎ゆかりの偉人のさらなる顕彰を通した中国との交流拡大

・県内のどこにいても音楽や美術などの良質な芸術に触れられる機会の提供

・ 国民文化祭
※の開催を契機とした地域の文化活動の活性イしや堂化資源の磨き上げ

・ 離島地域が取り組む文イヒ芸術の多様な取組を総合芸術祭として一体的に実施

・継続的な若手芸術家の支援及び若者の企画立案能力向上を図るための人材育成

・ 本県を舞合とした作品の創作支援、出版社等との幅広い人的ネットワークの構築

・長崎県美術館、長崎歴史文化博物館、孫文・梅屋庄吉ミュージアム等の活動の充実

・全国障害者芸術・ 文化祭
※の開催等障害者の文化芸術活動による社会参加の推進

●憩縄の擬棗

・ 歴史や文化芸術による地域づくりやそれ

を担う人材の育成、文化資源を活用した

地域の取組を支援します。

・V・ ファーレン長障との連携による地域活

性化や、スポーツを通 した国際交流の推

進に努めます。

閥

※スポーツコンペンション :地域外から多くの参加者が見込まれる大型スポーツ大会

※梅屋庄吉 :中国が近代化をはじめる契機となつた辛亥革命を導き中国の国父とされる孫文を、生涯にかけて物心両面で支えた本県出身の実業家

※隠元 :江戸時代初めに長崎からの求めに応じ渡来し、黄栄宗の開祖となるとともに、隠元豆や煎茶の習慣など、多くの文物を日本にもたらした中国の高僧

※国民文化祭 :地域の文化資源等の特色を生かした文化の祭典で、各種の文化活動を全国規模で発表、共演、交流する場となるもの。四大行幸啓の1つ

※全国障害者芸術 ,文化祭 :障害者の文化 芸術活動への参加を通じ、障害者の自立と社会参加を促進することを目的として国民文化祭と合同開催を目指している
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指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

地域と協働して実施するイベントヘの参加者数 13,290人 (H30年度) 16,700人 (R7年度)

② 掻統文1との継承と文r色簿のl崇筈・活鶏
文化財を観光やまちづくり分野に生かしつつ、文化財継承の担い手を確保してしヽくことが求められ

ています。このため、文化財の保存・活用に努め、地域総がかりで取り組んでいく体制づくりを進めて

いきます。

。「長崎県文化財保存活用大綱※」により、市町が具l本的なアクションプランを作成するなど、地域と

一丸となつて取り組む保存・活用事業の推進

・ 次世代への日本の伝統文化、地頭の郷土芸能を継承していく機運を醸成するため、「長崎県の文化

財′ム`開月間
※
」等の事業の実施

・ 文化財の適正な保存管理とその活用の促進

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

回や県の指定等となつた文化財の数 683件(Rl年度) 707件(R7年度)

③ スポーツによる鑢域遇l隆亀

ラグビーワールドカップ20¬ 9TM及び東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会にお
ける海外チームキャンプの誘致活動で得られた人脈や、受入ノウハウ等を活用し、国内外のスポーツ合

宿誘致をさらに推進していくとともに、V・ ファーレン長崎及び新たにBリ ーグ※への参入を目指す長
崎ヴェルカと連携して、地域のにぎわいづくりを進めます。

・プロスポーックラブと連携した地域活性化の推進
。長崎スタジアムシティプロジェクト※と連携した地頭活性化につながる各種スポーツイベント等の

誘致協力

・スポーツ施設や志まれた自然環境を活用し、地期が主体となつたスポーッ合宿・大会の誘致促進

・障害者のスポーツ活動等による社会参加の推進
。国内及び近隣諸国で開催される国際大会に向けた海外チームキャンプ誘致の推進

・スポーツを通した国際交流の推進や、観光・物産を含めた本県の情報発信

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

スポーツ合宿参加者数 51910人 (H30年 ,費 ) 7,777人 (R7年度)

※長崎県文化財保存活用大綱 :文化財保護法に基づき、県における文化財の保存・活用の基本的な方向性を明確化し、県内の各種取組を進めていく上で共通の基盤と
なるもの

※長崎県の文化財公開月間 :毎年■ 月を基本として、県内の文化財の情報発信を集中的に行い、県民の地域の歴史 文化に対する理解 関心の深まりと文化財保護
意識の醸成を図る取組

※Bリ ーグ :2016年 に発足した、日本の男子プロバスケットボールリーグの通称。公益社団法人ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグが運営する
※長崎スタジアムシティプロジェクト:ジ ャパネットホールディングスグループで進められている、サッカースタジアムを中核とした複合的な都市開発プロジェクト
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④ 錢機スポ韓ンの鍵饉

国際大会や全国大会等で本県選手が活躍する姿は、県民に大きな感動と活力を与え、郷土愛を育みま

す。そのため、優秀選手の発掘・育成・強化に取り組み、競技力向上を図ることで競技スポーツを推進

します。

・選手の発達段階に癌した一員指導システムの充実

。世界の舞台へ羽ばたく選手の育成・強化

・優秀成年選手の確保に向けた支援体制づくり

・最新のスポーツ医・科学を活用した指導者・選手サポート体制の充実

指  標 基準値(基準年) 目標値(目 標年)

国民体育大会の順位
26位

(Rl年度)

20位台前半

(R7年度)
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囲

●取議騒の機要

。これまでに培った人のつながりなどを活

かし反好都市との交流を拡大するととも

に、市町や関係団体等と連携し地域にお

ける幅広い分野での交流を推進します。

・原文暴の悲惨さや非人道性を世界に向けて

発信するとともに、被k暴体験の継承、平和

意識の醸成に取り組みます。

●めざす姿

・ 多様な国際交流が活発に行われている本県の

取組が広く認知され、訪れた外国人や生活し

ている外国人と県民の交流が拡大している。

・ 被文暴の実相が正しく理解され、核兵器の廃絶

と世界I厘久平和の実現への流れが拡大してい

る。

・ 本県での国際交流などを通し、異なる文化や

価値観等を尊重する中で平和の意識が醸成さ

れ、長崎から絶えず平和の発信がされている。

成果指標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

国際交流及び平和発信事業への県民等参加者数 4,682人 (H30年度) 8,000人 (R7年度)

④ 国際交流の推進

長い交流の積み重ねにより培われた反好交流関係や人的ネットワーク等を活かして海外との交流を

拡大するとともに、市町や関係団体等と連携した交流活動の支援や地頼で活躍する国際人材の育成を

図ることにより、地域における幅広い分野での国際交流を推進していきます。

・反好都市との関係強化と相互交流の拡大

・ ICT等を適用した新たな交流の推進

・市町や関係団体等と連携した雷学生や 」ET※青年 (CIR※、ALT※、SEA※ )の活躍する機会の創出

・留学生や外国人観光客等が集い、多くの人と交流する場の創出

・民間団体等が取り組む先駆的な国際交流活動への支援

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

県民等が参加した国際交流事業の開催件数 23回 (H30年度) 38回(R7年度)

② 核兵器や戦争のない平不囲な世界の実現fこ箆|すた矯報発簿
被k暴県の使命として、核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に向け、長崎市や関係団体と連携し高齢化

が進む被文暴者の被文暴体験の継フ了くに取り組むとともに、県としては原爆の悲惨さや非人道性を31き続き
※」ET<Japan Exchange and Te正山ng>:語学指導等を行う外国 青年招致事業で、総務省、外務省、文部科学省、(― 財)自治体国際化協会が協力して実施
※CIR<Coordhator for lnternattmal Relatねぃ>:主に地方公共団体の国際交流担当部局等に配属される国際交流員
※ALT<Aselstant Language Ъacher>:主 に学校、または教育委員会に配属される外国語指導助手
※SEA<Sports Exchange Aよ施or>:主 に地方公共団体に配属されるスポーツ国際交流員

144
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世界へ発信します。併せて、被ばく者医療の実績を活かした国際貢献にも取り組みます。

また、国際交流事業などあらゆる機会を捉え、平和を希求する人達と連携し、平不□の尊さを発信しま

す。

・原爆の悲惨さや非人道性を伝える情報の発信

・県内市町や NGO※等と連焼した平和活動の推進

・若い世代への被文暴体験の継承と平和活動を担う人材の育成

・長崎大学核兵器廃絶研究センター※と連携した専門的見地からのアプローチによる情報の発信

・ 在外被大暴者及び世界各地の放射線被ばく事故による被災者支援のための医師の研修受け入れや専

門家派遣

・ 文化やスポーツなどの活動を通した平和についての発信

指  標 基準値(基準年) 目標値(目標年)

県民等が参加した平和発信事業の開催件数 14回 (H30年度) 24回 (R7年度)

※NGO<Non・ goverェ ェェlェ oata1 0rgaxttzatlon>:民 間人や民間団体がつくる国内外の機構 組織

※長崎大学核兵器廃絶研究センター :学問的調査 分析を通して核兵器廃絶に向けた情報や提言を世界に発信する長崎大学の組織

-140-
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資料９ 

１．書類等の題名 

  「新しい理工系大学院博士後期課程の構築にむけて-科学・技術を担うべき若い世代の

ために-」 

 

２．出典 

  日本学術会議 若手・人材育成問題検討分科会 

  

３．引用範囲 

  ●３．提言の内容 

提言１ 大学は、育成すべき人材像を明確に示しつつ、新たな時代に相応しい博士

号取得者の育成を構想するべきである。 

   http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t62-11.pdf#page=5 
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資料９

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t62-11.pdf#page=5


 

 

提  言 

 

 

新しい理工系大学院博士後期課程の 

構築に向けて 

－科学・技術を担うべき若い世代のために－ 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年（2008 年）8 月 28 日 

日 本 学 術 会 議 

環境学委員会・数理科学委員会・物理学委員会・地球惑星科学委員会・ 

情報学委員会・化学委員会・総合工学委員会・機械工学委員会・ 

電気電子工学委員会・土木工学・建築学委員会・材料工学委員会合同 

若手・人材育成問題検討分科会
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iii 
 

革すること（提言１，２，７）、政府は大学院制度の隘路を改善すること、

および、財政上の支援を強化すること（提言３，４，５，６，７）、産業界

など社会の各関係部門は、博士号取得者の積極的な活用と採用条件の改善を

図ること（提言６）、が必要である。なお、大学は、大学院教育の現場に直

接的な責任と義務を持つ主体として、これらすべての提言項目について積極

的に対応することが望まれる。 

  

提言１ 大学は、育成すべき人材像を明確に示しつつ、新たな時代に相応し

い博士号取得者の育成を構想するべきである。 

 

博士課程教育の担い手である大学は、社会の各分野との意思疎通を保ちな

がら、また、大学院生の意思を尊重しながら、博士課程教育を見直す必要が

ある。すなわち、博士号取得者が社会の多様な分野で活躍できるように、専

門分野に関する深い知識と研究能力に加え、複眼的な広い知的視点を獲得で

きるように、ビジョンと目標にかなう教育プログラムとその質の担保を可能

とする体制を構築すべきである。 

 

提言２ 国際的な競争力を持つ、多彩で魅力ある大学院教育体制を構築すべ

きである。 

 
大学間の人材獲得競争はグローバル規模で激しさを増し、世界の若者たち

は、国境を越え も優れた教育プログラムを求めて移動するようになってき

た。従って、我が国の各大学は、国内はもとより国外からも優れた人材を惹

きつけることのできる、世界に開かれた魅力に溢れる教育体制を構想しなけ

ればならない。  
世界で活躍する人材の育成を視野に入れた大学院教育の構築のためには、

研究室を越えて自主的に交流できる研究環境や、教職員・ポスドク・訪問研

究者、そして同僚としての大学院生らの厚い層の人的環境が存在することが

望まれる。多様な刺激と相互研鑽の場が得られる大学院生活を通じて、異分

野の人々とのコミュニケーション能力、共同作業・チームワークの能力の育

成も可能となる。特に助教などの若手教員の充足、また TA・RA 制度の充実

などが望まれる。  
また、優れた外国人の学生を確保するために、世界の学生へ我が国の大学

院の魅力を生の声で伝えるなど、積極的な広報活動を展開する必要がある。 

 

提言３ 大学院の学生定員制度の柔軟化を図るべきである。 

 

博士課程定員については柔軟な運用が必要である。個人の自由意志に基づ

いて選択志望する半職業人（研究従事者）としての博士課程学生の収容可能

数を、専攻や分野ごとの厳密な定員管理の下に置くことは、本来避けねばな
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資料 10 

１．書類等の題名 

  「本県における Society5.0の実現に向けて」 

 

２．出典 

  長崎県 企画部 次世代情報化推進室 

 

３．引用範囲 

  ●ながさき society5.0 推進プラットフォームについて 

   https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2020/10/1603094781.pdf#page=3 
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本県における Society5.0 の実現に向けて                      

現   状 

● 若者の県外流出により、本県の生産年齢人口の減少が進行 

● AI、IoT、ロボット、ビッグデータなど、第 4 次産業革命と呼ばれる新たな技術革新が、これまでにないスピー

ドで進展 

● 我が国では、これらの先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を

両立していく Society5.0 の実現を目指している。 

● 長崎県立大学における日本初の情報セキュリティ学科の設置や情報セキュリティ産学共同研究センターの

整備、長崎大学情報データ科学部の開設及び、IT 関連企業の本県進出が進んでいる。 

● 新型コロナ感染症の拡大 

課   題 

■ 本県における固定系超高速ブロードバンド利用可能世帯率（H31.3 月末）は、96.8％（全国 99.5％）
で全国 44 位、うち光ファイバ利用可能世帯率は 91.8％（全国 98.8％）で全国最下位とインフラ整備が
遅れている。（離島・半島が多い） 

■ 通信環境整備（光ファイバ）において、民間事業者は費用対効果、市町は財源不足・固定経費増加への
懸念から、条件不利地域への敷設に消極的 

■ 離島内における通信速度の確保 

■ 県内各産業、行政における ICT 利活用の意識醸成 

■ 県内の各地域や産業における潜在的課題の掘り起こし 

■ ポスト・コロナにおける社会の急速なデジタル化、人の考え方や働き方の大きな変化への対応 

近年の ICT 企業の本県進出

実績 

1 2019. 2 富士フイルムソフトウエア㈱ AI（人工知能）を活用した社会インフラ点検・診断事業の研究開発拠点

2 2019. 5
京セラコミュニケーションシステム㈱

（長崎Innovation Lab (イノベーションラボ)）
ICT事業の研究開発拠点

3 2019. 10 ㈱デンソーウェーブ　(長崎ソリューション開発センター） 地域が直面する具体的な社会課題の解決に向けたシステム開発拠点

4 2020. 3 ㈱ゼンリン（長崎R&Dブランチ） AIを活用した地図データの作成に関する研究開発及び新事業の創出

立地年月 企業名 業務内容

ながさき Society5.0 推進プラットフォーム（R2.9.1 立ち上げ） 

[構成] 企業（団体）、金融、大学、アドバイザー、市町、県 

         → 企業等は、IT 系だけではなく、農業、土木、福祉など、幅広い分野から参画を求める。 

[役割]  
・ 長崎県版 Society5.0 実現に必要不可欠な情報通信基盤の充実 

・ 県内産学官金の連携による Society5.0 等に対応したサービスの提供・活用等による地域課題の解決 

・ Society5.0 の時代に対応する県内産業の育成・強化 

・ 長崎県版 Society5.0 推進に向けた意識啓発 

 

※ 総会は年 1～2 回程度、分科会・ワーキンググループ等の随時開催を想定。 

   （事務局[県]は、分野・地域横断的にファシリテート） 

固
定
系
超
高
速
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
う
ち
光
フ
ァ
イ
バ
利
用
可
能
世
帯
率 

Society5.0 の実現 

1. 超高速ブロードバンド環境の整備 [光ファイバ、５G など] 

2. 豊かで質の高い県民生活の
実現 [医療、教育など] 

3. 新産業創出・地場産業 
振興・地域振興 

4. 県・市町におけるデジタル化 
の推進 

＜通信環境整備への国の支援制度＞ 

【高度無線環境整備推進事業】（総務省） 

（事業主体）自治体、民間事業者等 

（対象地域）過疎地域・離島等の条件不利地域 

（補助率）離島：2/3（自治体）  1/2（民間） 

           その他：1/2、1/3（財政力指数による） 

国における R2 年度 2 次補正予算において、高度無

線環境整備推進事業の対象地域の要件を緩和し、

条件不利地域以外も ①財政力指数 0.8 以下の自

治体 または ②人口密度 500 人/平方キロメート

ル以下の町字 のいずれかに該当すれば補助対象と

なる。 

長崎県 企画部 次世代情報化推進室 

１ 
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Society5.0 の実現に向けた取組の方向性 

＜目指す姿＞ 

★ 超高速・大容量通信を実現する５Ｇなどの次世代通信環境が他県に遅れることなく県内で整備されている。 

★ 県民が、地理的・地勢的な条件不利を感じることなく、豊かで質の高い生活を送ることが出来ている。 

★ 幅広い分野において、AI・IoT、ビッグデータなどの活用が進み、地域課題の解決や地域活性化、新産業・新サービスが創出され、県内産業が活性化している。 

★ ＡＩやＲＰＡ等の活用により、業務効率化や業務改革が進み、多様な行政運営、行政手続のオンライン化が実施され、質の高い行政サービスが提供されている。 

● ウィズコロナ／ポストコロナへの対応   

・ 居住地域により、県民の安全・安心、生活の質に格差が生じないよう取組を推進 

・ 取組分野・地域の優先順位付け 

・ 「医療」、「教育」については、ながさき Society5.0 推進プラットフォームの設置に先

立ち、先行して取組を推進 

 

取組の方向性 

● Society5.0 の実現／ニューノーマル（新たな日常）の実現 

１. 超高速ブロード 
バンド環境の整備 

・ 県下全域における光ファイバ未整備地区の早期 

・ 離島内における通信速度の確保 

・ ５G、ローカル５Ｇの導入促進 

        など 

・ ICT 利活用による地域課題解決、産業振興、地域振興 

・ 若者流出による生産年齢人口の減少への対応 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大による社会の急速なデジタル化、人の考え方や働き方

の大きな変化への対応 

・ 民間企業、行政におけるデジタル化、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進 

２. ＩＣＴ利活用に
よる豊かで質の高
い県民生活の実
現 

・ 地理的・地勢的不利条件の緩和 
・ 遠隔診療体制の構築（特に離島） 
・ 遠隔授業(本土-離島間含む)体制の構築 
・ 介護ロボット、ICT 導入による環境の改善 

                     など 

３. ＩＣＴ利活用に
よる新産業の創
出、地場産業振
興及び地域振興 

・ AI・IoT・5G、ドローン等を活用した新産業・ 
新サービス創出 

・ スマート農業による生産性の向上 

・ 高精度な漁場予測等のスマート漁業の推進 

・ MaaS、空飛ぶクルマなど、新たなモビリティサービス導入 

・ オープンデータ・ビッグデータの利活用の推進 
・ サテライトオフィス、ワーケーション等の誘致 
・ i-Construction の取組推進  

など 

４. 県・市町における 
デジタル化の推進 

・ 多様な働き方のためのモバイルワーク（テレワーク）推進 
・ 行政手続きのオンライン化、電子行政サービスの整備 
・ マイナンバーカードの普及、利活用の推進 
・ スマート自治体への転換 

など 

1-② 遠隔での事業実
施スキームの構築 

・ 「遠隔診療」実施スキームの構築（特に離島） 
・ 「遠隔授業」実現に向けた環境・機器等の整備 

[R2 年度当初] 

■県立大学情報セキュリティ産学共同研究センター（仮称）整備 

■新モビリティサービス導入推進（長崎県 Maas 導入指針（仮称）策定） 

■介護ロボット・ICT 普及促進事業   ■ロボット・IoT 関連産業育成事業 

■林業普及指導（ドローン活用による測量） 

[R2 年度 4 月補正] 

■感染症拡大防止や介護業務の負担軽減を図るため、事業者のロボット等の導入促進 

■遠隔手話サービスの導入を推進   ■テレビ会議システムの利用促進 

■テレワークの受入態勢整備（テレワークポータルサイトの開設等）  ■無人キャッシユレス店舗経営支援 

■テレワーク導入促進（中小企業の機器導入・運用経費支援など） 

[R2 年度６月補正] 

■リモートワーク・ワーケーション等の受入促進 

＜参考＞ 令和２年度における ICT 関連の主な県事業 

２ 
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本県における Society5.0 実現に向け、 

必要な取組 

情報通信基盤の整備促進 

県内各地域・産業における課題の掘り起こし 

県内企業の“自分事”としてのやる気喚起 

誘致企業も含めた企業同士のコラボレーション 
（県内企業等の有する技術・サービスの 
カタログ化 

県民・企業・行政における DX の意識醸成 

● ながさき Society5.0 推進プラットフォーム 

 

    基盤整備・課題解決部会 

基盤整備 WG 課題解決 WG 

行政デジタル化 WG 

    ICT サービス・産業振興部会 

農林 WG 水産 WG 福祉 WG 教育 WG 

土木 WG 防災 WG 交通 WG 環境 WG 

    幹事会 

総会（全構成員） 
情報産業クラスター協議会・情報産業協会・NTT 西日本・長崎大

学・長崎県立大学・長崎総合科学大学・佐世保高専・十八親和

銀行・シンクながさき・CODE FOR NAGASAKI・弁護士・市長会・

町村会 

構成メンバー（13 名） 

IT 地場企業・誘致企業・情報通信業界 

・大学・高専・十八親和銀行・シンクながさき 

・各業界団体・21 市町 

構成メンバー 

各産業分野における産学金官における協議会等を活用し、

必要に応じてメンバーを加え協議 

構成メンバー 

産
学
金
官
で
の
推
進
体
制 

 

３ 

ながさき Society5.0 推進プラットフォームについて 

（敬称略、順不同）

区分 氏名 役職

1 中野
なかの

　一英
かずひで

長崎県次世代情報産業クラスター協議会 会長

2 濵本
はまもと　ひろくに

　浩邦 （一社）長崎県情報産業協会 会長

3
情報通信

業界 古賀 隆之
こが　たかゆき

西日本電信電話㈱（NTT西日本）長崎支店　支店長

4 小林
こばやし

　透
とおる

長崎大学 副学長（情報担当） 情報データ科学部　教授

5 加藤 雅彦
かとう　まさひこ 長崎県立大学 情報システム学部　 情報セキュリティ学科

教授

6
山路
やまじ

   学
まなぶ 長崎総合科学大学 総合情報学部総合情報学科

マネジメント工学コース 講師

7 嶋田 英樹
しまだ　ひでき

佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 学科長

8 金融業界 麻生 隆宏
あそう　たかひろ

親和銀行　地域振興部　部長

9 菊森 淳文
きくもり　あつふみ

（公財）ながさき地域政策研究所 理事長

10
横山 正人
よこやま　まさと

CODE FOR NAGASAKI 代表

11 個人情報 岬
みさき　たかのぶ

　孝暢 アサヒ法律事務所 弁護士

12 市長会 野副 智子
のぞえ　ともこ

長崎県市長会　事務局長

13 町村会
竹内 清吾
たけうち　せいご

長崎県町村会　事務局長

ICT業界

高等教育

関係

有識者

＜幹事会 幹事一覧＞ ＜基盤整備・課題解決部会構成メンバー一覧＞ 

区分 企業・団体名

基盤

整備

WG

課題

解決

WG

行政

ﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙ化

㈱NDKCOM ●

不動技研工業㈱ ●

扇精光ソリューションズ㈱ ● ●

システムファイブ㈱ ●

㈱システック井上 ●

エコー電子工業㈱ ● ●

㈱日本ビジネスソフト ●

京セラコミュニケーションシステム㈱

（長崎イノベーションラボ）
● ●

富士フイルム㈱　（Brain(s)九州）

富士フイルムソフトウェア㈱ 　（長崎事業所）
●

㈱デンソーウェーブ

（長崎ソリューション開発センター）
● ●

㈱ゼンリン　（長崎Ｒ＆Ｄブランチ） ▲ ●

西日本電信電話㈱（NTT西日本）長崎支店 ● ● ●

NTT DOCOMO 九州支社長崎支店 ●

長崎ケーブルメディア ●

長崎大学 ●

長崎県立大学 ●

長崎総合科学大学 ●

佐世保工業高等専門学校 ●

　● ･･･ メンバー　　▲ ･･･ 必要に応じて適宜参画　　　　　　　（順不同）

ICT業界

誘致企業

情報通信業界

高等教育関係

区分 企業・団体名

基盤

整備

WG

課題

解決

WG

行政

ﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙ化

長崎大学 ●

長崎県立大学 ●

長崎総合科学大学 ●

佐世保工業高等専門学校 ●

金融業界 十八親和銀行※１ ● ●

有識者 ながさき地域政策研究所 ● ● ●

長崎県農業協同組合中央会 ●

長崎県漁業協同組合連合会 ●

長崎県医師会 ●

長崎県社会福祉協議会 ●

長崎県建設業協会 ●

長崎県商工会議所連合会 ●

長崎県商工会連合会 ●

長崎県中小企業団体中央会 ●

長崎県産業振興財団 ●

市町 各市町 ▲ ▲ ●

業界団体

高等教育関係
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長崎県立大学大学院 地域創生研究科 

地域創生専攻（博士後期課程）（仮称）の 

修了者に対する企業等の採用意向に関するアンケート調査報告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年１月 
 

一般財団法人 日本開発構想研究所  
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長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）（仮称）の 
修了者に対する企業等の採用意向に関するアンケート調査報告 

 
１．調査概要 
（1） 調査目的 
令和 4 年 4 月に予定している長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）
（仮称）の開設に向けて、長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）（仮称）

修了者の就職が見込まれる、1都1府14県（東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、岡山県、
広島県、山口県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）の企業等

の採用担当者にアンケートを実施し、長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課

程）（仮称）の修了者に対する企業等の採用意向を把握することを目的とする。 
 
（2） 調査対象 
長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）（仮称）修了者の就職が見込ま

れる企業等1,358社の採用担当者にアンケートへの協力を依頼し、239件の有効回答があった。 
 
（3） 調査方法 
長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）（仮称）修了者の就職が見込ま

れる企業等1,358社の採用担当者にアンケート用紙及び長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生
専攻（博士後期課程）（仮称）の概要を示したリーフレットを送付し、アンケートを実施した。回答

は一般財団法人日本開発構想研究所へ企業等から直接郵送。 
集計結果より、長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）（仮称）の修了

者に対する採用意向を分析した。 
 
（4） 調査実施期間 
令和2年12月～令和3年1月 

 
（5） 有効回収率等 
調査対象数：1,358社 
有効回答数：239件 
有効回収率：約17.6%（有効回答239件 ÷ 調査対象1,358件） 

 
※長崎県立大学大学院にて設置を構想している地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）は仮称

であるが、本文中ではその旨の表示を省略した。  
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２．調査結果 
（1）事業所の種別について 
事業所の種別について調査した結果、回答のあった企業等 239 件のうち、「本社」が 198 件
（82.8%）と最も多く、次いで「単独事業所」17 件（7.1%）、「支社」12 件（5.0%）、「その他」11
件（4.6%）の順になっている。 ※「無回答」1件（0.4%） 
 
 
 
 
 
 
 
  

事業所の種別
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 本社 198          82.8         
2 支社 12             5.0            
3 単独事業所 17             7.1            
4 その他 11             4.6            
無回答 1               0.4            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          本社

82.8%

支社
5.0%

単独事業所
7.1%

その他
4.6% 無回答

0.4%

事業所の種別
N = 239
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（2）事業所の所在地について 
事業所の所在地について調査した結果、回答のあった企業等 239 件のうち、10 件以上の回答を得
たものを挙げると、「長崎県」が68件（28.5%）と最も多く、次いで「福岡県」34件（14.2%）、「東
京都」29 件（12.1%）、「その他」19 件（7.9%）、「熊本県」15 件（6.3%）、「鹿児島県」13 件
（5.4%）、「佐賀県」12件（5.0%）、「大阪府」10件（4.2%）の順になっている。 
※「無回答」1件（0.4%） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

事業所の所在地
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 東京都 29             12.1         
2 神奈川県 0               0.0            
3 愛知県 9               3.8            
4 大阪府 10             4.2            
5 兵庫県 4               1.7            
6 岡山県 7               2.9            
7 広島県 7               2.9            
8 山口県 1               0.4            
9 愛媛県 4               1.7            
10 福岡県 34             14.2         
11 佐賀県 12             5.0            
12 長崎県 68             28.5         
13 熊本県 15             6.3            
14 大分県 3               1.3            
15 宮崎県 3               1.3            
16 鹿児島県 13             5.4            
17 その他 19             7.9            
無回答 1               0.4            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

東京都
12.1% 神奈川県

0.0% 愛知県
3.8%

大阪府
4.2%

兵庫県
1.7%

岡山県
2.9%

広島県
2.9%

山口県
0.4%

愛媛県
1.7%

福岡県
14.2%

佐賀県
5.0%

長崎県
28.5%

熊本県
6.3%

大分県
1.3%

宮崎県
1.3%

鹿児島県
5.4%

その他
7.9%

無回答
0.4%

事業所の所在地
N = 239
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（3）事業所の業種について 
事業所の業種について調査した結果、回答のあった企業等 239 件のうち、「その他」が 50 件
（20.9%）と最も多く、次いで「官公庁・公社・団体」47 件（19.7%）、「サービス・インフラ（教
育・医療・福祉を含む）」40 件（16.7%）、「小売」25 件（10.5%）、「メーカー」21 件（8.8%）、「商
社」20件（8.4%）、「ソフトウェア」16件（6.7%）、「金融」14件（5.9%）、「広告・出版・マスコミ」
5件（2.1%）の順になっている。 ※「無回答」1件（0.4%） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

事業所の業種
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 メーカー 21               8.8              
2 商社 20               8.4              
3 小売 25               10.5            
4 金融 14               5.9              
5 サービス・インフラ（教育・医療・福祉を含む） 40               16.7            
6 ソフトウェア 16               6.7              
7 広告・出版・マスコミ 5                  2.1              
8 官公庁・公社・団体 47               19.7            
9 その他 50               20.9            
無回答 1                  0.4              
N （％ﾍﾞｰｽ） 239             100             

メーカー
8.8%

商社
8.4%

小売
10.5%

金融
5.9%

サービス・インフラ

（教育・医療・福祉を含む）
16.7%

ソフトウェア
6.7%

広告・出版・マスコミ
2.1%

官公庁・公社・団体
19.7%

その他
20.9%

無回答
0.4%

事業所の業種
N = 239
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（4）今年度（令和2年4月入社）の採用人数（博士後期課程修了者）について 
今年度（令和2年4月入社）の大学院（博士後期課程）修了者の採用人数について調査した結果、
回答のあった企業等 239 件のうち、「今年度は大学院（博士後期課程）修了の人材を採用していない
（過去にも採用した実績がない）」が 107 件（44.8%）と最も多く、次いで「今年度は大学院（博士
後期課程）修了の人材を採用していない（過去には採用した実績がある）」79件（33.1%）、「1～4人」
31件（13.0%）、「わからない」15件（6.3%）、「5人以上」6件（2.5%）の順になっている。 
※「無回答」1件（0.4%） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

今年度(令和2年4月入社)の採用人数(博士後期課程修了者)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 1～4人 31               13.0            
2 5人以上 6                  2.5              
今年度は大学院（博士後期課程）修了の人材を採用していない
（過去には採用した実績がある）
今年度は大学院（博士後期課程）修了の人材を採用していない
（過去にも採用した実績がない）

5 わからない 15               6.3              
無回答 1                  0.4              
N （％ﾍﾞｰｽ） 239             100             

79               33.1            

107             44.8            

3

4

1～4人
13.0%

5人以上
2.5%

今年度は大学院（博士後期課程）

修了の人材を採用していない

（過去には採用した実績がある）
33.1%

今年度は大学院（博士後期課程）

修了の人材を採用していない

（過去にも採用した実績がない）
44.8%

わからない
6.3%

無回答
0.4%

今年度(令和2年4月入社)の採用人数(博士後期課程修了者)
N = 239
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（5）大学院（博士後期課程）修了の人材を採用した理由について 
5-1 博士後期課程修了者を採用した理由 （第1理由）について 
「（4）今年度（令和2年4月入社）の採用人数（博士後期課程修了者）について」にて「今年度は
大学院（博士後期課程）修了の人材を採用していない（過去にも採用した実績がない）」、「わからな

い」と回答した 122件、無回答 1件を除く 116件に、大学院（博士後期課程）修了の人材を採用し
た理由について調査した。 
その結果は、「幅広い人間性が期待できそうだから」が 45件（38.8%）と最も多く、次いで「その
他」32 件（27.6%）、「先端的な知識・技術を身につけていることが期待できそうだから」21 件
（18.1%）、「新たな分野の人材として期待できそうだから」4 件（3.4%）、「企画・指導能力が期待で
きそうだから」3件（2.6%）、「研究能力が期待できそうだから」3件（2.6%）、「博士の学位を保有し
ている人材が適材と思われる仕事があるから」2件（1.7%）の順になっている。 
※「無回答」6件（5.2%） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

幅広い人間性が期待できそうだから
38.8%

博士の学位を

保有している人材が

適材と思われる

仕事があるから
1.7%

先端的な知識・技術を身につけていることが

期待できそうだから
18.1%

企画・指導能力が期待できそうだから
2.6%

新たな分野の人材として

期待できそうだから
3.4%

研究能力が

期待できそうだから
2.6%

その他
27.6%

無回答
5.2%

博士後期課程修了者を採用した理由 (第1理由)
N = 116

博士後期課程修了者を採用した理由 (第1理由)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 幅広い人間性が期待できそうだから 45               38.8            
2 博士の学位を保有している人材が適材と思われる仕事があるから 2                  1.7              
3 先端的な知識・技術を身につけていることが期待できそうだから 21               18.1            
4 企画・指導能力が期待できそうだから 3                  2.6              
5 新たな分野の人材として期待できそうだから 4                  3.4              
6 研究能力が期待できそうだから 3                  2.6              
7 その他 32               27.6            
無回答 6                  5.2              
N （％ﾍﾞｰｽ） 116             100             
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5-2 博士後期課程修了者を採用した理由（第2理由）について 
「（4）今年度（令和2年4月入社）の採用人数（博士後期課程修了者）について」にて「今年度は
大学院（博士後期課程）修了の人材を採用していない（過去にも採用した実績がない）」、「わからな

い」と回答した 122件、無回答 1件を除く 116件に、大学院（博士後期課程）修了の人材を採用し
た理由について調査した。 
その結果は、「企画・指導能力が期待できそうだから」22 件（19.0%）が最も多く、次いで「先端
的な知識・技術を身につけていることが期待できそうだから」16 件（13.8%）、「新たな分野の人材
として期待できそうだから」16 件（13.8%）、「幅広い人間性が期待できそうだから」が 10 件
（8.6%）、「研究能力が期待できそうだから」10 件（8.6%）、「博士の学位を保有している人材が適材
と思われる仕事があるから」5件（4.3%）、「その他」2件（1.7%）の順になっている。 
※「無回答」35件（30.2%） 
 
 
 
 
 
 
  

博士後期課程修了者を採用した理由 (第2理由)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 幅広い人間性が期待できそうだから 10              8.6             
2 博士の学位を保有している人材が適材と思われる仕事があるから 5                4.3             
3 先端的な知識・技術を身につけていることが期待できそうだから 16              13.8           
4 企画・指導能力が期待できそうだから 22              19.0           
5 新たな分野の人材として期待できそうだから 16              13.8           
6 研究能力が期待できそうだから 10              8.6             
7 その他 2                1.7             
無回答 35              30.2           
N （％ﾍﾞｰｽ） 116            100            

幅広い人間性が期待できそうだから
8.6%

博士の学位を保有している人材が

適材と思われる仕事があるから
4.3%

先端的な知識・技術を

身につけていることが

期待できそうだから
13.8%

企画・指導能力が期待できそうだから
19.0%

新たな分野の人材として期待できそうだから
13.8%

研究能力が期待できそうだから
8.6%

その他
1.7%

無回答
30.2%

博士後期課程修了者を採用した理由 (第2理由)
N = 116
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（6）将来的な博士後期課程修了者の採用意向について 
大学院（博士後期課程）修了の人材の今後の採用方針について調査した結果、回答のあった企業

等239件のうち、「大学院（博士後期課程）修了の人材をできれば採用したい」が69件（28.9%）と
最も多く、次いで「その他」68 件（28.5%）、「大学院（博士後期課程）修了の人材は必要ない」55
件（23.0%）、「大学院（博士後期課程）修了の人材を是非採用したい」36件（15.1%）の順になって
いる。 ※「無回答」11件（4.6%） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

大学院（博士後期課程）修了の人材を

是非採用したい
15.1%

大学院（博士後期課程）修了の人材を

できれば採用したい
28.9%

大学院（博士後期課程）修了の人材は

必要ない
23.0%

その他
28.5%

無回答
4.6%

将来的な博士後期課程修了者の採用意向
N = 239

将来的な博士後期課程修了者の採用意向
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 大学院（博士後期課程）修了の人材を是非採用したい 36               15.1            
2 大学院（博士後期課程）修了の人材をできれば採用したい 69               28.9            
3 大学院（博士後期課程）修了の人材は必要ない 55               23.0            
4 その他 68               28.5            
無回答 11               4.6              
N （％ﾍﾞｰｽ） 239             100             
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（7）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の社会的必要性について 
7-1 地域社会マネジメントコースの社会的必要性について 
長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の地域社会マネジメントコー

スの社会的必要性について調査した結果、回答のあった企業等 239 件のうち、「社会的必要性が高い」
が119件（49.8%）と最も多く、次いで「一応、社会的必要性を感じる」73件（30.5%）、「わからな
い」35 件（14.6%）、「あまり必要性を感じない」6 件（2.5%）、「必要性はない」3 件（1.3%）の順
になっている。 ※「無回答」3件（1.3％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽの社会的必要性
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 社会的必要性が高い 119          49.8         
2 一応、社会的必要性を感じる 73             30.5         
3 あまり必要性を感じない 6               2.5            
4 必要性はない 3               1.3            
5 わからない 35             14.6         
6 その他 0               0.0            
無回答 3               1.3            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

社会的必要性が高い
49.8%

一応、社会的必要性を感じる
30.5%

あまり必要性を感じない
2.5%

必要性はない
1.3%

わからない
14.6%

その他
0.0%

無回答
1.3%

地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽの社会的必要性
N = 239
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7-2 情報工学コースの社会的必要性について 
長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の情報工学コースの社会的必

要性について調査した結果、回答のあった企業等 239 件のうち、「社会的必要性が高い」が 135 件
（56.5%）と最も多く、次いで「一応、社会的必要性を感じる」67 件（28.0%）、「わからない」31
件（13.0%）、「あまり必要性を感じない」3件（1.3%）、「必要性はない」1件（0.4%）の順になって
いる。 ※「無回答」2件（0.8％） 
 
 
 
 
  

情報工学ｺｰｽの社会的必要性
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 社会的必要性が高い 135          56.5         
2 一応、社会的必要性を感じる 67             28.0         
3 あまり必要性を感じない 3               1.3            
4 必要性はない 1               0.4            
5 わからない 31             13.0         
6 その他 0               0.0            
無回答 2               0.8            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

社会的必要性が高い
56.5%

一応、社会的必要性を感じる
28.0%

あまり必要性を感じない
1.3%

必要性はない
0.4%

わからない
13.0%

その他
0.0%

無回答
0.8%

情報工学ｺｰｽの社会的必要性
N = 239
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7-3 栄養科学コースの社会的必要性について 
長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の栄養科学コースの社会的必

要性について調査した結果、回答のあった企業等239件のうち、「一応、社会的必要性を感じる」が
94件（39.3%）と最も多く、次いで「社会的必要性が高い」81件（33.9%）、「わからない」52件
（21.8%）、「あまり必要性を感じない」6件（2.5%）、「必要性はない」3件（1.3%）の順になってい
る。 ※「無回答」3件（1.3％） 
 
 
 
 
 
  

栄養科学ｺｰｽの社会的必要性
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 社会的必要性が高い 81             33.9         
2 一応、社会的必要性を感じる 94             39.3         
3 あまり必要性を感じない 6               2.5            
4 必要性はない 3               1.3            
5 わからない 52             21.8         
6 その他 0               0.0            
無回答 3               1.3            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

社会的必要性が高い
33.9%

一応、社会的必要性を感じる
39.3%

あまり必要性を感じない
2.5%

必要性はない
1.3%

わからない
21.8%

その他
0.0%

無回答
1.3%

栄養科学ｺｰｽの社会的必要性
N = 239
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（8）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）修了者の採用意向について 
8-1 地域社会マネジメントコース修了者の採用意向について 
長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の地域社会マネジメントコー

ス修了者の採用意向について調査した結果、「採用を検討したい」が 127 件（53.1%）と最も多く、
次いで「採用は考えない」62件（25.9%）、「採用したい」43件（18.0%）の順になっている。 
※「無回答」7件（2.9%） 
なお、「採用したい」、「採用を検討したい」の肯定的な回答を合算すると、170 件（71.1%）とな
っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-2 情報工学コース修了者の採用意向について 
長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の情報工学コース修了者の採

用意向について調査した結果、「採用を検討したい」が 128 件（53.6%）と最も多く、次いで「採用
は考えない」55件（23.0%）、「採用したい」50件（20.9%）の順になっている。 
※「無回答」6件（2.5%） 
なお、「採用したい」、「採用を検討したい」の肯定的な回答を合算すると、178 件（74.5%）とな
っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ修了者の採用意向
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 採用したい 43             18.0         
2 採用を検討したい 127          53.1         
3 採用は考えない 62             25.9         
無回答 7               2.9            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

採用したい
18.0%

採用を検討したい
53.1%

採用は考えない
25.9%

無回答
2.9%

地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ修了者の採用意向
N = 239

情報工学ｺｰｽ修了者の採用意向
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 採用したい 50             20.9         
2 採用を検討したい 128          53.6         
3 採用は考えない 55             23.0         
無回答 6               2.5            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

採用したい
20.9%

採用を検討したい
53.6%

採用は考えない
23.0%

無回答
2.5%

情報工学ｺｰｽ修了者の採用意向
N = 239
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8-3 栄養科学コース修了者の採用意向について 
長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の栄養科学コース修了者の採

用意向について調査した結果、「採用を検討したい」が 105 件（43.9%）と最も多く、次いで「採用
は考えない」99件（41.4%）、「採用したい」28件（11.7%）の順になっている。 
※「無回答」7件（2.9%） 
なお、「採用したい」、「採用を検討したい」の肯定的な回答を合算すると、133 件（55.6%）とな
っている。 
 
 
 
 
 
 
  

栄養科学ｺｰｽ修了者の採用意向
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 採用したい 28             11.7         
2 採用を検討したい 105          43.9         
3 採用は考えない 99             41.4         
無回答 7               2.9            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

採用したい
11.7%

採用を検討したい
43.9%

採用は考えない
41.4%

無回答
2.9%

栄養科学ｺｰｽ修了者の採用意向
N = 239
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（9）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）修了者の採用人数について 
9-1 地域社会マネジメントコース修了者の採用人数について 
「（8）8-1 地域社会マネジメントコース修了者の採用意向について」にて肯定的な採用意向を示し
た 170 件に対して、長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の地域社会
マネジメントコース修了者の将来的な採用人数について調査した結果、「人数は未確定」が 141 件
（82.9%）と最も多く、次いで「1人」23件（13.5%）、「3人以上」4件（2.4%）、「2人」1件（0.6%）
の順になっている。 ※「無回答」1件（0.6%） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-2 情報工学コース修了者の採用人数について 
「（8）8-2 情報工学コース修了者の採用意向について」にて肯定的な採用意向を示した 178 件に
対して、長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の情報工学コース修了者

の将来的な採用人数について調査した結果、「人数は未確定」が 143 件（80.3%）と最も多く、次い
で「1人」24件（13.5%）、「3人以上」5件（2.8%）、「2人」4件（2.2%）の順になっている。 
※「無回答」2件（1.1%） 
 
 
 
 
 
 
  

地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ修了者の採用人数
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 1人 23             13.5         
2 2人 1               0.6            
3 3人以上 4               2.4            
4 人数は未確定 141          82.9         
無回答 1               0.6            
N （％ﾍﾞｰｽ） 170          100          

1人
13.5%

2人
0.6%

3人以上
2.4%人数は未確定

82.9%

無回答
0.6%

地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ修了者の採用人数
N = 170

情報工学ｺｰｽ修了者の採用人数
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 1人 24             13.5         
2 2人 4               2.2            
3 3人以上 5               2.8            
4 人数は未確定 143          80.3         
無回答 2               1.1            
N （％ﾍﾞｰｽ） 178          100          

1人
13.5%

2人
2.2%

3人以上
2.8%

人数は未確定
80.3%

無回答
1.1%

情報工学ｺｰｽ修了者の採用人数
N = 178
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9-3 栄養科学コース修了者の採用人数について 
「（8）8-3 栄養科学コース修了者の採用意向について」にて肯定的な採用意向を示した 133 件に
対して、長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の栄養科学コース修了者

の将来的な採用人数について調査した結果、「人数は未確定」が 118 件（88.7%）と最も多く、次い
で「1人」10件（7.5%）、「3人以上」4件（3.0%）の順になっている。 ※「無回答」1件（0.8%） 
 
 
 
 
  

栄養科学ｺｰｽ修了者の採用人数
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 1人 10             7.5            
2 2人 0               0.0            
3 3人以上 4               3.0            
4 人数は未確定 118          88.7         
無回答 1               0.8            
N （％ﾍﾞｰｽ） 133          100          

1人
7.5%

2人
0.0%

3人以上
3.0%

人数は未確定
88.7%

無回答
0.8%

栄養科学ｺｰｽ修了者の採用人数
N = 133
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（10）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への従業員の入学希望について 
長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への従業員の入学希望につい

て調査した結果、「わからない」が 112件（46.9%）と最も多く、次いで「入学を希望しない」67件
（28.0%）、「その他」12 件（5.0%）、「夜間／週末であれば入学させることを検討したい」8 件
（3.3%）、「入学させることを検討したい」4 件（1.7%）、「夜間／週末であれば入学させたい」2 件
（0.8%）、「休職させてから入学させたい」2 件（0.8%）、「入学させたい」1 件（0.4%）の順になっ
ている。 ※「無回答」31件（13.0％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

地域創生研究科地域創生専攻(博士後期課程)への従業員の入学希望
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 入学させたい 1                  0.4              
2 夜間／週末であれば入学させたい 2                  0.8              
3 入学させることを検討したい 4                  1.7              
4 夜間／週末であれば入学させることを検討したい 8                  3.3              
5 休職させてから入学させたい 2                  0.8              
6 入学を希望しない 67               28.0            
7 わからない 112             46.9            
8 その他 12               5.0              
無回答 31               13.0            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239             100             

入学させたい
0.4%

夜間／週末であれば入学させたい
0.8% 入学させることを検討したい

1.7%

夜間／週末であれば

入学させることを検討したい
3.3%

休職させてから

入学させたい
0.8%

入学を希望しない
28.0%

わからない
46.9%

その他
5.0%

無回答
13.0%

地域創生研究科地域創生専攻(博士後期課程)への従業員の入学希望
N = 239
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（11）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への従業員の入学奨励について 
長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）への従業員の入学奨励につい

て調査した結果、「条件が合えば勧める」が92件（38.5%）と最も多く、次いで「わからない」81件
（33.9%）、「勧めない」13件（5.4%）、「積極的に勧める」7件（2.9%）、「一応勧める」7件（2.9%）、
「その他」6件（2.5%）の順になっている。 ※「無回答」33件（13.8%） 
 
   
 
 
   

地域創生研究科地域創生専攻(博士後期課程)
への従業員の入学奨励

№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 積極的に勧める 7               2.9            
2 一応勧める 7               2.9            
3 条件が合えば勧める 92             38.5         
4 わからない 81             33.9         
5 勧めない 13             5.4            
6 その他 6               2.5            
無回答 33             13.8         
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

積極的に勧める
2.9%

一応勧める
2.9%

条件が合えば

勧める
38.5%

わからない
33.9%

勧めない
5.4%

その他
2.5%

無回答
13.8%

地域創生研究科地域創生専攻

(博士後期課程)への従業員の入学奨励
N = 239
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３．調査結果のまとめ 
長崎県立大学大学院地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の修了者に対する将来的な採

用意向人数の集計にあたっては、「（8）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）修了者の採用
意向について」の肯定的な回答数と、「（9）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）修了者の
採用人数について」の将来的な採用人数の各選択肢（「1人」、「2人」、「3人以上」、「人数は未確定」
（※））を乗じ、これを合計し、算出した。 
※「3人以上」は最低数である「3人」として計算した。 
「人数は未確定」とは、「（8）地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）修了者の採用意向に
ついて」にて、「採用したい」、「採用を検討したい」と回答し将来的な採用意向は示すが、アンケー

トの時点では将来的な採用人数について確定していないものである。したがって、本調査では「人数

は未確定」の将来的な採用人数を最低数である「1人」として計算した。 
 
 
下表にて3つコースについての採用意向人数を集計したところ、長崎県立大学大学院地域創生研究
科地域創生専攻（博士後期課程）の各コースの修了者に対する採用意向人数は、「採用したい」のみ

で合計した場合、150人分（3コース合計）となる。入学定員は3名であるため、50倍の採用意向人
数を確保できている。内訳をみると、地域社会マネジメントコース 50 人、情報工学コース 64 人、
栄養科学コース36人となっており、各コースで採用意向人数を確保できているといえる。 

 
また、「採用したい」、「採用を検討したい」を合計した場合の採用意向人数は 3 つのコースの合計
で508人分となり、これは、入学定員3名に対して、約169.3倍となる。 

 
地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程） 地域社会マネジメントコース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）　地域社会マネジメントコース
　回答数(件) 　回答数(件)

人数(人) 人数(人)

1人(A) 11         (a) (A)×(a) 11  1人(A) 23         (a) (A)×(a) 23   

2人(B) 1          (b) (B)×(b) 2   2人(B) 1          (b) (B)×(b) 2    

3人以上(C) 3          (c) (C)×(c) 9   3人以上(C) 4          (c) (C)×(c) 12   

人数は未確定(D) 28         (d) (D)×(d) 28  人数は未確定(D) 141        (d) (D)×(d) 141  

無回答 -           無回答 1          

※採用人数が無回答であった場合は、計算から除外した

合計採用意向 50 人 合計採用意向 178 人

「採用したい」

のみ
合計

「採用したい」

「採用を検討した

い」の合計

合計
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地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程） 情報工学コース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程） 栄養科学コース 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の調査結果と、今回の調査対象以外への進路も考えられることから、長崎県立大学大学院地

域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）の修了者の進路は十分に確保できるものと考える。 

地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）　情報工学コース
　回答数(件) 　回答数(件)

人数(人) 人数(人)

1人(A) 10         (a) (A)×(a) 10  1人(A) 24         (a) (A)×(a) 24   

2人(B) 4          (b) (B)×(b) 8   2人(B) 4          (b) (B)×(b) 8    

3人以上(C) 5          (c) (C)×(c) 15  3人以上(C) 5          (c) (C)×(c) 15   

人数は未確定(D) 31         (d) (D)×(d) 31  人数は未確定(D) 143        (d) (D)×(d) 143  

無回答 -           無回答 2          

※採用人数が無回答であった場合は、計算から除外した

合計採用意向 64 人 合計採用意向 190 人

「採用したい」

のみ
合計

「採用したい」

「採用を検討した

い」の合計

合計

地域創生研究科地域創生専攻（博士後期課程）　栄養科学コース
　回答数(件) 　回答数(件)

人数(人) 人数(人)

1人(A) 6          (a) (A)×(a) 6   1人(A) 10         (a) (A)×(a) 10   

2人(B) -           (b) (B)×(b) -    2人(B) -           (b) (B)×(b) -     

3人以上(C) 4          (c) (C)×(c) 12  3人以上(C) 4          (c) (C)×(c) 12   

人数は未確定(D) 18         (d) (D)×(d) 18  人数は未確定(D) 118        (d) (D)×(d) 118  

無回答 -           無回答 1          

※採用人数が無回答であった場合は、計算から除外した

「採用したい」

のみ
合計

「採用したい」

「採用を検討した

い」の合計

合計

合計採用意向 36 人 合計採用意向 140 人
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調査票
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計画概要 
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長崎県立大学大学院
地域創生研究科地域創生専攻博士後期課程（仮称）

令和４年（2022年）４月開設予定
設置構想中のため、掲載内容は予定であり、変更する場合があります

〇課程の概要
・設置年月：令和４年（２０２２年）４月予定
・名 称：地域創生研究科 地域創生専攻 博士後期課程（仮称・設置構想中）
・入学定員：３名
・学 位：博士（地域社会マネジメント）、博士（情報工学）、博士（栄養学）

〇地域創生研究科 地域創生専攻 博士後期課程（仮称） 各分野紹介
①養成する人材像 ②学びのキーワード ③想定される進路
・地域社会マネジメント分野 博士（地域社会マネジメント）
①ICT化、ネットワーク化が進展する地域社会の課題や地域の健康課題などを含む地域社会のグローカ
ルな諸課題の解決に向けた中長期的ビジョンの策定などにあたって学術・研究の立場から他分野と協
働して貢献できる地域社会マネジメント分野の教育・研究者及び博識を持った専門家を養成する。
②地域社会のマネジメント（経営・計画・戦略）、地域イノベーション、地域連携、グローカル社会、
ネットワーク社会、社会システム
③地域社会のグローカルな諸課題の解決に向けて学術・研究の立場から貢献できる大学・高等専門学校
など高等教育機関における教育・研究者また国公立および公的試験・研究機関における研究リーダー、
地域の企業やNPO法人などにおける組織戦略、経営意思決定部門などの専門業務を担う博識を持った
人材、地方機関、政府機関、国際機関における戦略・政策・経営部門などの専門業務を担う博識を
持った人材 など
・情報工学分野 博士（情報工学）
①サイバー空間とその膨大なデータの新たなデジタル社会を地域で実現するため、先進的情報技術を用
いて生活様式・就労形態を革新し地域の価値創造を起こすことができる高度な情報処理能力をもつ研
究者。具体的には、地域連携や健康増進の課題に対する技術的な基盤となる空間情報・画像計測・デ
ータベース・生体認証・統計的意思決定といった技術の研究に取り組む。更に、これらの課題に対す
る新たなサービスの価値創造を実現するためのヒューマンインタフェース、計算機科学、情報通信等
の基礎的素養に基づいた「人間に寄り添う技術」の研究に取り組む人材を養成する。
②空間情報工学、視覚メディア工学、色彩情報学、データベース、人工知能、生体認証、統計的意思決
定
③地域に根差した種々の開発現場で知的情報処理の基礎理論と先進的情報技術の理解を素養に技術革新
の主要部を担う情報通信企業の研究開発者、先進的情報技術やデータの活用に対する知見に基づき地
域発展の方向性判断や意思決定が出来る公的機関における情報技術展開の開発責任者 など
・栄養科学分野 博士（栄養学）
①食と健康科学の統合化を踏まえ、栄養科学と健康科学の最新かつ高度な知識や高度な情報処理を含む
実践的技術を持ち、地域との連携を図り健康の保持・増進や質の高い食生活、栄養状態の改善などに
対して科学的に理解・追究することにより社会に貢献できる教育・研究者および関連職域の博識を
持った専門家を養成する。
②食品機能・安全、代謝機能調節、臨床栄養、運動生理
③管理栄養士・栄養士養成施設の教育・研究者、臨床分野や地域の保健・医療・福祉機関の高度な専門
業務を担う人材、食品関連企業における商品の研究・開発職、公的試験・研究機関の研究リーダー
など

〇設置の目的
複雑性が増大する変化の激しい現代において、予測できない課題や一領域では解決できない社会の諸問
題に対応し、他領域と協働して課題解決を実行できる人材が求められています。博士後期課程では、地
域社会マネジメント、情報工学、栄養学の分野において、日本および長崎の発展のために新たな先端社
会の構築に貢献できるリーダーとなる高いレベルの専門性を有した研究者・教育者および高度専門職業
人を養成することを目的とし、これらの共通的な基盤をもとに、それぞれの領域で専門性が高い教育・
研究を行います。
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〇社会人に対する配慮
本研究科では、仕事に従事しながら学修を望む方への学修機会の提供を目的とし、社会人学生を積極的
に受け入れています。長期履修学生制度及び昼夜開講制度を設け、在職のまま学びやすい環境を整えて
います。
・修業年限を超えて、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することができ、在職のまま学びや
すくなるよう配慮します。（長期履修学生制度）
・大学院設置基準第14条に規定する教育方法の特例に基づき、夜間等に履修できるよう配慮します。
（昼夜開講制）

〇長崎県立大学地域創生研究科地域創生専攻博士後期課程と類似する近隣大
学院博士後期課程の納付金等

注1）各大学情報については、公式ウェブサイト等により調査しました。
注2）各大学院の学費については、諸会費などを含んでいない場合があるため、概算として参考にして下さい。
注3）長崎県立大学の学費は予定であり、変更する場合があります。

〇アクセス

※地域社会マネジメント分野は研究指導担当教員が所属するキャンパス（佐世保校またはシーボルト校）において、情報工学分野及び栄養科学分野は
シーボルト校において教育を行います。

ＭＲ佐世保駅より乗車し大学駅で下車
後に徒歩

ＪＲ佐世保駅前の市営バス停留所で日野
経由または日野大潟経由の相浦桟橋行、
真申行のいずれかに乗車し、大学前にて
下車後に徒歩

ＪＲ佐世保駅前の西肥バス停留所で日野
経由の相浦桟橋行・大崎行のいずれかに
乗車し、大学前にて下車後に徒歩

佐世保校へのアクセス

Ｊ
Ｒ
佐
世
保
駅

佐
世
保
校

松浦鉄道（ＭＲ） 30分

路線バス（市営バス）30分

路線バス（西肥バス）30分

タクシー 20分

ＪＲ長崎駅より長崎本線（長与経由）に乗車
し、長与駅で下車後にバスまたは徒歩

ＪＲ長崎駅前の長崎バス停留所で①まなび野
経由本川内（琴の尾登口）行・サニータウン経
由緑ヶ丘団地行のいずれかに乗車し県立大学
シーボルト校にて下車②長与ニュータウン行に
乗車し商業入口にて下車③女の都団地行に乗車
し女の都小学校下にて下車後に徒歩

ＪＲ長崎駅前の県営バス停留所で、女の都団地
行・サニータウン行のいずれかに乗車し、女の
都小学校下にて下車後に徒歩

路線バス（長崎バス）25分

路線バス（県営バス）25分

タクシー 20分

Ｊ
Ｒ
長
崎
駅

シ
｜
ボ
ル
ト
校

ＪＲ 35分

昭和町 路線バス（長崎バス・県営バス）10分

シーボルト校へのアクセス

【問い合わせ先】
長崎県立大学 佐世保校
企画広報課計画評価グループ 辻・河﨑
tel:0956-47-5852 e-mail:hyouka@sun.ac.jp

※設置構想中のため、掲載内容は予定
であり、変更する場合があります。

所在地 大学院名 研究科名 専攻名 入学定員 入学金 授業料
初年次納付金
（合計）

長崎 長崎県立大学大学院 地域創生研究科
地域創生専攻
（博士後期課程）

3名
353,000円

（県内居住者：
176,500円）

535800円
888,800円

（県内居住者：
712,300円）

長崎 長崎大学大学院 経済学研究科
経営意思決定専攻
（博士後期課程）

3名 282,000円 535,800円 817,800円

福岡 北九州市立大学大学院 社会システム研究科
地域社会システム専攻
（博士後期課程）

6名
423,000円

（市内居住者：
282,000円）

535,800円
958,800円

（市内居住者：
817,800円）

福岡 福岡女子大学大学院 人文社会科学研究科
社会科学専攻
（博士後期課程）

2名
520,000円

（県内居住者：
282,000円）

535,800円
1,055,800円

（県内居住者：
817,800円）

福岡 九州工業大学大学院 情報工学府
情報工学専攻
（博士後期課程）

14名 282,000円 535,800円 817,800円

長崎 長崎大学大学院 工学研究科
生産システム工学専攻
（博士後期課程）

15名 282,000円 535,800円 817,800円

福岡 福岡女子大学大学院 人間環境科学研究科
人間環境科学専攻
（博士後期課程）

3名
520,000円

（県内居住者：
282,000円）

535,800円
1,055,800円

（県内居住者：
817,800円）

熊本 熊本県立大学大学院 環境共生学研究科
環境共生学専攻
（博士後期課程）

3名
414,000円

（県内居住者：
207,000円）

535,800円
949,800円

（県内居住者：
742,800円）
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単純集計表 
 
 
 
  

163



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

事業所の種別
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 本社 198          82.8         
2 支社 12             5.0            
3 単独事業所 17             7.1            
4 その他 11             4.6            
無回答 1               0.4            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          本社

82.8%

支社
5.0%

単独事業所
7.1%

その他
4.6% 無回答

0.4%

事業所の種別
N = 239

事業所の所在地
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 東京都 29             12.1         
2 神奈川県 0               0.0            
3 愛知県 9               3.8            
4 大阪府 10             4.2            
5 兵庫県 4               1.7            
6 岡山県 7               2.9            
7 広島県 7               2.9            
8 山口県 1               0.4            
9 愛媛県 4               1.7            
10 福岡県 34             14.2         
11 佐賀県 12             5.0            
12 長崎県 68             28.5         
13 熊本県 15             6.3            
14 大分県 3               1.3            
15 宮崎県 3               1.3            
16 鹿児島県 13             5.4            
17 その他 19             7.9            
無回答 1               0.4            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

東京都
12.1% 神奈川県

0.0% 愛知県
3.8%

大阪府
4.2%

兵庫県
1.7%

岡山県
2.9%

広島県
2.9%

山口県
0.4%

愛媛県
1.7%

福岡県
14.2%

佐賀県
5.0%

長崎県
28.5%

熊本県
6.3%

大分県
1.3%

宮崎県
1.3%

鹿児島県
5.4%

その他
7.9%

無回答
0.4%

事業所の所在地
N = 239
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事業所の業種
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 メーカー 21               8.8              
2 商社 20               8.4              
3 小売 25               10.5            
4 金融 14               5.9              
5 サービス・インフラ（教育・医療・福祉を含む） 40               16.7            
6 ソフトウェア 16               6.7              
7 広告・出版・マスコミ 5                  2.1              
8 官公庁・公社・団体 47               19.7            
9 その他 50               20.9            
無回答 1                  0.4              
N （％ﾍﾞｰｽ） 239             100             

メーカー
8.8%

商社
8.4%

小売
10.5%

金融
5.9%

サービス・インフラ

（教育・医療・福祉を含む）
16.7%

ソフトウェア
6.7%

広告・出版・マスコミ
2.1%

官公庁・公社・団体
19.7%

その他
20.9%

無回答
0.4%

事業所の業種
N = 239
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今年度(令和2年4月入社)の採用人数(博士後期課程修了者)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 1～4人 31               13.0            
2 5人以上 6                  2.5              
今年度は大学院（博士後期課程）修了の人材を採用していない
（過去には採用した実績がある）
今年度は大学院（博士後期課程）修了の人材を採用していない
（過去にも採用した実績がない）

5 わからない 15               6.3              
無回答 1                  0.4              
N （％ﾍﾞｰｽ） 239             100             

79               33.1            

107             44.8            

3

4

1～4人
13.0%

5人以上
2.5%

今年度は大学院（博士後期課程）

修了の人材を採用していない

（過去には採用した実績がある）
33.1%

今年度は大学院（博士後期課程）

修了の人材を採用していない

（過去にも採用した実績がない）
44.8%

わからない
6.3%

無回答
0.4%

今年度(令和2年4月入社)の採用人数(博士後期課程修了者)
N = 239

166



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

博士後期課程修了者を採用した理由 (第1理由)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 幅広い人間性が期待できそうだから 45               38.8            
2 博士の学位を保有している人材が適材と思われる仕事があるから 2                  1.7              
3 先端的な知識・技術を身につけていることが期待できそうだから 21               18.1            
4 企画・指導能力が期待できそうだから 3                  2.6              
5 新たな分野の人材として期待できそうだから 4                  3.4              
6 研究能力が期待できそうだから 3                  2.6              
7 その他 32               27.6            
無回答 6                  5.2              
N （％ﾍﾞｰｽ） 116             100             

幅広い人間性が期待できそうだから
38.8%

博士の学位を

保有している人材が

適材と思われる

仕事があるから
1.7%

先端的な知識・技術を身につけていることが

期待できそうだから
18.1%

企画・指導能力が期待できそうだから
2.6%

新たな分野の人材として

期待できそうだから
3.4%

研究能力が

期待できそうだから
2.6%

その他
27.6%

無回答
5.2%

博士後期課程修了者を採用した理由 (第1理由)
N = 116
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博士後期課程修了者を採用した理由 (第2理由)
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 幅広い人間性が期待できそうだから 10              8.6             
2 博士の学位を保有している人材が適材と思われる仕事があるから 5                4.3             
3 先端的な知識・技術を身につけていることが期待できそうだから 16              13.8           
4 企画・指導能力が期待できそうだから 22              19.0           
5 新たな分野の人材として期待できそうだから 16              13.8           
6 研究能力が期待できそうだから 10              8.6             
7 その他 2                1.7             
無回答 35              30.2           
N （％ﾍﾞｰｽ） 116            100            

幅広い人間性が期待できそうだから
8.6%

博士の学位を保有している人材が

適材と思われる仕事があるから
4.3%

先端的な知識・技術を

身につけていることが

期待できそうだから
13.8%

企画・指導能力が期待できそうだから
19.0%

新たな分野の人材として期待できそうだから
13.8%

研究能力が期待できそうだから
8.6%

その他
1.7%

無回答
30.2%

博士後期課程修了者を採用した理由 (第2理由)
N = 116
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大学院（博士後期課程）修了の人材を

是非採用したい
15.1%

大学院（博士後期課程）修了の人材を

できれば採用したい
28.9%

大学院（博士後期課程）修了の人材は

必要ない
23.0%

その他
28.5%

無回答
4.6%

将来的な博士後期課程修了者の採用意向
N = 239

将来的な博士後期課程修了者の採用意向
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 大学院（博士後期課程）修了の人材を是非採用したい 36               15.1            
2 大学院（博士後期課程）修了の人材をできれば採用したい 69               28.9            
3 大学院（博士後期課程）修了の人材は必要ない 55               23.0            
4 その他 68               28.5            
無回答 11               4.6              
N （％ﾍﾞｰｽ） 239             100             
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地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽの社会的必要性
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 社会的必要性が高い 119          49.8         
2 一応、社会的必要性を感じる 73             30.5         
3 あまり必要性を感じない 6               2.5            
4 必要性はない 3               1.3            
5 わからない 35             14.6         
6 その他 0               0.0            
無回答 3               1.3            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

社会的必要性が高い
49.8%

一応、社会的必要性を感じる
30.5%

あまり必要性を感じない
2.5%

必要性はない
1.3%

わからない
14.6%

その他
0.0%

無回答
1.3%

地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽの社会的必要性
N = 239
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情報工学ｺｰｽの社会的必要性
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 社会的必要性が高い 135          56.5         
2 一応、社会的必要性を感じる 67             28.0         
3 あまり必要性を感じない 3               1.3            
4 必要性はない 1               0.4            
5 わからない 31             13.0         
6 その他 0               0.0            
無回答 2               0.8            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

社会的必要性が高い
56.5%

一応、社会的必要性を感じる
28.0%

あまり必要性を感じない
1.3%

必要性はない
0.4%

わからない
13.0%

その他
0.0%

無回答
0.8%

情報工学ｺｰｽの社会的必要性
N = 239
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栄養科学ｺｰｽの社会的必要性
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 社会的必要性が高い 81             33.9         
2 一応、社会的必要性を感じる 94             39.3         
3 あまり必要性を感じない 6               2.5            
4 必要性はない 3               1.3            
5 わからない 52             21.8         
6 その他 0               0.0            
無回答 3               1.3            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

社会的必要性が高い
33.9%

一応、社会的必要性を感じる
39.3%

あまり必要性を感じない
2.5%

必要性はない
1.3%

わからない
21.8%

その他
0.0%

無回答
1.3%

栄養科学ｺｰｽの社会的必要性
N = 239

172



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ修了者の採用意向
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 採用したい 43             18.0         
2 採用を検討したい 127          53.1         
3 採用は考えない 62             25.9         
無回答 7               2.9            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

採用したい
18.0%

採用を検討したい
53.1%

採用は考えない
25.9%

無回答
2.9%

地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ修了者の採用意向
N = 239

情報工学ｺｰｽ修了者の採用意向
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 採用したい 50             20.9         
2 採用を検討したい 128          53.6         
3 採用は考えない 55             23.0         
無回答 6               2.5            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

採用したい
20.9%

採用を検討したい
53.6%

採用は考えない
23.0%

無回答
2.5%

情報工学ｺｰｽ修了者の採用意向
N = 239

栄養科学ｺｰｽ修了者の採用意向
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 採用したい 28             11.7         
2 採用を検討したい 105          43.9         
3 採用は考えない 99             41.4         
無回答 7               2.9            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

採用したい
11.7%

採用を検討したい
43.9%

採用は考えない
41.4%

無回答
2.9%

栄養科学ｺｰｽ修了者の採用意向
N = 239
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地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ修了者の採用人数
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 1人 23             13.5         
2 2人 1               0.6            
3 3人以上 4               2.4            
4 人数は未確定 141          82.9         
無回答 1               0.6            
N （％ﾍﾞｰｽ） 170          100          

1人
13.5%

2人
0.6%

3人以上
2.4%人数は未確定

82.9%

無回答
0.6%

地域社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ修了者の採用人数
N = 170

情報工学ｺｰｽ修了者の採用人数
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 1人 24             13.5         
2 2人 4               2.2            
3 3人以上 5               2.8            
4 人数は未確定 143          80.3         
無回答 2               1.1            
N （％ﾍﾞｰｽ） 178          100          

1人
13.5%

2人
2.2%

3人以上
2.8%

人数は未確定
80.3%

無回答
1.1%

情報工学ｺｰｽ修了者の採用人数
N = 178

栄養科学ｺｰｽ修了者の採用人数
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 1人 10             7.5            
2 2人 0               0.0            
3 3人以上 4               3.0            
4 人数は未確定 118          88.7         
無回答 1               0.8            
N （％ﾍﾞｰｽ） 133          100          

1人
7.5%

2人
0.0%

3人以上
3.0%

人数は未確定
88.7%

無回答
0.8%

栄養科学ｺｰｽ修了者の採用人数
N = 133
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地域創生研究科地域創生専攻(博士後期課程)への従業員の入学希望
№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 入学させたい 1                  0.4              
2 夜間／週末であれば入学させたい 2                  0.8              
3 入学させることを検討したい 4                  1.7              
4 夜間／週末であれば入学させることを検討したい 8                  3.3              
5 休職させてから入学させたい 2                  0.8              
6 入学を希望しない 67               28.0            
7 わからない 112             46.9            
8 その他 12               5.0              
無回答 31               13.0            
N （％ﾍﾞｰｽ） 239             100             

入学させたい
0.4%

夜間／週末であれば入学させたい
0.8% 入学させることを検討したい

1.7%

夜間／週末であれば

入学させることを検討したい
3.3%

休職させてから

入学させたい
0.8%

入学を希望しない
28.0%

わからない
46.9%

その他
5.0%

無回答
13.0%

地域創生研究科地域創生専攻(博士後期課程)への従業員の入学希望
N = 239

地域創生研究科地域創生専攻(博士後期課程)
への従業員の入学奨励

№ カテゴリ 件数 (全体)%
1 積極的に勧める 7               2.9            
2 一応勧める 7               2.9            
3 条件が合えば勧める 92             38.5         
4 わからない 81             33.9         
5 勧めない 13             5.4            
6 その他 6               2.5            
無回答 33             13.8         
N （％ﾍﾞｰｽ） 239          100          

積極的に勧める
2.9%

一応勧める
2.9%

条件が合えば

勧める
38.5%

わからない
33.9%

勧めない
5.4%

その他
2.5%

無回答
13.8%

地域創生研究科地域創生専攻

(博士後期課程)への従業員の入学奨励
N = 239
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